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開  会（午前９時０分） 

○議案第８０号 第６次所沢市総合計画基本構想及び前期基本計画の策 

        定について 

○大石健一委員長  11日に引き続き、議案第80号の審査を行います。 

  本日は、第２章、53ページから審査を行います。 

○城下師子委員  先日の議案質疑の際にも子どもの貧困の位置づけについての質疑があった

と思うんですが、議会からも決議が上がり、それぞれ重要課題ということで市のほうも認識

されていると思うんですが、そういう意味では６次総の計画の中で何らかの形で位置づけが

あるかと期待はしていたんですが、この部分についてはどういったところにその考え方が入

っているのかも含めてご説明いただきたいと思います。 

○並木こども政策担当参事  子どもの貧困対策につきましては、それにつながる各事業の担

当課におきまして関係各課と連携をとりながら取り組みを進めているところでございます。

それで、第６次総合計画におきまして、その子どもの貧困という直接の記述はございません

けれども、18ページのリーディングプロジェクト、そこのリードの３段落目、その２行目の

ところに、すべての子どもたちの幸せを第一にというようなところの中で子どもの貧困対策

についても取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○城下師子委員  議会の中でも健康福祉常任委員会でも指摘があったと思うんですが、所管

が大分広くかかわっているということで、それを中心的に担う部分というのをやっぱりしっ

かりと位置づけていくべきじゃないかという話もたしかあったと思うんですが、そういう意

味では中心的にこの子どもの貧困を取りまとめていくというところでは、やはりこども未来

部がそこは中心になるという理解でよろしいですか。 

○並木こども政策担当参事  第５次総合計画におきましても、いわゆるゼネラルマネージャ

ー、その取り組みの中で子どもの貧困対策ということについて取り組んでまいりましたので、

第６次総合計画の進行におきましても同様にこども未来部のほうで中心に担っていくという

ふうに考えております。 

○石原 昂委員  施策の方向性のところを伺います。後段ですけれども、「地域における子

育て支援の充実を図るとともに、義務教育終了までに、すべての子どもが自発的に行動でき

るよう、社会で生きていく基礎を身につけることを支援します」とありますが、自発的に行

動というのは、これは何に対して何を、どういう行動を指すのかということを伺いたいのと、

それから、社会で生きていく基礎ということは、これは何を指すのか、どういう議論を踏ま

えてこういう表現になったのか、お示しいただきたいと思います。 

○戸村学校教育部次長  すべての子どもが自発的に行動できるよう、社会で生きていく基礎

を身につけることを支援しますということですが、新学習指導要領あるいは生きる力という
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ことを踏まえた上での記載でございます。これからの新しい社会の中で、正解がなかなか導

けないような課題に対しても主体的、自発的に取り組んでいける子どもを育てるよう、また、

自分のキャリアと向き合いながら自分の進路等を主体的に判断し選択していく力、さらに、

解決が困難な課題に対しても取り組んでいくことで、これから社会で生きていく子どもたち

がそういった思考力、判断力あるいは知識、理解あるいは学ぶ意欲、そういったものを総合

的につけていく力をつけるということで、ここに記載をさせていただいております。 

○桑畠健也委員  それは文科省がそう言っているという話であって、石原委員もそうだし僕

も聞こうと思ったけれども、自発的ってどういう意味ですかと聞いていて、それは文科省が

こう言ってますという説明を聞く場じゃないんです、ここは。自発的っていうのはどういう

ことですかと、皆さんがどう捉えているかと。この所沢市というのは別に文科省の下請じゃ

ないので、自発的ってどういう意味ですかと、皆さんがどう捉えているかですよね、そこを

お聞きしたいんですよ。 

○岩間学校教育部長  この子どもたちが自発的に行動できるようということにつきましては、

所沢市としても私たちとしても、これからの予測不能な社会を生きていくには、子どもたち

がさまざまな事象に対して主体的に取り組む、そういう姿勢を身につけていくことが大事で

あると、このように捉えて、このような文言を設定させていただきました。 

  もう一点、社会で生きていく基礎につきましては、これもちょっと簡単に説明させていた

だきますと、先ほどもちょっと話が出ましたけれども、いわゆる生きる力、知徳体のバラン

スのとれた力を身につけていく、義務教育段階で特に身につけていく必要があるだろうとい

うふうに捉えて、このような文言とさせていただきました。 

○越阪部征衛委員  子どもに対することは所管がいろいろまたがっているというか、そうい

うことがあると思います。きのうもリーディングプロジェクトみたいなことで横断的な視点

でということが言われています。その点で、何か共通するまとまった資料というか、それは

子ども白書、子ども青年白書的な資料、もとになる資料がないといけないのかなと思ってい

ます。その取り組みというか、そういうことがあるのかどうか。各部署が自発的に取り組む

には、そういう資料がないと共通項ができない、また、子どもを大切にするまちにならない

と思っていますけれども、その点について伺います。 

○本田こども未来部長  ご指摘のような白書のようなもので子どもをテーマにデータをまと

めたものというのは、確かに現在ございません。しかしながら、関連する所管、こども未来

部、それから教育委員会、そうした各所管においては、さまざまなこれまでの事業の成果で

あるとか統計というものをつくっておりますので、そうした白書というものの今後の有効性

というんでしょうかね、確かに必要なものではあるとは思いますが、そうしたものをつくっ

ていくことについては、まだまだ今後各所管を越えてというんでしょうか、検討が必要だと
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思っております。 

○越阪部征衛委員  今言ったデータの共有というか情報の共有みたいなことでそういうこと

をまとめておかないと、なかなか各自がばらばらになってしまうというような懸念があると

思いますので、ぜひその点はまとめた資料、そういうものをつくるべきだと思っていますが、

いかがでしょうか。 

○本田こども未来部長  第６次につきましても、もう既に皆様にもご審議をいただいており

ますが、リーディングプロジェクトという仕組みがございまして、その仕組みの詳細につい

ては今後さらに検討されていくと思いますけれども、そうした中で情報共有を図っていくと

いうのはこれまで以上に必要だと思っております。そうした中で資料としてつくっていく方

向性、そういったものの必要性についても今後検討していきたいと考えております。 

○桑畠健也委員  多分ですね、きのうからずっとこれ違和感があって、何で子どもを大切に

するまちというのに違和感があるのかなと思っていたんですけれども、子どもの定義がはっ

きりしない議論は一応したのであれなんですが、そもそもこの総合計画の第２章って、要す

るに子ども無視なんですよね。子どもを大切にすると、これ大人の視点しかないわけじゃな

いですか。これ、子どもはどうすればいいんですか。子どもも多分総合計画って対象ですよ

ね、有権者じゃないかもしれないけれども。私はね、本当は子どもが大切にされるまちだと

思うんですよ。そうすると子どもも共有できて大人もやるけれども、子どもを大切にするま

ちって、どこまでいっても保護者目線なんですよ。 

  だから、この総合計画全体に言えるんだけれども、子どもの練り込みがすごく足りないの

か、誰かの趣味でこういう言葉になっているのかわからないけれども、子ども無視の計画で

すよね。そういう意味じゃ、これ、子どもが大切にされるまちのほうが適切だと思うんです

が、そういう議論がなかったかということと、いや、そんなことはないと、じゃ、どこに子

どもが主体となった、子どもが主語となった部分はどこにあるのかなと。全く子ども無視の

総合計画ですけれども、この点についてお聞かせいただきたいですね。 

○本田こども未来部長  まず、この第２章の子どもを大切にするまちというのは第５次から

の引き継ぎというところで、確かにその意味でもちょっと進歩がないというような印象があ

るかもしれませんけれども、理念としては子どもが主役ということで、たしか18ページのリ

ーディングプロジェクトの中に、一義的には子どもが主役ということで、子どもを大切にす

るという、子どもの幸せを第一にということで３段落目のところに書いてございますので、

確かに保護者目線かもしれませんけれども主役は子どもということで、すべての子どもたち

の幸せを第一にまちぐるみで子どもたちの成長を見守るまちづくりを進めますという表記の

中に思いは込めております。 

○赤川洋二委員  53ページの中の現状と課題という中で、やはり何といっても、いじめ、不
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登校、基礎学力・体力の低下とか、家庭や地域の教育力の低下ですよね。特に家庭教育なん

かにも課題があって、それがいろんな形で子どもたちに対して、いじめも含めていろんな状

況があると思うんですけれども、これを解決していくということは大事だと思うんですけれ

ども、基本方針の中にはこれどこに示されているのか、結構重要なことだと思うんですよ。

恐らく２―１―２の子育て環境への支援の充実かなと思うんですけれども、この辺のいじめ、

不登校あるいは家庭教育ですよね、家庭含めて、これについての方針ですね、これはどうし

ていくのか。これについて、これは学校教育だと思うんですが一言もちょっと触れられてな

いんでね、いじめのこととか不登校とか触れられてないんで、基本方針ね。それ、どういう

ふうに読んだらいいのか、ちょっとお聞きします。 

○岩間学校教育部長  後ほどまたご説明するページがあるかなと思いますが、65ページをお

開きください。基本方針の２―５―２、こちらのほう、それから、２―５―３、こちらに、

いじめを許さない意識を醸成するとか、地域が信頼する学校づくりの推進ということで家庭

や地域と連携してということで、基本方針の中に設定をしております。 

○大石健一委員長  第１節、子ども支援につきまして質疑を求めます。 

○桑畠健也委員  この「こども支援センター大地において」とありますけれども、この大地

というのは条例名称じゃなくて愛称ですか、誰がこの大地と名づけたんですか、特に公募は

しましたか。 

○市來こども支援課長  大地につきましては愛称となっておりまして、こちらについては、

子どもたちに地に足をつけて育ってほしいとの願いを込めまして、公募ではなくてこども未

来部において名前をつけました。各エリアにつきましては、大地に花が咲くようにと子育て

支援エリアについてはルピナス、発達支援エリアについてはマーガレットという愛称をつけ

たものでございます。 

○桑畠健也委員  大地という名称に違和感があって、２階にあるじゃないですか。地に足つ

けるなら１階がいいかなと思って、非常にネーミングとして非常にまずいネーミングですよ

ね、これね。本当にこれこども未来部でつけたんですか。誰が考えたんですか、これ。ちょ

っと違和感もあるし、普通こういうのというのはやっぱり公募してね、みんなで使うものな

のに、こんな大地という、２階にあるのに大地というのもちょっとね、いつも思うんですよ、

大地、大地と言うけれども何で２階にあるんだろうと思ってね。ちょっとその辺の経緯をち

ょっとお聞きしたいですね。 

○町田こども未来部次長  今議員のご指摘のありました大地というネーミング、違和感がと

いうことでございますが、先ほど課長のほうから説明がありましたとおり、子どもたちに地

に足をつけて育ってほしいという現場の状況ですね、やっぱり子どもをじかに見ていますと、

やはり子どもたちには元気よく地に足をつけてというような、そういう形で出ました。ちな
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みに、この件に関しましては職員のアンケートの中で出た名前でございます。 

○桑畠健也委員  このこども支援センターの利用者満足度ということで評価指標が出ていま

す。それで、非常におかげさまでというか、私も毎日あそこ歩いて通るので、すごい盛況で

すよね。駐車場がもう満杯で、ひどいときには秋草の直前まで列ができているみたいなとき

もあるぐらい好評でいいと思うんですが、前々から言っているとおり、私は決して排除する

ものではないんですけれども一応まずこの確認として、市内の方と市外の方の割合をとって

いただくようになったと思うんですが、その状況、最近の状況などについてお伺いしたいと

思います。 

○市來こども支援課長  市外の方の利用につきましては、割合でいきますと16.52％となっ

ております。直近の数字でございます。 

○桑畠健也委員  決して排除するものでもないし、かつては所沢市が東村山市の施設に大量

に行って迷惑被ってできたという経緯もある施設ですから、こちらが排除するのも失礼です

が、ただ、ちょっとその辺を確認したいわけですけれども、例えば市外だけのグループで利

用するみたいなことは、これ基本的にないということでいいんですよね。市内の方とそのお

友達とか、そういうことであればまだ理解できるんだけれども、全く市外の方が来てという

のは、ちょっと若干、一応市の単独事業ですからね、その辺の実態はどうなっていますか。 

○渡辺ども支援課主幹  市外の団体での利用というのはございません。委員がおっしゃった

とおり、市内の利用者の紹介等で市外の方が来られるという例が多くございます。 

○桑畠健也委員  あと、先ほどもちょっと話ししていたんですが、ここのマーガレットのほ

うですか、当初は常勤の医師を配置して、それである程度そこでの確定診断まで含めてより

踏み込んだ支援をやろうということで最初は動いていて、たしか直前まで確保できる寸前ま

でいったような記憶をしていますけれども、今その辺は、医師の配置状況についてお伺いし

たいと思います。 

○小川こども福祉課長  マーガレットにおきます医師の配置の関係でございますが、当初は

正職の配置ということも一つの検討課題であったかとも思いますけれども、マーガレット自

体は医療機関ではございませんので、そうしますとそこで医師の診断をすることでは診療報

酬の関係が出てくるわけでございますが、医療機関ではございませんので医師の判断ができ

ないということでございまして、今現状は委嘱の医師３名を配置している状況でございます。 

○桑畠健也委員  いやいや、その医師３名というのは、具体的にはじゃ判断できないという

ことは、診断書作成ということはもちろんできないとは思うんですが、ただ、それも実は医

師本人がクリニックを持っていて、そのクリニックを本拠地として電話面接でも実は診断書

はできるんですね、私もよくやってもらっているんでよくわかるんですが。ですから、それ

は診断ができるできないの話というのは、実はできるということなんです。ただ、実際にじ
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ゃその医師の方々はどういう、診断書という形で医療報酬の対価を伴うようなものはできな

いとしても、具体的にはどういったような役割を担っていらっしゃっているんでしょうか。 

○小川こども福祉課長  現状の医師としての役割といたしましては、専門の相談の中で、例

えば注意欠陥多動性の障害のお子さんに対する例えば服薬治療の効果などへの例えば助言で

すとか、やはり医療的なアドバイスといったことを相談の中で保護者のほうに助言をしてい

る状況でございます。 

○桑畠健也委員  あと、これも前々から言っていてなかなかうまく連携が図れてないように

私は見受けるわけですけれども、マーガレットの中で発達障害で療育というか指導というか

支援を受けている方と、その方たちが義務教育で小学校に入学したと、多分今度は通級指導

教室、こことの連携というのはちゃんとやれているんですかね。通級指導教室とマーガレッ

トとの連携、今やっていますとかじゃなくて、具体的に月に何回、この先生と連携とってま

すと、そういう具体的な話はどうなっていますか、具体的に教えてください。 

○小川こども福祉課長  今の委員ご指摘の通級指導教室のお子さんにかかわるマーガレット

との連携につきましては、今後の引き続き検討の課題ということで今後努めてまいりたいと

考えております。 

○桑畠健也委員  それは、文意をくみ取るならば、やってません、やれてませんということ

で、やる気がないということなのか、いや、向こうが拒絶しているのか、マーガレットが拒

絶しているのか。それは、例えばきのうもずっと指摘していたように、子どもを大切にする

と言いながらも、何といってもとにかく小学校に入る段階で親はずっとこういうマーガレッ

トとか別の今放課後デイサービスもありますから、というところで指導を受けておいて、そ

のデータを渡したにもかかわらず教育委員会のほうの中では全然引き継ぎがされなくて、ま

た、小学校に入ったら同じ説明を延々と先生にゼロから始めなければいけないという声があ

るわけですよね。 

  やっぱりこれ本当に基本方針の中にも出ていますけれども、子どもと家族を支援するとい

うのも、ちょっとそれはもう何ですかね、就学支援委員会、ちょっとここが少しどうなって

いるんですかね。就学支援委員会として、例えばマーガレットに在籍していた子どもたちに

対しての対応はどういうふうに扱われるんですか、現実にどういうふうにしているか。マー

ガレットで得たデータとかを参考にして、就学指導委員会は参考にされているんですか。そ

れはそれ、俺たちは俺たちの領分だから俺たちの好きなようにやるぜみたいな感じなのか、

ちょっと答えてください。 

○戸村学校教育部次長  今ご指摘のあった件につきましては、通級指導教室に通級する場合

には、就学支援委員会、こういった組織にて検討して通級の可否を決定するものでございま

す。この検討の過程の中で保護者を通じてマーガレット等で指導を受けた、あるいは支援を



－8－ 

受けた記録についても情報共有を図るとともに、個別の支援計画等も引き継ぎながら総合的

に判断をして、通級指導教室の通級の可否を決めております。 

○桑畠健也委員  いやいや、それは通級指導教室、就学後に通級指導教室行くかどうかの判

断をしますが、そうじゃなくて、そもそも１年生に入るときに、いわゆる特別支援学級にな

るのか、特別支援学校になるのか、普通級になるのかという判断をしますよね。何だっけ、

名前ちょっと忘れちゃたな、何だっけ、そういう委員会みたいのがあるでしょう。そこの中

で、例えばマーガレットの指導履歴みたいなものは資料として考慮事項としてやるんですか、

やらないんですか。 

○戸村学校教育部次長  その就学支援委員会の相談の中では、マーガレットの情報も十分活

用させていただいております。また、就学支援委員会の中でマーガレットに情報提供を依頼

することもございます。十分それを検討した上で、特別支援学級的あるいは普通学級に通学、

そういったことを決定をしております。 

○城下師子委員  発達障害のお子さんの支援ということでは、秩父学園との連携もたしかあ

ったと思うんですが、向こうも何かいろいろ組織再編があって、たしか国立障害者リハビリ

テーションセンターのほうですか、そこにその部分が入って、その後、所沢市としてもこど

も支援センターとかいろいろ専門分野が立ち上がってきているんですけれども、今その連携

はどうなっているんでしょうか。それがまたどういう形でこの部分に生かされているのか、

まずお聞きしたいと思います。 

○小川こども福祉課長  秩父学園との連携に関しましては、現状といたしまして松原学園の

職員を秩父学園に派遣する、また、秩父学園のほうから松原学園に職員を派遣していただき

ながら、それぞれ派遣先での業務、またそれぞれの期間が異なる、またお子さんたちの状況

も異なる中で日々業務の習得に励んでいただきまして、その後１年間の派遣後におきまして、

それぞれまた各職場に戻ってそのノウハウを周囲等に伝えて、業務の向上に努めていくとい

うものでございます。 

○城下師子委員  それで、この中にも現状と課題のところには利用者支援専門職員を配置を

しているということで、事業目標のところに事業の相談件数の目標数値があるんですが、31

年度からは900件以上目指していくというふうになっているんですけれども、現状１人当た

りの職員さんの相談件数を教えていただけますか。 

○市來こども支援課長  こちらの利用者件数につきましては、平成29年度末で872件の相談

がございました。利用者支援専門職員につきましては、29年度は３名の保育士職員で対応し

たものでございます。 

○城下師子委員  そうすると、単純に３で割れということですよね。250ぐらいということ

ですよね、年間。 
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○市來こども支援課長  現在こちらの事業につきましては、こども支援課の窓口で保育士が

１名、こども支援センタールピナスにおいて保育士が２名で対応しておりますが、ルピナス

におきましては週６日事業を運営しておりますので、ルピナスにおいて１人の件数につきま

しては多少多いかと思っております。 

○城下師子委員  そうしますと、今後相談件数もふえていくというのは想定されますし、ル

ピナスでの２名の方の職員の対応ということでは、ある意味拡充していくことも必要かと思

うんですが、その部分についてももう検討課題の一つという認識で捉えていらっしゃいます

か。 

○市來こども支援課長  現在、職員体制の拡充というところについては検討はしておりませ

んが、こちらの事業につきましては、27年度職員１名でスタートしました事業でございます

が、28年度２名、29年度３名ということで毎年増員をしまして対応してきたところですが、

現状におきましてはこれ以上人員を増員するということは今のところは考えておりません。

ただ、１人で悩みを抱えて困っていらっしゃるお父様、お母様方に気軽に子育てに関する相

談をしていただいて、不安を取り除いていただいて、楽しく子育てしていただければいいな

と思いまして、保育士が丁寧に相談に対応しているところでございます。 

○城下師子委員  それと、基本方針の２―１―３で地域における子育て支援の充実なんです

が、ファミリーサポート事業ということで、これも31年以降は１万7,000件以上目指すとい

うことになっているんですが、29年度の実績だと１万2,155で、目標値について何か30年度

から集計方法が変更になったというふうに書いているんですけれども、どういう内容で変更

になった結果１万7,000件以上の数値目標になっているのか、お示しいただきたいと思いま

す。 

○市來こども支援課長  こちらのファミリーサポート事業の件数の集計の仕方につきまして

は、平成29年度末ですね、厚生労働省より利用件数の集計方法の統一基準が示されまして件

数がふえると見込んだものです。これまでは送迎と預かりをまとめて１件とカウントしてお

りますが、30年度より１回の援助で送迎と預かり両方行う場合は分けて集計するというふう

に示されましたことから、そちらのほうはふえると見込んだものでございます。 

○大石健一委員長  次のページに移りたいと思います。56ページ、57ページの第２節、子ど

も福祉です。 

○谷口雅典委員  子ども福祉の分野に入ると思うんですが、いわゆる子ども食堂ですね、所

沢では10カ所弱ぐらいあって、ああいったいわゆる大人との斜めの関係性のあるそういった

拠点というのは非常に重要だと思うんですが、このあたりで要するに自分の親じゃない違う

大人とのいろんな接点を通じて、子どもがなかなか厳しい家庭環境の中で違う生き方という

か、違う大人を見ながらそこで健全な成長をしていくというような、そういったいわゆる子
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ども食堂的なところのいわゆる支援というか、そういったところの書きぶりというか、この

あたりの位置づけというのはどういうような形で捉えていますでしょうか。 

○並木こども政策担当参事  冒頭に城下委員さんからご質問のありました子どもの貧困に絡

むことになるんですけれども、子ども食堂の取り組みにつきましては、市といたしましては、

前の節の２―１―３、第１節の子ども支援、そこの中で２―１―３のおける地域における子

育て支援の充実の中のさまざまな地域のつながりや活動を通して子育てを支援する、これが

子ども食堂の活動であるというふうに認識しているところでございます。 

○谷口雅典委員  基本的には市民活動が主体的にやっていただいて、市が直接運営するとい

うところまでは、私なんかは今のところ必要ないと思うんですが、いろんな市民の方がそう

いった非常に重要な活動をしていただく中で市としての側面的なサポート、こういったこと

を何か具体的に方針として持っているのかというのはどうなんでしょうか。 

○並木こども政策担当参事  今ここの先ほど申し上げました２―１―３、地域における子育

て支援ということですので、市が直接にそういうような取り組みのところにかかわるもので

はなくて、そういう地域における取り組みというものを後方支援というような形で応援して

いくというふうにしていくのが市の立場であるというふうに考えております。 

○谷口雅典委員  後方支援というのは、例えばどういった支援を想定されているんでしょう

かね。 

○本田こども未来部長  社会福祉協議会が実際には立ち上げ支援であるとか、そういったも

のを行っていただいておりますけれども、なかなか今まで、先ほど窓口というと福祉部とい

うようなところもございましたが、そういった子どもの関係につきましては、今社会福祉協

議会ともさまざまな情報発信の仕方であるとか、そういったことについては協議をした上で、

市としてできる役割を担っていきたいというふうに考えております。 

○城下師子委員  児童虐待に関する相談・通告に関してなんですが、国のほうも増加する児

童虐待、ネグレクト等の部分について児童福祉士の増員を今後やっていくというような方針

も打ち出しているんですが、まず、児童家庭相談の件数というところで、この基本方針の２

―２―２なんですが900件以上目指すというふうになっているんですが、現状何名の相談員

で、１人当たりの対応件数を示していただきたいんですけれど。 

○市來こども支援課長  相談の件数としましては、29年度844件、前年度28年度が904件とな

っております。 

  ６名の相談員が対応しておりまして、１人当たりが140件となっております。 

○城下師子委員  この数字というのは、あくまでも新規の相談件数ですかね。継続とかも多

分あるんじゃないかと思うんです。そうすると大分件数ふえていっているんじゃないかと思

うんですね。以前、私資料をいただいていた経緯があるので、継続も含めると相当な回数に



－11－ 

なるんじゃないでしょうか。 

○市來こども支援課長  こちらの844件につきましては、新規のみの件数となっております。

継続の件数につきましては、696件となりまして、平成29年度の件数はトータルで1,540件と

なっております。 

○城下師子委員  そうすると、１人当たり相当数の件数をお持ちになっているんじゃないか

なというふうに思うんですが、まず、通報を受けて24時間以内に安否確認という業務もたし

かあったんじゃないかと思うんですけれども、そういう意味では６人での体制が私は不十分、

まだまだ十分ではないんじゃないかなというふうに思っているんですが、今度のこの計画に

際しての人的な確保と関係機関との連携というのは、どういうふうに検討されたんでしょう

か。 

○市來こども支援課長  先ほどの平成29年度が844件というのは新規の件数になりますが、

こちらについては家庭児童相談員６名で対応しているところでございますが、継続の件数が

696件となっておりますが、こちらにつきましては家庭児童相談員のほかにこども相談セン

ターの職員が６名おりますので、継続につきましては相談員と職員ともに12名で対応してい

るところでございますので、現在のところ増員の予定はございません。 

  児童虐待防止につきましては、通告がございましたら24時間以内に目視においての確認を

行いまして対応しているところでございます。 

○城下師子委員  今12名で対応されているということなんですが、訪問調査というのは12名

の職員皆さんでやっていらっしゃるんですか。 

○市來こども支援課長  12名の職員で対応しているところでございます。 

○桑畠健也委員  これも前から議論しているんだけれども、今回も載ってないんでそういう

議論があったかなと思うんですが、本当に子どもを大切にするなら児童相談所を市で設置す

れば一番いいんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱり恵まれた子どもたちだけ

じゃなくて、一番苦しんでいる子どもたちの支援というのが非常に重要になってくると思う

んですが、その辺についてはいろいろご意見もあると思いますから忌憚ないところで、いや

それは県にやってもらってというのもあると思うし、財政的な負担の問題はともあれ、その

辺について議論がなかったか。特に中核市移行をすると、たしかあれ児相が来ることになる

と思いますので、ちょっとその辺についてどういうふうなことで、児相だけもらっても構わ

ないわけですけれども、その辺について議論があったのかということで、いや、それについ

ての影響をどういうふうに捉えていらっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。 

○平田経営企画部長  恐らく中核市に関することにもなりますけれども、確かに児童相談所

の設置というものも、中核市になりますとほとんどのところがそういった形で設置するよう

になると思いますけれども、所沢の場合、現時点では市内ということで隣接しているような
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こともございまして、現在は連携の中で事業が進められているところがございますので、検

討ということの中では児童相談所のことももちろんテーマとしては上がることもございます

が、中核市に関する意向については、現在は積極的に進めるということでは考えてはおりま

せん。 

○桑畠健也委員  平田部長の立場とともに、子ども支援の担当部局、今まさにおっしゃられ

たように、私もとりあえず所沢市内に児相があるので、そういった意味では所沢市内の子ど

もたちにとっては比較的恵まれているといったらあれだけれども、県も昔保健所を狭山市に

移したみたいなそういうことをされた経緯もあるわけですから、どうなんですか、こども福

祉担当としては。いや、あったほうがいいと思っているのか、財政面は別にしても、いや、

今のままで十分なんじゃないのか、その辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○市來こども支援課長  先ほど桑畠議員からもお話しがありましたように、児童相談所が市

内にあることで、当市におきましては常に困難ケースがあった場合には児童相談所と連携を

とりながら同行訪問等をして対応しているところでございますので、今のところ現状のまま

でよろしいかというふうに判断はしているところでございます。 

○赤川洋二委員  同じく児童虐待のところですね。今、起きた場合は、やはりいろいろな事

件も起きておりますし、いろんな機関の連携で対応していくということがわかったんですけ

れども、今回基本方針で一歩進んで児童虐待の未然防止を図るというふうに書かれておりま

す。そういう意味において、なるべく大きな形になる前に未然防止ということで、これ具体

的にどういうことを考えているのか、それについてお聞きします。 

○市來こども支援課長  防止対策としましては、まず早期発見、早期対応ということで、関

係機関と連携しまして見回りを行い、先ほどもお話ししましたように、通告につきましては

24時間以内に目視確認を行っております。それ以外に養育支援訪問事業、こちらはリスクの

高い妊婦や養育の支援が必要な家庭に助産師等が訪問する事業でございます。こういった事

業を実施しております。それ以外に、啓発活動としましてオレンジリボンキャンペーン、こ

ちらは児童虐待防止推進月間というものが11月に設定されておりますが、こちらの期間にパ

ネル展示や啓発物を配りまして、児童虐待を見逃さない地域づくり、何かあったときにはす

ぐに相談していただくように皆さんに周知をしているところでございます。 

○赤川洋二委員  そちら情報だと思うんですよね。大きくなる前に情報をいかに察知するか

ということだと思うんですけれども、やはり先ほどもちょっとありましたけれども、関係機

関の中で、近くには民生委員さんとか身近なところにいらっしゃるという意味において、そ

の辺の情報の中でも、何かうわさみたいな情報があって、私もちょっと経験しましたけれど

も、それをどういう形で受け取るのかとか、その辺についてやはり情報に対する対応ですね、

ここら辺についてどうやっているのか、お聞きします。 
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○市來こども支援課長  確かに民生委員さんですとか地域の住民の方から、近くで子どもの

泣き声がするけれども、どこかわからないがそういった泣き声がするということの通報がご

ざいます。そういった場合には、職員は現地に行って確認をしてきますが、確認した結果、

どの世帯かわからないということも確かにございます。ただ、そういった通報いただいた場

合には、１軒１軒訪問しまして確認して対応しているところでございます。 

○平田経営企画部長  虐待の未然防止ということで全庁的な取り組みとして関連部署という

ことですけれども、もともと母子健康手帳を配付させていただく際に、そこでかなり今は保

健師がじかにいろいろな家庭状況なども調べておりますので、その中でヒアリングをする中

で虐待のリスクの高い家庭環境にある方というのは事前に情報をキャッチするような形で取

り組んでおります。そういったことによりまして、乳幼児健診などの際にそういったリスク

も含めてさまざまな情報共有を関連部署でしておりますし、また、こども支援課におきます

さまざまな通報等の関連性などについても情報共有できるような連携体制を整えているとこ

ろでございます。 

○赤川洋二委員  それで、この２－２－２の基本方針に示されていますが、ひとり親等家庭

の相談に応じるということで、やはり虐待の多いケースというのはやはりひとり親だったり

して、そこに男の人が入ってきたりとか、そういう環境の中で起きるというのは結構多いわ

けで、ひとり親に対する相談という意味において、やはりその相談の中で虐待みたいな、そ

ういうメンタル面のそういう相談も受けることもあるのかどうか、これについてお聞きしま

す。 

○市來こども支援課長  ひとり親の支援につきましては、母子・父子自立支援員を３名配置

しまして相談に応じているところでございますが、確かに今、赤川議員がおっしゃったよう

に、お話しの中で虐待を疑うようなケースがあった場合には、こども相談センターの虐待を

対応する職員とともに対応しまして、状況によっては訪問等も行って支援しているところで

ございます。 

○福原浩昭委員  評価指標の件で確認させていただきたいんですが、まず、このこども支援

センター、発達支援ですね、この利用者の満足度を図るとありますが、この利用者というの

は子どもなのか、もしくはその親御さんなのか、その辺まずお示しください。 

○小川こども福祉課長  こども支援センター発達支援の利用者満足度のアンケート調査の対

象者は、保護者でございます。そこの施設を利用している子どもの保護者ということでござ

います。 

○福原浩昭委員  その前のページに同じように、こども支援センターの子育て支援の部分も

ありますけれども、このアンケートというのは、フォーマットが両方共通のものですか。 

○小川こども福祉課長  それぞれ行っている業務の内容、相談内容が異なりますので、別々
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のアンケート調査でございます。 

○福原浩昭委員  戻りますけれども、この発達支援のほうの関係のアンケートについて、満

足度現状は93％となっております。高いというご評価もあれば、残り７％は何なんだろうと

いう見方もあると思うんですけれども、あえて100％目指すということがあるんであれば、

この７％の部分というのはどういったところが不足されている、もしくはこれからやってい

くべきものなのか、そこをお示しください。 

○小川こども福祉課長  アンケート調査で満足している人以外のお答えとしましては、どち

らとも言えないという方が何名かおりまして、また、未記入の方も何名かおります。ですの

で、こういう状況ですので、発達支援のサービスの内容につきましてより保護者の希望に沿

いながら、例えば通所であれば療育を行っていく、また相談であればより保護者に寄り添っ

た相談を行っていくというようなことで、より満足度を上げていきたいというふうに考えて

おります。 

○福原浩昭委員  先ほど冒頭お聞きした利用者というのは、保護者、親御さんということで

お話しいただきましたけれども、この子どもというのが、桑畠委員からもご指摘があって何

歳までなのかと考えた場合に、一応これは若者というか、学校に入って卒業するまで18歳未

満という認識でよろしいですか、確認させていただきます。 

○小川こども福祉課長  こちらのアンケートの調査対象としましては、こども支援センター、

発達支援の中での通所事業を利用している保護者の方ということですので、お子さんの年齢

としますと２歳半から６歳未満、未就学のお子さんということでございます。 

○福原浩昭委員  逆に未記入とか、なかなか表現が満足がややというイメージのところがあ

るということで残り７％というふうにご認識がありましたけれども、その未記入の方とか、

それからややという方、ある程度は満足されているんじゃないかなというふうに印象を受け

るわけですけれども、とすると、この目標の100％というのは割と達成しやすいというか、

もう既に満足されている方がほとんどなのかなというふうなイメージを感じました。である

ならば、評価指標としてはまた違った視点というか、さらに今のサービス以上のものを、か

なりのことをされていると思うんですけれども、あえて所沢市ならではの子ども福祉に関す

るそういった指標というのを考えるというような、そういった議論はなかったんでしょうか。 

○小川こども福祉課長  委員のおっしゃるとおり、現状の発達支援の業務内容につきまして

見直しする箇所等もございます。３つの大きな事業としまして、通所の事業、相談の事業、

また地域支援の事業というものがそれぞれございます。通所事業につきましては、それぞれ

保護者の希望に寄り添った療育を行っていく、それを目指していくということがございます

し、また、地域支援につきましては、例えば地域にお住いの保護者さんへの発達支援のこと

につきましての接し方等の例えば講習会を今後も多く開いていくというようなこともござい
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ますし、課題としては多くございますが、現状、事業目標としましてこども支援センターの

利用者数ということを掲げておりまして、この事業目標に対する成果といたしましては、こ

ども未来部といたしまして利用者満足度というものを選定したものでございます。 

○福原浩昭委員  かなりいろんなことをされているということは、恐らく所沢市の子ども福

祉に関する取り組みというのは進んでいるなということは評価させていただいておるんです

けれども、繰り返しになりますけれども、せっかくここまで頑張っていらっしゃるというこ

とであれば、このこども支援センターのほうに例えば相談にまだ来られていない方とか、恐

らく34万人都市でいった場合に引きこもりの人数の掌握も含めてですけれども、まだまだ漏

れている方もいっぱいいらっしゃるんじゃないかなというふうに考えられます。そういった

意味では、さらに裾野を広げたような支援体制、こういったものを今後の評価指標の中にま

た考えていくというような考えがあるかどうか、改めてお聞きしたいと思います。 

○小川こども福祉課長  評価指標の設定につきましては、こども支援センター自体が平成29

年度に開設いたしましてようやく１年ちょっとを迎えたということでございます。それぞれ

の事業を行っておりますが、さらなる向上ということを目指してまいりたいとは思っており

ます。今後の例えば利用状況等、また保護者様の意見等を踏まえながら、評価指標を見直す

機会がございましたらその時点でというふうに検討してまいりたいと思っております。 

○桑畠健也委員  多分、福原委員の話もちょっと関連してなんですけれども、今おっしゃっ

ていることを聞いてそうだなと思ったんだけれども、結局今障害児支援で子ども福祉でやっ

ているのは就学前に限定していますよね。何度も言っているとおり、義務教育に入れば障害

児支援というのはあって、特別支援学校に行けば、それはそれなりに支援を受けられるんだ

けれども、例えば何度も言っているとおり、15歳から18歳の谷間の発達障害で、しかも実は

今おっしゃったとおり全く公的な支援に引っかからないというか、引っかかる気がないとい

う人もいるわけですよね。いきなりそういう形で立ちあらわれてきちゃって、そうするとも

う完全にこれ誰も受け皿がないんですよね、地域で。つまり、中学の中でも多少通級なんか

行ったりする、あるいは多少診断を受ける、多少特別な指導を受けるんだけれども、いきな

り中学校卒業して高校入って、高校側が全然発達障害に対して対応する気がないとなると、

全く地域の中にぽこんと発達障害を持った子どもたちが取り残されるということが実はあり

ます。これは意外と深刻で、そのまま大学行っちゃうケースもあって、大学でまた最近は拾

ってくれるというケースもあるんですが、大学になかなか行けないような家庭環境とか知的

レベルの場合というのは、そこで取りこぼされちゃうわけですね。 

  そして、本来は全然対象にしてないんですけれども、そこの15歳から18歳の発達障害の子

どもたちの支援というのは、このマーガレットというのは全く考えてないんですかね。 

○小川こども福祉課長  確かに通所の事業に関しましては未就学児のお子さん以下というこ
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とでございますが、相談の事業といたしましては18歳未満のお子さんを対象としております。

ただ、やはりそういう、例えば引きこもり等、もしくはどこの関係機関にも相談ができない

というお子さんに対しましては、相談支援事業所等もございまして、また市もございますが、

そういう相談の機関がより身近にそれぞれ市民の方々に感じていただくように、例えば情報

の発信を工夫するとかというようなことをしていく必要があるのかなというふうに思ってお

ります。 

○市來こども支援課長  今の15歳から18歳までの引きこもりの方ですとか発達障害に関する

相談につきましては、こども相談センターの児童家庭相談の中でも、親御さんからそういっ

たご相談がございましたたらこども相談センターのほうでもご相談をお受けしまして、必要

に応じて福祉サービスが必要であればこども福祉課につないだり関係機関につなぐ、医療機

関のご紹介ですとか、そういった関係機関につなぐということは、こども相談センターにお

いても行っているところでございます。 

○米澤教育センター所長  本センターも18歳未満というところで相談機関ということになっ

ております。実際に相談件数は小・中学校ほど多くないのですが、高校に入ってから不登校

になってしまった、あるいは悩みが出てしまったという親御さんのほうから相談を受けてお

ります。 

○桑畠健也委員  この２―２―１の中にももうちょっと書きぶりを強調してほしかったなと

思うのは、実は障害児支援の問題というのは障害児を持った親の支援の問題というのが実は

大きくて、一番重篤なケースというのは、親御さんもどちらかというとそういう素因を持っ

ている場合というのは、完全に行政サービスから離脱してしまっていなくなってしまうわけ

ですよ。ある程度親の障害事情の問題もあるし、それから当然親御さんのそういう障害の問

題があって、やっぱりそういう点で言えば、障害者に対する理解促進を図りますと、これは

障害の当事者の親なんですか、それとも広く一般にということなんですかね、これ。私はも

うちょっと強調して、障害児を持つ親の支援というのは、結構その子の療育にとっても非常

に重要で、偏差値の高い子どもなんかは比較的にずっと大学までノースルーで来てしまって、

本来であれば特にソーシャルスキルトレーニングなんかは、やっぱり中学校、小学校ぐらい

でしっかりやっておかないと、いきなり大学生になってソーシャルスキルトレーニングだっ

て、ほとんどそんな実施機関というのは現状においてはほとんど少ないわけですよね。そう

いう意味では、本来であれば障害児の親に対する、特に発達障害の場合は非常に難しいだけ

ではないんでしょうけれども、その辺については、この理解促進ってどういうふうに理解す

ればいいんですか。 

○小川こども福祉課長  障害児に対する理解促進を図るということにつきましては、広く市

民の方々を対象にというふうに考えております。例えば、毎年４月２日が国連のほうで定め
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ております世界自閉症啓発デーということになっておりまして、そこの４月２日から向こう

１週間につきましては、こども未来館におきまして毎年発達障害の啓発事業ということを行

っておりまして、そこでの例えば展示ですとか、また講習会ですとか、また講話があったり、

また、最終的にはライト・イット・アップ・ブルーというものがございまして、より広く発

達障害について市民の皆様に知っていただき、その対応等についてもご理解いただくという

こととしております。また、市民の方々につきましては、発達障害の集いということで保護

者向けに行っている状況でもございます。保護者向けに集いというものを行っている状況で

ございます。 

○本田こども未来部長  補足になりますけれども、現在も十分かどうかという評価はあるか

と思いますけれども、親自身の障害、そうしたところについては福祉部との連携ということ

になりますでしょうし、また、子どもに対する支援という意味では、確かにそこに書き込ん

でございませんけれども、基本計画の中に通常やっている業務をどこまで書き込むかという

ところは確かにあると思います。これまでやってきたことをそれ以上にというような表記と

いうのは確かに必要だったかと思いますけれども、ほかの業務についてもそうですけれども

基本計画の中にどこまで書き込むかということであると、なかなかその通常業務について書

き込めてないという部分はあるかと思います。認識としては、こちらとしては必要というふ

うには考えております。 

○大石健一委員長  第３節、子ども環境につきまして質疑ございますか。 

○城下師子委員  まず、こちらでは評価指標の就学前児童の保育待機児童数ということで、

これは現状で26人で、平成31年は10人、次が５人で、ゼロ、ゼロとなっているんですが、今

年度４月の保育園の申し込み者数と入所決定児数、それから保留児がどれぐらいいたのかを、

まずお聞きしたいと思います。 

○小山保育幼稚園課長  国からの待機児童数の調査に回答した数字で申し上げさせていただ

きます。まず、申し込み児童数が総数5,815人、それから入所児童数が5,580人、入所保留が

216人、待機児童数が19人となっております。 

○城下師子委員  ことしの４月の時点でも既に保留児となっている子どもさんが216人いる

にもかかわらず、待機児童と定義づけられているお子さんは19名ということで、これは国の

待機児童の定義というのが次々変わってきて、なるべく少なく出そうということが背景には

あると思うんですが、実際に潜在的な待機児童、隠れ待機児というのは報道でも７万1,300

人に達しているというような報道もありますので、やはりこの辺の待機児の数の指標のあり

方というのはちょっと違うんじゃないかと思うんですが、これは国の定義に沿った結果、実

際は19人だったけれども26人になったということなんですか。その辺の位置づけですよね。

そこ確認したいと思います。 
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○小山保育幼稚園課長  今回成果指標のほうに掲載しております平成29年度の26人はこれは

29年度の数字でございまして、先ほど申し上げた19人は30年度の数字となっております。そ

れから、待機児童の定義につきましては、平成29年度に定義のほうが見直されておりますけ

れども、国のほうから示された定義に沿った算定方法で算出したものでございます。 

○城下師子委員  そうはいっても、４月に保留児が216人ということで、今後幼児教育の無

償化ということも今出ていますよね。これ６月定例会でも私質問したんですけれども、先行

して無償化をやっている兵庫県明石市では、要するに保育料無償になれば預けたいという方

は大勢いらっしゃるわけで待機児はふえていくというような想定はできるというふうに、こ

れは部長も答弁されていますし、そういう意味ではそういった状況も踏まえて、こういった

子どもさんたちに必要な保育を提供するという視点で、６次の計画にはどういうふうに反映

させようというふうに考えていらっしゃるんですか。実際きちっとした数字というのは余り

見受けられないんですが、そういう動きもあるので、どういうことが議論されて、どういう

方向性を今持っていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。 

○並木こども政策担当参事  今後の待機児童の対策ということにつきましては、既存の幼稚

園などに定員のあきの状況というのがかなり多いような状況でございますので、基本的には

幼稚園などから認定こども園への移行による保育枠の拡大というようなことを考えておりま

す。ただ、今後、所沢市内におきましても大規模な開発などが見込まれておりますので、そ

ういった場合においては新設ということも検討の必要があるというふうなことでは考えてお

るところでございます。 

○城下師子委員  59ページの２―３―２の就学前児童の保育の充実というところで、ここに

認定こども園の移行等で保育の量の拡大に努めますというふうには書いてあるんですが、た

だ、その移行が大体どれぐらいあるのか想定とかされているんですか、拡大の目標みたいな

ものというのはあるんですか。まず、それ確認したいと思います。 

○並木こども政策担当参事  目標数まではちょっとございませんけれども、毎年度、幼稚園

に対してそういう認定こども園の移行などについての移行調査というふうなことを行ってお

り、それによってその整備の数というものを毎年把握しているようなところでございます。 

○城下師子委員  60ページに２―３―２の基本方針のところには就学前の児童の保育施設の

利用者数ということで、ここには数が5,572人、5,900人というふうに入っているんですけれ

ども、そうしますと、31年以降については、単純に計算しても、今30年が5,815人でしたっ

け、さっきの答弁だと、そうですよね。そうすると、実際に100人もふえないわけですよ、

施設利用者数ということでは。だから、そんなに受け入れる保育施設がふえるというふうに

は想定できないんですけれども、実際これだけまだ保留児がいて、なおかつ潜在的な待機児

もいて、幼児教育無償化によって待機児童がさらに増加するというのは、市もそこはもう認



－19－ 

めていらっしゃるわけなので、そういったニーズに見合った施設の提供とか、そういうのを

やっぱりきちんと位置づけていくべきじゃないかと思うんですけれども、その辺はいかがで

すか。 

○並木こども政策担当参事  この事業目標に掲げております数字につきましては、国が作成

を求めております安心・安全プランに基づいてこの数字というものを掲げておるものでござ

いまして、現在そのプランでは平成33年度までのものというふうな数字しかありませんので、

現状この数値で掲載しておるところなんですが、子ども・子育て支援事業計画という個別計

画をことしと来年の２カ年をかけて策定いたしますので、その中でより詳細な数値というも

のは定めていきたいというふうに考えております。 

○城下師子委員  それと、58ページの課題のところ、現状とこれまでの取り組みのところで

も、留守家庭児童を対象とする放課後児童の部分なんですが、課題のところでは、放課後児

童クラブや保育施設における人材確保の支援策の検討が必要ということで書いてあります。

それでちょっとお聞きしたいんですけれども、まず、人材確保の支援策ということでは、こ

の間、例えば放課後クラブで働く職員への処遇改善ということで国の補助メニューを活用し

たらいいんじゃないかとかというようなご提案なんかもあったと思うんですが、そういった

ところも含めての支援策を検討していくという理解でよろしいでしょうか。まず、この点、

確認したいと思います。 

○森田青少年課長  まず、この支援員の確保という部分でございますが、こちらにつきまし

ては基本的には指定管理者がそれぞれの人員確保を行っておりますので、市といたしまして

は、その人材確保におけます支援といたしまして２年ほど前から実施しておりますが、児童

館や児童クラブの職員募集に伴う合同説明会を開催をしたり、市のホームページにそうした

職員を募集している事業者を紹介をしたり、そうした後方支援を市といたしましてもしてい

るところでございます。 

  先ほどの処遇改善のところにつきましては、こちらにつきましては国のメニューでも処遇

改善事業がございますが、こちらにつきましては、所沢市の放課後児童クラブにつきまして

は開所時間の関係がございまして、そうした補助メニューのほうは現在は申請はしておりま

せん。しかしながら、そうした開所時間につきましては、６時半を越えて今使っている、緊

急的に今も各児童クラブで緊急的に延長保育をやっていただいておりますので、そうしたニ

ーズがあるということも十分認識しております。そういう中で各保護者の就労状況なども今

後調査をして、審議会などでも検討してまいりたいと考えております。 

○城下師子委員  今のご答弁ですと、じゃ国のそういった処遇改善の補助メニューについて

も検討していくという理解でよろしいですね。 

○森田青少年課長  こちらにつきましては開所時間との関係がございますので、そうした部
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分、開所時間を踏まえてあわせて検討していくということになろうかと思います。 

○城下師子委員  それと、需要と供給の関係で、59ページの２―３―３、基本方針ですね、

ここの部分についても民設民営の児童クラブの設置や放課後児童対策一体運営事業の推進と

いうことで、中富小の一体化を今後広げていきますということをここに書いてあるんですが、

60ページの基本方針の２―３―３、これ数値です、放課後児童クラブの利用者数ということ

で、まず、ことし４月の時点での希望者数が何人いて、実際に児童クラブに入所決定された

数がどれぐらいで、保留児が何人いたかというのを、まずお聞きしたいと思います。 

○森田青少年課長  平成30年４月１日現在の、まず、登録児童数でございます。こちらにつ

きましては、3,059人でございます。それから保留児童、保留通知を出した方が330人いらっ

しゃいます。そして、その中で待機児童、待機児童というのは保育の必要性が高い方を待機

児童として捉えておりますが、４月１日現在で188人ございました。 

○城下師子委員  以前条例改正して、６年生まで入所できるという改正したじゃないですか。

でも、なかなか現実的には低学年のお子さんをどうしても優先せざるを得ないという状況も

あって、実際のところ、なかなかそういったニーズには対応し切れてないという現実がある

わけなんですよね。でも、この数値目標、利用者数の数値目標を見るだけでも、例えば平成

31年以降は2,458人でずっといくわけなんですよ。大規模化、あるいは子どもたちの安全確

保という視点からも、積極的な受け入れ体制の整備というのは６次の計画の中でこれは具体

化すべきものだと思うんですが、どういう議論の中でこういった数値目標、利用者数の数値

目標になったのか、ご説明いただきたいと思います。 

○森田青少年課長  こちらの数値目標でございますが、こちらにつきましては所沢市子ど

も・子育て支援事業計画におけます放課後児童健全育成事業の目標値でございます。こちら

につきましては登録児童数を目標としておるものではございませんでして、登録児童数のう

ちいわゆる実利用といいまして毎日使うお子さんの実利用数をこちらに示しております。こ

れは国のほうでの同じ解釈を使わせていただいておりますが、こちらの数値目標というのは

１日に利用できるサービス量を示しております。ですので、現在大体73％ぐらい、登録児童

の中の実利用は73％ぐらいと示しておりますので、そうした実利用を掛けた数値となってお

りまして、そちらの策定につきましては、放課後児童対策協議会、こちらの審議会の中で検

討して定められた数字でございます。 

○城下師子委員  先ほど４月の申し込みの数を聞いたら、登録で3,059名というふうにご答

弁あったんですが、そうするとこれに掛ける73％ということになるんですか。実際、今年度

利用している数というのは、どれぐらいになるんですか、そうすると。 

○森田青少年課長  こちらにつきましては、そのとおり、登録児童の中で毎日使うお子さん

と、例えば週に１回しか使わないお子さん、週に２日しか使わないお子さんといらっしゃい
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ます。そうした方たちの登録児童の中で１日に使う人数を実利用として計算しておりますの

で、先ほど委員のお話しがありましたとおり、3,059人の今登録児童がございますが、そち

らに73％を掛けた数字、これが実利用になってまいります。 

  それから、待機児童を含めた見込みで計算いたしますと、現在2,386人の利用見込みが今

年度ございます。 

○城下師子委員  あと一つなんですけれども、やっぱり大規模化の解消というのが大きな課

題だと思うんですね。そういう意味では、施設整備もある意味目標に定めていくということ

では、そういった部分も基本方針の中に位置づけていくべきではなかったかと思うんですが、

その辺はどういった議論があったんでしょうか。 

○森田青少年課長  まず、大規模の解消につきましては、基本方針の中でもお示しはしてお

りますが、放課後児童クラブの施設整備ですとか民設民営の児童クラブの設置、また、児童

館、生活クラブの更新に伴います定員拡大に今現在努めておりまして、そういう中で各児童

クラブの適正規模化をこれから図っていくというものでございまして、こうした方策につき

ましては、先ほど申し上げました放課後児童対策協議会の中でも協議をしておりまして、そ

ういう中で今後大規模な解消に向けて努力してまいりたいと考えております。 

○桑畠健也委員  今回、２―３―３で放課後児童クラブの充実の話なんですが、これ、ほう

かごところって北小にもあるんですけれども、これはこの中には入ってこないんですよね、

一体化事業でもないし、これ、どうなんですかね。 

○森田青少年課長  ほうかごところにつきましては、今国のほうでも放課後子ども総合プラ

ンというものを定めておりまして、こちらにつきましては、いわゆるほうかごところ、いわ

ゆる国のほうでは放課後子供教室と呼んでおりますけれども、この放課後子供教室と児童ク

ラブの連携を図っていくというものを国のほうでも定めておりまして、市といたしましても

放課後子ども健全育成基本方針の中でそうしたものを定めております。北小で行われており

ますほうかごところにつきましても、近隣の放課後児童クラブとの連携を図ってこれから進

めていくものでございます。 

○桑畠健也委員  いや、だから、実はね、本田部長は全部は書かないんだと言ったけれども、

意外とこれ結構、プランにあるからいいと言えばいいんだけれども、教育委員会のところに

は全くほうかごところの記述もないんですよ、見たらね。そうすると、これ見ると一体化事

業の推進とあるんだけれども、結局この放課後対策一体運営事業の推進の中に、いわゆる今

12あるのかな、ほうかごところ的な、ほうかごまつりとかという名称もあったり、それから

清進小にもありますよね、うちの近所だと。これは何ですか、もう何か総合計画にも記述さ

れず消えゆくものなんですが、これどういう扱いなんですか、これ。もし今課長がおっしゃ

ったように、ある程度、放課後児童クラブ、名称ちょっと忘れちゃったけれども、そのもの
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にやっていくんであれば、そこは結構大事なポイントなので、結構不安なんですよ、みんな、

ほうかごところの人たちは。一体これどうなっちゃうんだろうみたいなところもあって、親

たちも。それはそれなりのやっぱり機能も果たしているわけですよね。まさに先ほど来ある

ような、ある種そういう放課後児童クラブのバッファと言ったら失礼だけれども、ある程度、

これがなくなるともっとふえますよ、もしほうかごところがなくなったらというところもあ

ると思うので、これどうなっちゃっているんですか、これ。 

○岩間学校教育部長  今ご指摘のありましたほうかごところにつきましては、現在10校で実

施しておりますけれども、今後もこの10校については継続して実施をしてまいります。なお、

こども未来部とは、この件につきましてはさまざまな連携をしながら進めているところでご

ざいます。 

○桑畠健也委員  でも、課長はさっき、文科省のほうかごところ的なものは全部青少年課に

移管していくみたいな感じの言いっぷりだったんだけれども、ということでいいんですよね。 

○森田青少年課長  こちらの事業につきましては、放課後子供教室、所沢の場合はほうかご

ところでございますが、こちらにつきましては事業の継続は今後とも行っていきます。児童

クラブとの連携を図っていくというものでございます。中富小のように今後、まだまだほう

かごところがない小学校区もございますので、これから立ち上げていく中ではこの一体運営

を目指していくというものが一つの方針でございます。 

○桑畠健也委員  ということは、とにかくほうかごところがない残りの学校については一体

運営型の事業を進めていくという、そういうような理解でいいんでしょうかね。 

○森田青少年課長  その方向で考えております。 

○本田こども未来部長  確かに今後そういった形態になる場合は、こども未来部ということ

になります。やはり放課後子ども広場というのは地域立ということもありますので、地域の

方々のご意見を伺いながら設立していくということになるかと思います。 

○越阪部征衛委員  このほうかごところについて一体型と言っていますけれども、一体にな

る前に、今言った、できてないところがたくさんあるわけです。10の11はほうかごところが

あるかもしれませんけれども、そのほかのところ、学校ではないわけですよね。そして一体

型にしますといっても、その前の前提になるほうかごところがありませんから、それは幾ら

言ってもそういうことになるわけがないわけだと思います。その点、どういうふうに考えて

いらっしゃるのか、お答えください。 

○森田青少年課長  各小学校単位というんでしょうか、各地区でそうしたほうかごところを

立ち上げたいというようなご相談も青少年課のほうで承っている学校もございます。そうし

たところにつきましては、先ほどこども未来部長のほうでもご答弁しましたが、地域立とい

う趣旨に鑑みまして、地域の方たちのそうした立ち上げるという機運の高まりにあわせまし



－23－ 

て、市としてこども未来部といたしましても立ち上げに対して支援をして、そうした方向に

結びつけていきたいと考えております。 

○越阪部征衛委員  現実的には、今言った、ほうかごところをつくろうみたいなことには教

育委員会ではなってない、現実は。そして、今ある10校については、継続して教育委員会の

ほうでやっていきます。でも、新しくつくるほうは青少年課に預けちゃってあるわけです。

このことはちょっと不合理というか、学校との連携といいますけれども、何か腑に落ちない

というか。具体的にほうかごところができるには、余計に大変になっているのではないかと

いうような気がするんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○戸村学校教育部次長  放課後子供教室につきましては現在10校実施しておりますが、これ

については現状維持をしていく、先ほどの部長答弁のとおりでございますが、新設のものに

つきましては、青少年課と連携し、放課後児童一体の運営のほうを目指しております。 

○森田青少年課長  こども未来部としても同様の意見でございます。 

○赤川洋二委員  ちょっと関連で、児童クラブの充実ということで、この今の児童クラブで

すね、大規模化、待機、そして狭隘化ということで課題になっておりまして、これは子ども

を大切にするまちという観点が大事なんですが、やはりなんといっても人口動態というか、

子育て世代の人たちが入間、狭山に逃げていくということで、所沢で育った子どもたちがと

いう意味で私重要だと思っておりまして、今回６次総の前期の６年で、特に児童クラブの待

機が188人ということで、狭隘化あるいは大規模化も含めて、この６次総の６年間でこれに

ついて、今いろんな手は打っているんですけれども、この辺をここまで減らしてくとか、こ

の前期で、これをずっと後期までもっていくと、当然子どもの数が減っていきますので比較

できないと思うんですけれども、その辺の計画ですよね、前期の計画。これについて立てて

いるのか。立てているとしたら、どういう計画なのか、これについてお聞きします。 

○森田青少年課長  今後の整備目標ということかと思われますが、現在の整備目標として各

年度における施設整備というものは作成はしておりませんが、こちらにつきましては、先ほ

ど民設民営、児童クラブの設置等のお話しもございましたが、この民設民営につきましては、

まず市内で狭隘化ですとか大規模化、保留児等が発生している緊急性が高い小学校区を対象

に民設民営の児童クラブを導入をしているという部分がございまして、そうした部分では今

後そうした狭隘化等に対応しながら対応していきたいと考えております。 

  また、施設整備の部分でございますが、こちらにつきましては、やはりそれぞれの施設の

状況を見ながら、優先順位を決めながら今後も取り組んでいきたいと考えておりまして、今

年度は並木児童クラブの老朽化対策も含めまして建てかえのほうと適正規模化ということで

施設整備をやらせていただいておりますが、今後につきましても、そうした緊急性の部分を

踏まえながら総合的に判断しながら整備を進めていきたいと考えております。 
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○赤川洋二委員  さっき待機児ですよね、狭隘化というのはもちろん改装しなくちゃいけな

い緊急な課題でございますが、その辺の例えば前期の６年において１桁に、保留の話になる

とちょっと、待機に関していきますと、これ１桁にするとか、何らかの目標みたいのを立て

るとか、そういうことはやってないんでしょうかね。それとも、今とりあえず建てていって、

減ればいいかと、そんな感じですか。 

○森田青少年課長  施設整備につきましては、今現在、所沢市子ども・子育て支援事業計画

の中で放課後児童健全育成事業の目標値を定めておりまして、今回はその現状の数値を使わ

せていただいております。今後、第２期の子ども・子育て支援事業計画をこの２年かけまし

て策定してまいりますので、その中でニーズ調査等も踏まえながら策定をしていく中で今後

の見込み量をその中で定めて、それに向かっていろいろな定員確保の方策を実施していきた

いと考えております。 

○赤川洋二委員  目標数字ですね、数字ですよ、目標数値を設定するということでいいです

か。 

○森田青少年課長  子ども・子育て支援事業計画の中で今後示されていくものでございます。 

○赤川洋二委員  それ、どうなんですかね、部長、そういうものですかね。その中で定める

のか、市として定めるのか、その辺どうですかね。 

  それで、ちょっとあと関連で、目標が事業目標なんですよね。これで、今回２―３―３の

60ページの放課後児童クラブの利用者数を目標数値にしているんですよ。今重要なのは、充

実という意味において今現在の待機とか狭隘とか大規模とか、これに対して対応していくの

が今大事だと思いましてね、これだと数をふやすと、数がふえたって対応できないわけであ

りまして、本来であれば、この目標について、これについては、例えば先ほど就学前に関し

ては待機児の人数をやっているわけじゃないですか。そしたら、ここもやはり具体的に待機

児の数とか保留児の数とか、そういうものを目標数値にするべきじゃないかなと思うんです

けれども、これについてどういう議論があったのか、お聞きします。 

○森田青少年課長  こちらにつきましては、こちらの事業目標でございますが、利用者数で

ございますが、こちら目標といたしましては、その必要なサービス量といたしましてこちら

に定めておりまして、この必要なサービス量というのは１日に利用できる人数というものを

こちらでお示しをして、これに向けて、その利用人数に向けて施設のサービス量を確保して

いくというのが大きな目標でございます。こちらにつきましては、そのサービス量につきま

しては、先ほど放課後児童対策協議会等でも協議をした形で定めております。 

○赤川洋二委員  そうじゃなくて、利用者数をふやすのであれば、ふえればやはり先ほど言

った定員もそうです、努力はしていますよね、いろいろ児童館の、生活クラブの定員をふや

したりとか、新設のものとかね。ただ、やはり具体的な成果を上げていくためには目標数値
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を示して、数を多くすればいいとなると、当然逆に狭隘化を招くんじゃないですかね、そう

いうこと考えるとね。いや、数をふやす。ただ、対応できてないと。器は対応できてないけ

れども、どんどん入れればいいみたいなね。そういう考えになりますので、この目標設定よ

りは、私が先ほど提案した目標設定のほうが成果指標としていいのかなと思うんですけれど

も、これについては、部長どうですか。 

○本田こども未来部長  少々わかりにくいんですけれども、そもそも子ども・子育て支援事

業計画というのは、目指すべき施設の整備の規模を目標としています。それは、当初、アン

ケート調査とかさまざまなニーズ調査をしまして、何年後かにこれだけの利用の見込みがあ

るだろうということを目標としているものですから、どうしてもわかりにくいんですが、こ

の目標値が達成されるということが、すなわちこれ予想値ということも含まれておりますの

で、すなわち待機児を減らしていくということで考えておりますので、なかなかちょっと利

用者をふやしていくことが目標なのかというふうに思われがちですが、そうではなくて利用

者、想定される将来の利用枠を想定した上で、そこを目指して確保をしていこうというよう

な目標値でございます。 

○赤川洋二委員  それは、担当の方はわかると思うんですけれども、大事なのは目標数値示

しているのは、大切なのは市民に対してそれをわかりやすくするというのが最も大切であり

まして、これは経営企画課のほうとも議論してまいりましたけれども、そういうわかりやす

い数値にしましょうということで、市民が見て、市民にとっては何が大事かというと、子ど

もを生んだけれども預ける場所がない、そして小学校に上がったけれども、また預ける場所

がない、それをどうしてくれるのというニーズですから、指標としてはそういうものが望ま

しいというふうに私は思うんですけれども、これ、平田部長、どうですかね。 

○平田経営企画部長  ただいまいろいろと質疑応答を聞いておりまして、いろいろ議論ある

かと思いますけれども、所管といたしましてはこちらの利用数ということで説明があったと

おり進めていきたいというふうに考えたものでございますので、よろしくお願いいたします。 

○越阪部征衛委員  じゃ、最後、部長に、その辺のところ、目標成果指数も先ほど計画の中

で示していくということだったので早く示していただきたいと思いますが、お考えをお聞き

します。 

○本田こども未来部長  今期の６次の計画の目標は目標として、現子ども・子育て支援事業

計画との整合性というのもありますので、若干将来的に見えにくいところもあるかと思いま

すけれども、こうしたものについては今後実施計画あるいは今後来年度以降２年間で策定す

る子ども・子育て事業計画の中で、また適正な数値については積算してまいりたいと考えて

おります。 

休  憩（午前１０時４６分） 
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再  開（午前１１時０分） 

○城下師子委員  先ほど放課後児童クラブのところで、私、４月の申し込み数をお聞きした

んですけれども、その部分答弁漏れがありましたので、ご答弁をお願いします。 

○森田青少年課長  平成30年４月１日現在の申し込み者数は、3,389人でございます。 

○大石健一委員長  第４節、青少年健全育成について質疑をお願いします。 

○城下師子委員  先ほど来、子どもの定義ということでは、今回の６次総については18歳ま

でというようなご答弁があったと思うんですけれども、まず、今回のこの計画の中で15歳か

ら18歳までの居場所の確保という視点ではどういう議論があったのか。その結果、どういう

ところにこうした15歳から18歳の若者の支援というのが盛り込まれているのか、ご説明いた

だきたいと思います。 

○森田青少年課長  児童館につきましては、これは児童福祉法に基づきます児童厚生施設と

申しまして、18歳未満のお子さんを対象とした施設でございます。したがいまして、15歳か

ら18歳のいわゆる高校生に当たる学年のお子さんたちもご利用できる施設でございまして、

今各児童館におきましても、そうした中高生の利用を促進するためにさまざまな事業を行っ

ておりまして、中には中高生タイムですとか、そうしたものを設けながら中高生の利用増進

を図っているところでございます。 

○城下師子委員  実際はなかなかこの年齢、15歳から18歳の方たちが児童館を利用するとい

うのは結構大変、行ってもおもしろくないとか、余り利用しないようなお話しを聞いている

んですが、具体的にそういった部分というのは、ニーズ把握なんかされたんですか。多分し

てないんじゃないかと思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。 

○森田青少年課長  市としてのニーズ把握ということではないんですけれども、こちらにつ

きましては今現在指定管理で市内の児童館を運営しておりまして、指定管理者におきまして

は、中高生の利用増進ということで努めておりまして、その中でいわゆる中高生が利用しや

すい、どうしたら利用しやすくなるのかということでさまざま検討しておりまして、そうし

た夕方の時間帯であったりとか、そうした部分を中高生からご意見聞きながら事業展開をし

ている状況でございます。 

○城下師子委員  今指定管理のほうで声を聞きながら対応しているということですが、どう

いった声の把握をしているんでしょうか、手法ですよね。どこでそういう調査されているん

でしょうか。 

○森田青少年課長  児童館におきましては利用者アンケートをとっておりますので、そうい

う中での部分と、あと、実際に児童館を小学生のときに利用していた方が中学校以降に利用

する際に、どうしたらもう少し利用しやすくなるのかということで意見を聞きながら事業展

開しているということも聞いております。 
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○桑畠健也委員  青少年というのは、これは児童福祉法に定める18歳未満ということでよろ

しいんですか。どこからどこまでですか、青少年というのは定義としては。 

○森田青少年課長  こちら、青少年といういわゆる定義づけという部分では、それぞれいろ

いろな法律がございまして、その中で、法律の中で定められている部分もございますが、青

少年、こちらにつきましては、児童福祉法ではいわゆる少年という部分で18歳に達するまで

の者というような表記がございまして、広い意味では18歳未満という捉え方が一般的なのか

なと考えております。 

○桑畠健也委員  私のふだんの感覚からすると、農協の青年部というともっと上ですから、

少年だったら今度少年少女と言わなければいけないし、青少年というのは18歳までなんです

かね。これ、一体。それはなぜかというと、逆に実体論からいくと、例えば児童館ってあり

ますよね。児童館って、利用制限は何歳までなんですか。 

○森田青少年課長  児童館につきましては、児童厚生施設ということで18歳未満がご利用で

きる施設になります。 

○桑畠健也委員  現状においては、児童館は基本的には、18歳以上の人は、付き添いは別で

しょうけれども、利用の対象ではない。逆に言うと、利用が排除できるということでよろし

いんですよね。 

○森田青少年課長  そのとおりでございまして、児童館につきましては、18歳未満の方がご

利用できる。また、先ほども付き添いの方とかありましたが、そうした乳幼児の方の保護者

ですとか、そうした方も利用の範囲には含まれてございます。 

○桑畠健也委員  ずっと議論してきたように、城下委員からもご指摘ありましたけれども、

やっぱり15歳から18歳の対象の方々の居場所というものが、大体どこにいるかというと、ぶ

らぶらしているのはスーパーのイートインコーナーみたいなところ行くと結構いますね、児

童館になっているわけですよ。それで、おっしゃるとおり全然なくて。 

  それで、何かアンケートをとったということなんですけれども、先日、武蔵野市の児童館、

見たことありますか、これすごくよくできていて、結局そこは地下に子どものスペースがあ

って、やっぱりもうちょっと、ここには全然書いてないんだけれども、児童館の中でやっぱ

り児童館の空き時間を利用して青少年ということではなくて、やっぱりある程度、青少年の

健全育成ということで、本当は学校統廃合してあけた学校でもいいのかもしれないんだけれ

ども、ある程度、ある種15歳、18歳ぐらいのヤングアダルトという分類になるのかな、そう

いう人たちを対象にしたちょっと施設みたいなものがあって、そこはもう大人は全く入れな

いというか、大人は入っちゃいけないんですよね、あるエリアからは。そういうような少し

取り組みをしていかないと、三つ葉の提言と言うんだけれども、やっぱりこの青少年健全育

成のパラダイムというのは、昔いわゆる学校が荒れたときとか、そういう何か昔の僕らの若
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いころの健全育成のイメージからやっぱり抜け出ていなくて、もう子どもが泥んこ遊びしな

くなった時代ですからね、ちょっと全くパラダイム的に何かずれている感じがするんですよ

ね。 

  児童館の余力でやりますみたいなことをずっと前から言っているんだけれども、もうちょ

っとここの部分は本腰を入れてやっていく必要があるんだけれども、何か余力でやってます

的なニュアンスしか読み取れないし、すごくずれてますよね。私の知り合いもやっているか

ら余り言っちゃ怒られるんだけれども、所沢こどもルネサンスって、本当に青少年健全育成

で指標で出ているけれども、これはこれですばらしい事業なんだけれども、これって青少年

健全育成とどういう関係があるんですかね。 

○稲田社会教育課長  前回の第５次の所沢市総合計画では、こちらのほうは第４章第４節の

社会教育の部分、家庭教育、学校との連携の部分で扱ってきたところなんですが、社会教育

課の扱う事業の中で青少年教育の部分が、第６次総合計画のほうから市長部局のほうの青少

年のほうの一体化というふうな形で、今回におきましては２―４―３の部分については社会

教育課が行ってきたこれまでの青少年教育、それから体験活動の充実というふうな形になっ

ておりまして、その指標として所沢こどもルネサンスが掲げられております。 

○桑畠健也委員  そういうことだと思うので、市長部局に移ったということで。ただ、全体

のくくりとして、こどもルネサンスが青少年の健全育成なのかなというのは、ちょっと違和

感を感じざるを得ないんですよね。健全育成ってそもそも何だ、これ多分、健全という言葉

は不健全じゃないようにしようということだと思うんです。簡単に言えば不良行為ですよね。

タバコ吸って、暴走族になって、バイク乗り回したりみたいなイメージなんだけれども、現

実に今青少年の不健全な状態というのは、そういうようなよくも悪くも多分子ども時代に泥

んこで遊び回った人たちとは違って、ネットとかゲームとか、それから薬物とか、自傷行為

とか、若干性質を異にしているので、郷土かるたをやったからそれが解消するとも思えない

んですよね。何かパラダイムとして、ちょっとここはもうどういう議論、このまま何か無理

無理入れてますよね、こどもルネサンスとかかるた大会とか。健全育成って何ですか、健全

育成って、何をどういうふうに健全にしたいんですか。健幸長寿ならまだわかる。健全って、

これはもう課長に聞きません、部長、健全育成って、何を健全にするんですか。 

○本田こども未来部長  確かに健全育成という用語から想像すると、少し時代の変化という

のはあるかと思っております。ただ、まだ反対に、青少年の自主的な活動が健全なのか不健

全なのかということとともに、子どもたちを取り巻く環境として適切なのかどうかというよ

うな課題もまだまだあると思っておりますので、将来的にはもう少し適切な言葉というのは

見ていく必要はあるかと思っておりますが、まだまだそうした大人のほうの周りの気遣いと

いうものも必要ということから、まだこの健全育成というのは今回残しているところでござ
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います。 

○美甘教育総務部長  先ほど所沢こどもルネサンスの事業参加率が指標に入っているという

ことで、実行委員会組織によりまして市民の皆様にも協力いただいてさまざまなイベント等

を実施しているところでございます。また、自然体験事業などといたしましてはサマースク

ールですとか、そういった活動を通して子どもたちが成長していく過程において健全育成が

進められていくという願いを込めている部分もございますし、そういった意味で、ちょっと

指標として今回新しく入っておりますけれども、こういった地域の皆さんの協力をもってや

っているという事業をもって健全育成が進められていけば、それも本望ではないかというふ

うに考えております。 

○桑畠健也委員  あと、青少年育成所沢市民会議ということでこの団体があって、この郷土

かるたというのをやっていらっしゃいますよね。 

  だから何を言いたいかというと、ある程度ソフト事業的にいろんなものを展開されている

し、基本的に箱物つくれということなんだけれども、やっぱりある程度拠点的なものがない

となかなか難しいんじゃないかなと。担当部門として、やっぱりそろそろ少しそういった、

昔から議論があって、やりますと言っていたんです、仲部長のときもね、やるんですよと言

って。でもさっぱりやってくれなくて、今回もやってくれる気配がないんだけれども、そろ

そろちょっと少し15歳から18歳ぐらいのちょっとその辺、15歳と言わず、中学生なんかでも

部活やってない子なんかは、やっぱり意外と居場所ないんですよ。だからヤオコーとかマミ

ーマートとか、それからベルクとかの、私もスーパーよく行くんだけれども、そこでやっぱ

りたまっているわけですよ、子どもたちが、中学生なんかもゲームやっているわけですよ。

あと、みどり児童館もそうで、結局みどり児童館と公民館の間のスペースにみんな子どもが

集まって、勉強しているときもあるけれども、みんな、あそこ電源とれるからゲームやって

いるわけですよ。 

  だから、もうそろそろ、少しモデルケースでもいいから、ちょっとそういうものに対して、

おかげさまでいい意味で就学前もそうだし学校教育もそうだし、随分整ってきてすばらしい

状況にあって、やっぱりそこら辺が今一番抜けているスポットで課題があるんじゃないかな

と思うんで、その辺は議論がなかったかということと、多分この書きっぷりだとあんまりそ

ういうのが感じ取れないんですけれども、どういうふうに認識されているんですか、その辺

については。問題はないですよというならいいけれども、どういう認識されていますかね。

ちょっと事業との整合性が見えてこない。 

○本田こども未来部長  確かにそういったものはこの行間から読み取れないというのは十分

承知しております。先ほど来、青少年課長のほうからも児童館もその居場所の一つというふ

うなご説明をさせていただいておりますけれども、なかなかそれだけで足りないということ
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も認識はしております。どういった形でやっていったらいいかというのは、例えばですけれ

ども、つい最近ですが、こどもと福祉の未来館、これは開設当時からですが交流広場、あそ

こには当初はどちらかというと高齢の方と親子が交流するようなスペースを想定しておりま

したけれども、実際には小学生から中学生といったようなお子さんたちも来ていることが多

く、その経緯も踏まえて学習室というようなものも福祉部のほうで今やっておりますので、

そういった施設の、おっしゃるように反対に余力の部分を今後どんなふうに使えるかという

のは一つの課題であるとは考えておりますので、リーディングの中にも書いてないと言われ

るかもしれませんが、リーディングプロジェクトについては、そういったその時々の課題と

いうのを共有する場でもありますので、そういった話題についても議論してまいりたいと思

います。 

○桑畠健也委員  ちょっとしつこいんだけれども、今すばらしい取り組みをされているとい

うことで、実際私もこどもと福祉の未来館、毎日歩いていって通って利用状況見ているんだ

けれども、なかなか団体が、よい意味だと思うんですけれども広範囲に借りていないんで、

大体夜あいてますよね、夕方。あそこはちょうど子どもたちの、学校行っている子なんかの

放課後、高校生なんかも集まってやれるということの一つの方策としては悪くないと思うの

で、それは今そういうお話しがあるのでぜひとも、読み取れないんですけれども、そのこと

も含めて方向性としてはある程度いくという理解でよろしいですか。 

○本田こども未来部長  できることからということになるかと思いますが、そうした施設の

活用等も踏まえて考えてまいりたいと考えております。 

○赤川洋二委員  私、三つ葉の提言のことについてちょっとお聞きしたいと思うんですが、

これ５次総でも出てきており、結構もう十二、三年前ですかね。中身は立派、すばらしいこ

とが書かれておりまして、今まで学校あるいは市内において、これについてはどういう形で

紹介されてきたのかなということと、あと、今は三つ葉の提言の市民の会というのがあると

思うんですよね。まだ会員募集していると思うんですけれども、今、会長は誰がやっている

のかというのと、あと会員は何人ぐらいに今なっているのか。ずっと５次総からやってきて

いまして、通算しますとも十二、三年やってきているわけですから、どういう状況なのか、

お聞きしたいと思います。 

○森田青少年課長  この三つ葉の提言でございますが、こちらにつきましては青少年問題協

議会が掲げております青少年の健やかに育むための提言でございまして、まずは、その普及

状況でございますが、こちらにつきましては市内のまちづくりセンターですとか市内の行政

機関に冊子の配架を行うほか、あと、青少年の非行防止ですとか健全育成という街頭キャン

ペーンを毎年行っておりまして、そうした中で概要版をお配りするところです。そうしたこ

とによって普及のほうを進めておりまして、また、先ほど議員のほうのご紹介がありました
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「三つ葉の提言」を進める市民の会という会がございまして、こちらの会の方が児童館を訪

問して、乳幼児のお母さんたちにこういった三つ葉の提言の内容をお伝えして子育ての参考

にしていただいているという現状がございます。「三つ葉の提言」を進める市民の会の現在

の会長は松澤さんという方が行っております。それからあと、会員数ということでございま

すが、ちょっと今資料がないんですが、10名弱という状況でございます。 

○赤川洋二委員  要はこれ配布の数を目標にしているんですけれども、中味は結構すばらし

いことが書かれているので、中身をやっぱり皆さんに理解していただくと、ただまくだけじ

ゃなくてね。その辺の工夫がやっぱり手法として、数だけじゃなくて。ただ数をまいても、

もらった方も結構いろんなことが書かれていますので、読まれる方もなかなか普通の方は読

まない方も多いかなと思って、実際に知っている方も少ないかなと思って、その辺のもうち

ょっと活用をもう少し今後、当然まく数を使用するのはいいんでしょうけれども、その辺の

活用をもう少し力を入れたほうがいいと思うんですけれども、これについてご意見をお聞き

します。 

○森田青少年課長  確かにこれは配布をするだけではなく、やはり内容を十分知っていただ

いて、そうしたものを市民活動に生かしていただくというのがこちらとしても本旨でござい

まして、そういう意味では配布枚数を指標にはしておりますが、これを一つは多くの方に知

っていただくということがまず１点ございます。そうしたことで、配布枚数を指標とさせて

いただいたものになっております。 

  そのほか、例えばでございますが、出前講座などのメニューにも健全な青少年育成を目指

してというような項目がございまして、そうした中で出前講座などでも市民のほうからそう

したご要望があれば私たちのほうも行って、そうした普及に努めてまいりたいと考えており

ます。 

  また、昨年からなんですが、概要版につきましてはＱＲコードを入れさせていただきまし

て、市のホームページのほうにも掲載しておりますので、市のホームページのほうもそこで

閲覧ができるようなちょっと工夫のほうはさせていただいている状況でございます。 

○大石健一委員長  第５節、学校教育に対する質疑をお願いいたします。 

○谷口雅典委員  まず確認なんですが、65ページの２―５―５の学校環境整備の推進という

ところの文言で、３月の素案のときの記載は、トイレ改修や、その次校舎内木質が来て空調

設備の整備というような順番だったんですけれども、今回の議案は、空調設備の整備が２番

目に来て校舎内木質化ですね、内装木質化が３番目に順番が変わっているんです。これ何か

意図があるというか、何か意思があるんでしょうか。そこだけ、まず一旦確認させてくださ

い。 

○森田教育施設課長  ３月時点と順番が変わっている状況はありますが、ここには特段ござ
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いません。 

○谷口雅典委員  それで、空調設備の整備ということで課題にも暑さ対策と書いているんで

すけれども、できるだけいい方法というか、費用負担もできるだけ抑えながらしっかり暑さ

対策はしないといけないというレベルになってきているんで、そこでいろいろいい方法がな

かなかない場合、それなりのかなりコストが暑さ対策でかかる見込みがあるんで、いわゆる

校舎内の木質化というのは、これは確かに健康面云々と言われているけれども、いわゆる教

室の暑さのああいった命にかかわるレベルとはまた少し違った優先順位があるんで、例えば

前期のこの基本計画では校舎内装木質化というのはその後というか、前期にあえて書かなく

て、まずは暑さ対策でというような形で後回しというか少し先送りしてもいいんじゃないか

というような考えもあるんですが、このあたりの議論というのはどうだったんでしょうか。 

○森田教育施設課長  木質化と空調の順番というところの議論についてなんですが、木質化

のほうは前からも説明しているとおり国の方針、あとは市の方針等もあります。それにのっ

とって今後順次進めてはいきたいと思っております。そうですが、お金の関係とかほかの事

業との順番というのも当然あると思いますので、そこを含めて、今回前期にも載せておりま

すが、今後やっていきたいので前期にも載せておりますということで考えております。 

○谷口雅典委員  前期にそのまま記載するということは、これは課題のところに学校施設の、

64ページですね、学校施設の老朽化対策ということで、これは老朽化対策のところにかけて、

いわゆる財政状況を勘案しながらというような書きぶりなんですが、校舎内装の木質化も、

要するに財政的にはまあまあ余り財政状況気にしなくても前期計画に盛り込んでもいいんじ

ゃないかと、こういう考え方になるんでしょうか。 

○美甘教育総務部長  ただいま課長のほうからも説明がありましたけれども、木質化につき

ましては、いわゆる校舎の環境整備だけの問題ではなくていわゆる環境面での温暖化対策、

そういったことで木材を活用することによってＣＯ２の削減、また、ことしの猛暑につきま

しても、やはりそういうことも関連しているという状況がございます。特に教育現場でこう

いった木質化を進めていくということで掲載させていただきましたけれども、こちらにつき

ましては持続可能な社会を維持していくためにも、いわゆる子どもたちへの環境教育の重要

性というのはございます。そうしたことから計画の中には盛り込んでおります。ただ、しか

しながら他の事業との優先順位、そういったものについては十分配慮しまして、いわゆる適

切な範囲で木質化を進めていくということでございます。 

  また、市全般で考えましても、例えば事業をやる場合には木材を活用して地元の大工の仕

事をふやしたり、そういったところにも反映されておりますので、大きなイメージで捉える

んではなくて、そういった総括的な考え方でご理解いただけるとよろしいかというふうに思

っております。 
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○城下師子委員  まず、空調設備の整備についてなんですが、今年度新年度予算を審議する

際にあれだけ市長が拒否していたエアコンの調査費がついたということでは、いろいろ住民

の運動、議会の取り組みもあってそういうふうに前進はしてきたと思うんですが、そういう

意味では空調設備のそれこそエアコンですよね、普通教室に、エアコン設置というのを、私

はやっぱり基本方針の中にもしっかりと目標、それこそ来年あたりにでも早く入れるべきと

いうふうに思っていますけれども、やっぱりそういったところも前面に出すような内容にし

ていくべきではなかったのかなというところはすごく感じているんですが、その辺はどうい

うような状況で、２―５―５にはこういうふうに文言は入っていますけれども、具体的ない

つからということがはっきりと示されてなかったということが、なぜそうなったのかという

のが１つですね。 

  それから、校舎の木質化については、８月31日に５次総の総括をしたわけですよ。そのと

きは経営企画部の方のみの出席だったので、教育委員会としてこの５次総で取り組んだ木質

化の総括をどういうふうにされたのか。当時、実施して、後の効果を見て今後考えていきた

いというふうにご説明あったと思うので、今度の６次の前期計画にこういうふうに位置づけ

てきたというのは、どういう総括をして、どういう効果があったからこうなっているのかと

いうのも含めてお示しいただきたいと思います。 

○森田教育施設課長  ５次総の総括という、木質化についてということになると思いますが、

検証してということで予算特別委員会でもお答えしている中で、今後、今平成29年度は３、

４階工事が終わりました。ことしは１、２階の工事が終わったということで、ここの部分か

ら数値的なものに関しては１年ぐらい四季を見て数字を見て、来年の秋ぐらいにはその数値

で何らかお答えできるかなとは思っております。そこを目標に今頑張っております。それで、

後は、ことし終わったので、アンケートなんかもこれからまた再度とって学校のほうに聞い

てみたいと思っていますので、来年の秋以降に総括して、何らか木質化については検討させ

ていただきたいと思っております。その中で時系列なんかでやっているものではないので、

数値的なものがどういうものになるのかというのは、今現状ではちょっとお答えできない状

況ではございます。 

○美甘教育総務部長  ちょっと今の課長の答弁に補足させていただきたいんですけれども、

29年度の当初予算の審議におきましても議会のほうから付帯決議も出されているような状況

もございます。それに当たりましても、例えば補助金につきましても木質化のほうを前倒し

でいただくようなことで対応いたしました。また、保護者へのアンケート、それから教師、

生徒含めたアンケートを実施しまして、当然やったことですから悪い結果が出るということ

はないかもしれませんけれども、おおむね良好な意見をいただきまして、環境的にはかなり

向上したということは認識しているところでございます。 
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  また、優先順位につきましても付帯決議でいただいておりますけれども、その辺について

は十分考慮して、エアコン設置との関係もありますし、そういったことも考慮して進めてい

くということで対応をしているところでございます。 

○森田教育施設課長  空調設備、エアコンについて、今回の６次のほうに暑さ対策、空調設

備の整備についても検討が必要ですというふうな形で書かせていただいております。実際問

題いつまでというところは、今委託の事業を進めている中で中間報告をなるべく早く出す中

でそういうものも検討されて報告できるという形になると思いますので、もうしばらくお待

ち願いたいと思っています。 

○城下師子委員  先日の議場で、市長は2020年度までには入れたいというふうな説明があっ

たんですけれども、その2020年度ということで今教育委員会としてはもう準備を始めている

んですか。そういう議論がもう既にあるというわけですか。もしあれば、その内容もちょっ

とお示しいただきたいと思います。 

○美甘教育総務部長  2020年度目途に遅くともというふうに市長が発言したことにつきまし

ては、市長のお考えであるというふうに捉えております。教育委員会といたしましては、先

ほど来、エアコンの設置につきましては早くというご意見ございますけれども、ことしの猛

暑を受けまして、いわゆる中間報告を出して、とにかく早急に進めていきたいという覚悟で

おります。その点、例えば所沢市の場合には設置率が他の自治体に比べて低いという状況が

ございます。他市の状況を見ても、そういった低い自治体がこれからエアコンを設置してい

くというふうに公表していますけれども、やはり３年とかある程度そういう年数でお願いし

ているような部分もございます。今さまざまな角度から検討しながら所沢市にふさわしい空

調整備を考えていますけれども、そういった中でも最大限にとにかく子どもたちの健康保持、

それから教職員の環境、そういったことも視野に入れて、教育委員会としてはでき得る限り

早くこれを進めたいという思いでございます。 

○荒川 広委員  このエアコンのことなんですけれども、教育長さんともお話ししたことが

あるんですが、やはりこれはことしのような夏を迎えさせるわけにはいかないというそうい

うやっぱり思いも私どもあるんですよね。それで、教育長さんも言っていましたけれども、

これは全市的な問題だと言うんですよ。単なる教育分野の環境整備でやる話じゃなくて全市

的な問題だというふうに言っていましたので、まさにそのとおりだなと思いますよ。これだ

けもう市長も公言しているわけですから、これは本当にむしろリーディングプロジェクトの

ほうに持ってきてもらいたかったですね、子どもの命を大切にするという意味では、こうい

う分野じゃなくてね。そのような思いを持っているんですけれども、先ほどの部長の答弁を

聞いて、市長のあの発言とはまた別な視点で考えているということを聞いたので安心してい

ますけれども、よろしいですか、安心していて。 
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○美甘教育総務部長  別の考えでということではないですし、ご指摘いただいたとおり全庁

的に考えていく課題だというふうにも教育委員会としても思っております。 

  したがいまして、この事業を進めるに当たっては、例えば財務の観点、それから総合的な

経営的な面ですね、そういった観点、それから所沢市にふさわしい、従来から申し上げてい

るように環境にも優しい、子どもたちのいわゆる持続可能な環境教育、そういったものにつ

ながるようなやはり機種なり整備を進めていかなければいけないというふうに思っておりま

すので、これは何らかの形でそういった例えばプロジェクト的なものをつくって、できるだ

け早く協力して全庁的にできるような対応に取り組むとか、そういうようなことも必要なん

ではないかなというふうに今考えています。とにかく、これからスタートしますので、議員

の皆さんもどうか支えていただくような対応をお願いしたいと思います。 

○赤川洋二委員  今の教育総務部長の発言は結構重要な発言でして、市長が本会議場で遅く

とも2020年度までに設置するという発言しましたね。ということは2020年、そして2019年と

２年間ですからね。となると、はっきり言うと中間報告、今調査して、待っている時間は実

はないわけです。中間報告というのは、あくまでもどういうものがふさわしいかと、手法と

かいろんな設計上の地図とか、まちのやり方に合ったような手法とか、そういうような手法

とか、それを決める話であって、期間が決まったということは、設計期間を１年とした場合

に、これを１年でやるということが決まったということで、市長はそれを発表したわけです

から、当然、教育委員会、予算執行権、そして執行権を持っている教育委員会に対して編成

権を持っている市長に、言ったことにやっぱり責任とる必要あると思いますね、教育委員会。 

  聞きたいんですけれども、市長の発言でいきますと２年間でやるということですけれども、

そうするとプロセス的にやっぱりどう考えたって、この一日、一日が重要になってくるなと

思っているんですけれども、教育委員会として担当課として2020年度までに設置するという

ことですよ、完了するということですよ、どういうプロセスが考えられるんでしょうかね、

工程というか、それについてお聞きします。 

○森田教育施設課長  プロセスということでございますが、今委託の中で整理しているとい

うお話しを先ほどさせていただいたんですけれども、その辺のところも中間報告でまとめて

出していくという形にはなると思います。いろいろな手法がある、工事でやるのか、リース

なのか、ＰＦＩなのかといういろいろなやり方は検討していかなくちゃいけないと思います

けれども、最大限部長が述べましたとおり、子どもたちを考えて最大限早くできることを考

えていきたいと、今はそういうふうに考えているところでございます。 

○美甘教育総務部長  補足しますと、空調整備に関しましても、今国がいわゆる補助金の予

算をこの臨時国会で増額して、各自治体、やはり全国的にも空調整備がついてない自治体た

くさんありますから、そういったところでは補助金の予算もふえてくるというのがございま
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すけれども、例えばその補助金につきましても工法によってもらえたりもらえなかったりと

いうようなこともございます。ですから、とにかく暑さ対策として急いでやることは重要な

んですけれども、しかし、そのやり方については確実に、またいいもの、経費の面も考えな

ければいけませんし、そういったことも総合的に取り組んでいくと。その辺が、この中間報

告の中でもある程度示せれば次のステップにつながっていくということでございますので、

そういうような進め方のイメージというのを持っているということでございます。 

○赤川洋二委員  もう２年でやるとなると、例えば工事を１年でやるとなると、設計が１年

かかりますね。そうすると、設計１年でやって、工事を１年でやるのか。それとも、工事を

２年にして、前倒しで設計やるのかとか、もう決まってくるわけなんですよ。そうすると本

年度中に場合によって補正を組んで設計に入るとか、期間的には厳しいと思うんですけれど

も、そういう状況だと思うんですけれども、やっぱり市長がせっかく宣言したわけですから、

それに向けて検討していると思うんですけれども、それはどうなんですかね。中間報告待っ

ているような余裕ないと思うんですけれども、どうですか。 

○美甘教育総務部長  最大限努力いたします。 

○赤川洋二委員  だから、市長の発言、そのとおりやられるということですよね、教育委員

会も一致してやっていくということですよね、それを最後お願いします。 

○美甘教育総務部長  先ほどから申し上げていますけれども、市長部局の各分野とも連携、

協力しながら鋭意努力進めてまいりたいというふうに考えております。 

○桑畠健也委員  今回の学校教育でいろんな議論はあると思いますけれども、特に空調設備

入れるとなれば、やっぱり学校統廃合の問題、そろそろちゃんと議論しなければいけないと

思うんだけれども、全く何も書いてないですよね。まさにエアコンをそれで入れてしまった

ら、それで５年後、６年後統廃合しましたなんて言ったら、まあ青少年の居場所になればそ

れはそれでいいとも思うし、避難所としてもいいと思うけれども、やっぱりそれに限らずこ

れから結構環境整備で投資していく中で学校統廃合の議論は、統廃合しろとまでは言わない

けれども、統廃合の議論ぐらいは、だって子どもは減ると出ているわけじゃないですか、総

合計画で。聞くけれども、このままの体制、学校数でいくんですかね。なぜ統廃合の、再配

置という言葉でもいいんですけれども、何も書いてないって、それはちょっともう信じられ

ないというか、１校1,000万円かかるわけですよ、それで１学年１クラスしかないような学

級が出てくるという中で、ちょっとこれ議論があったのかどうかということと、なぜないの

かということですね。それについて確認したいと思います。 

○森田教育施設課長  議員がおっしゃるとおり児童の部分ですね、だんだん減っていくとい

うのは認識しているところでございます。その中では、統廃合を含めた部分で公共施設の長

寿命化も含めて公共施設マネジメントの推進というところで全庁的に検討をしていくという
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ことで今考えておりますので、その部分は７―５―４のほうに入っておりますが、公共施設

マネジメントの推進という中で全庁的に考えていくものだというふうに考えております。 

○桑畠健也委員  本当はでもここの中にも、まあ反対する人もいるからあれなのは仕方ない

けれども、やっぱりこれ喫緊の課題だと思うので、本当は７―５―４に入れるんじゃなくて、

ここで本当は記述してほしかったなということがあります。 

  それから、もう一つは、この給食センターの再整備のことなんですけれども、これはどこ

にあるんだっけ、２―５―４ですね、老朽化した学校給食センターの再整備を図ります、こ

れはちゃんと方針として書いて、これで総合計画になるということは、学校給食センターは

再整備していくということなんだけれども、ただ、何なんでしょうかね、いつも思うんだけ

れども、ここの残食率とありますよね、学校給食の残食率。今残食率維持ということで出て

いるんだけれども、ちなみにお聞きしますけれども、自校給食とセンター給食の残食率の違

いはどうなっていますか。 

○池田保健給食担当参事  残食率につきましては、単独校とセンター校では数値に開きが若

干ございます。全体の数字としては、そこに掲げています6.3％が最新の数字でございます。

これは全体の数字でございまして、センターで申し上げますと29年度は９％、単独校におい

ては約３％でございます。 

○桑畠健也委員  やっぱりね、これはもう本当に寝耳に水なんですよ、正直言って、この学

校給食センターの。もともとは自校給食でやりますよと言っていました。そして、その後は

親子方式にすると言っていました。そしたら、いきなり今度は給食センターの再整備となり

ました。だから、やっぱり明らかに、それはどんな神様がつくったとしても、やっぱりセン

ター方式はどうしても温度で味が落ちるわけですよ。味が落ちるから残食率が変わるという

のは、もうこれは明らかなことであって、そういう意味で言えば、ちょっとこの再整備をす

るということは残食率がふえるということだから、残食率やめたほうがいいんじゃないです

か、もう。７％でやっているけれどもね。やっぱり味は確実に落ちるわけだ。子どもを大切

にするんだけれども、そういうところがある。どうなんですか、これ、残食率。これちょう

ど足して７％だけれども、明らかに残食率に違いがあるんですよ、もう出ているわけだから、

データとして。ということは、我々これを認めちゃったということは、もうこれ一体何、自

校給食はもう一切やらないということなんですか、これを再整備しちゃうと。どうなんです

か、自校給食はもう終わりということですか。そのかわり、自校給食を終わりにするんであ

れば、統廃合もちゃんとしっかり書いてくださいよ、全部セットの議論じゃないですか。何

で学校給食センターの再整備だけ先行議論して、統廃合のことちゃんと書かないんですか。 

  これ、まず２つね。自校給食はもうやらないんですかということですよ。それから、給食

センターの再整備に当たっては、これは学校統廃合を前提としない計画に基づいてやってい
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るんですかと、この２点お聞きしたいと思います。 

○池田保健給食担当参事  今回の給食センターの再整備につきましては、平成27年度より議

論をしておりましたが、内容といたしましては、第３学校給食センターが昭和50年開始から

相当の年月がたっており老朽化が著しいということで、こちらの整備が喫緊の課題であると、

給食をとめてしまうような事態にならないようにというところで、この再整備の話が進んで

きております。一方で、現在単独校にある給食につきましては、現状ではそのまま維持して

いくという方向で考えております。 

○桑畠健也委員  違う、まだ答えてない。だから、自校給食はもうしないということなのね、

どうなの。現状維持なんか聞いてないよ。だって、危なくなったら、その供給区域を全部自

校給食にすればいいだけのことじゃない。 

○池田保健給食担当参事  自校給食について、現時点で今後全く進めていかないというよう

な判断をしているわけではございません。今回の計画においては、あくまでも第３学校給食

センターの建てかえについて再整備していくというところを決めているところでございます。 

○美甘教育総務部長  施設の複合化ですとか少子化に対応した学校施設の整備についてとい

うことでございますけれども、今現在、教育委員会では教育振興基本計画というのを同時に

策定しているところですが、そういった策定業務の中でもかなり議論としては出ています。

いろんな部署の次長さんとか集まって協議もしていますけれども、先ほどもございますよう

に、いわゆる財政運営のところの公共施設マネジメントの推進という部分においては、今後

そのライフサイクルコストですとか計画的な総量の適正化ということでは全市的にやはりそ

の辺を進めていくということ、そして学校の統廃合というは、地域のやはり学校というのが

核になっていましていろんなコミュニティの場、それから災害時の避難場所であったり選挙

のときに使ったりというようなこともございますし、今現在では一般質問でもご答弁してい

ますけれども、児童数の推移から急激に例えば学校経営が成り立たなくなって、いわゆる学

校の統廃合を検討するという段階には来てないということ、そういったことから、この６年

間を目安にした計画の中で確かに具体的には盛り込んでおりませんけれども、教育振興基本

計画の中におきましてはこういった問題も含めて、例えば関係部局とも研究していくとか、

そういった視点では掲載しているところでございます。 

  引き続きいわゆる市長部局のこの公共施設マネジメント推進室などもできた経緯もござい

ますし、全庁的に議論を進めていく中でやはり対応を考えていくことも必要だし、地域の方

のご理解というのもございますので、そういった点も含めて考えることが必要じゃないかな

というふうに思っております。 

○桑畠健也委員  いやいや、これは教育振興基本計画ということもその辺わかるんだけれど

も、これね、総合計画なんですよ、まさにここで議論をする話なんです。それで、もし例え
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ばこの学校給食センターの再整備の話もありません、それから空調設備をやるという話も慌

てませんということであればまだしも、まさに同時並行的にこの２つが進んでいる以上、要

するにすごい無駄な投資が行われる可能性があるわけですよ。だから、まさにそれは、最も

まさに総合計画ということにふさわしい内容なんですよ。それを逃げているわけですね、い

ろんな地域の実情とか。だって、地域といっても、地域の人が学校維持の税金の負担以外に

寄附でもしてくれるならいいですよ。でも、やっぱり現実問題として財政が限られる中、地

域の求めに応じてその学校を維持するということは、１校当たりの結局お金が減って、向陽

中のように手すりのさびも直してくれないような学校になるわけですよ、結局は。お金がな

いといって、電子黒板なんか入れているけれども、大体ＣＤラジカセがないんだから。だか

ら、後援会で買ったりとか、それからグリーンダストだってないから、あれも後援会で買っ

ているわけじゃないですか。だから、理想論は結構だけれども、現実に地域がどんどん、地

域というか後援会が砂買ったりラジカセ買ったりビデオ買ったりしているわけですよ。だか

ら、もうちょっとそれは総合計画なんだから、位置づけなければいけないんじゃないですか。

そんな逃げちゃだめですよ、マネジメントに関して。ちょっとそれはないというのは解せな

いですね。どうなんですか、それは。 

○平田経営企画部長  ご質問の学校の統廃合ということになりますが、そういった学校施設

に関する床面積の関係などでも総合的に考えておりますけれども、その中で今一番やはり学

校の統廃合または複合化につきましては大きな課題というふうに捉えておりまして、公共施

設マネジメント推進室のほうも設置させていただいておりますので、これから具体的に、６

次の期間中には具体的な取り組みのほうも見えるような形で取り組んでいきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

休  憩（午前１１時５８分） 

再  開（午後１時０分） 

○大石健一委員長  第５節、学校教育に対する質疑を続けます。 

○城下師子委員  学習環境の整備ということで、電子黒板の事業目標で２－５－６ですね、

基本方針。36年度までには効果検証を図りながら50％をめざすというふうに書いてあります

けれども、まずこれは、パブリックコメントでも導入についていかがかというようなご意見

が寄せられておりますが、これは学校現場のほうから必要性が求められて導入になったのか、

それとも国の方針でこういう形で数値、基本方針のほうに入れざるを得なかったのか、その

辺についてまずお示しいただきたいと思います。 

○千葉教育総務担当参事  電子黒板に関しましては、昨年12月に文部科学省による2018年度

以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針が出されまして、その中で、電子黒板を普通教室

１教室に1台ずつ整備するという目標が置かれました。それに基づいているのが一つと、学
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校現場からも電子黒板の有用性、効果というのが報告されていまして、現場からも電子黒板

の必要性というのは求められておりますので、両方を総合して、こちらのほうでは判断した

ものでございます。 

○城下師子委員  そうはいっても、29年度の実績で17％ということは、何校、29年度では配

置されているんですか。今年度も予算出ていましたけれども。 

○千葉教育総務担当参事  今現在の状況でございますが、各学校、小学校には各校２台ずつ

ございます。それから、中学校には各４台ずつございます。今年度なんですけれども、電子

黒板の効果を検証するということで、小学校２校、中学校１校をそれぞれモデル校として、

さらに電子黒板を配分しているところでございます。 

○城下師子委員  なかなか教育予算の確保というのは大変困難という話をこの間もされてい

たと思うんですけれども、そういう意味では、今本当に必要な備品購入とか、保護者の負担

軽減というところでの予算確保は難しいとはいいながらも、こういうところには導入を進め

ていくというところで、やはり、位置づけについてはもうちょっと、検証だってこれからな

わけですから、検証がまだ出ていないのに、もう既に平成36年度まで目標を掲げて位置づけ

ていくというのは、ちょっといかがなものかと思うんですが、その辺の議論というのはどの

ように、やっぱり国がやりなさいということで来たのか、学校現場からともおっしゃってい

ますけれども、その一方では、効果についてはこれからというふうに言っているので、なか

なかちょっと理解できない部分があるんですが、その辺はどういうふうにお考えになってい

ますか。 

○千葉教育総務担当参事  今年度、検証を図りつつということで、今現在、その検証を図っ

ているところなんですけれども、モデル校、今年度３校選出したと申し上げましたけれども、

このモデル校の選出に当たりましても、希望する学校はもっと多かったわけです。ですので、

そういった面から考えますと、検証を図りつつなんですけれども、学校からのニーズという

のは、そもそも潜在的にはあったということで、ですので、今現時点では、その検証を図り

つつ、そのニーズにも応じていこうというところで考えております。 

○米澤教育センター所長  その検証という部分で、ことし１学期の時点で、各学校の電子黒

板の活用状況調査を行いました。これによりますと、ほぼ毎日使っている学校が３分の２、

それから週に二、三回程度以上使うという学校が４分の１ぐらいということで、多くの学校

で多くの時間で使われていることがわかりました。 

  先ほど参事から情報提供がありました台数ですけれども、この不足を感じますかという問

いに、85％の学校がもっと多くあったほうが、要するに階をまたいでそういったものが移動

が不可能になっている今、状況にありますので、もう少しコンパクトで階の移動も含めて使

用が可能な、そういったものを入れてほしい、そういうご要望が届いております。 
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○大石健一委員長  ほかにございますか。 

○石原 昂委員  ２－５－２、道徳性を育み、いじめを許さない意識を醸成しますというと

ころが、こちらが方針で、数値でいえば、いじめの解消率ですか、で目標があるわけですけ

れども、３カ月いじめ行為がやんでいるとか、心身の苦痛を感じていないということが要件

として挙げられていますけれども、これも数値としては一定の目標にはなると思うんですけ

れども、私が第２章の冒頭で質問しました、子どもが自発的に行動できるとか、社会で生き

ていく基礎を身につけるとか、そこをご答弁いただいたわけですけれども、そういった観点

もいじめの克服というようなところで考えとして出てこなかったのか、盛り込むことはなか

ったのかというところをお伺いします。 

○戸村学校教育部次長  基本方針２－５－２豊かな心の育成につきましては、道徳教育の充

実、それから自然体験・地域との関わり、読書活動の充実などに加え、相談体制の充実を取

り組みとして挙げさせていただいております。たくましく生きるという点では、例えば自然

体験を多くするとか、地域との関わりを多くする、こういったことも取り組みとして行って

おりますが、国や県の動向、さらに、本市の状況を踏まえたときに、この豊かな心の育成に

ついては、いじめの解消が喫緊の課題であると教育委員会としても捉えております。ここで

いろいろ精査をさせていただいた中で、検討させていただいた中で、いじめの解消率を指標

としてさせていただいたものでございます。 

○石原 昂委員  解消率が目標となっているのはよくわかったんですけれども、生き抜く力

とか、自発的な力というんですか、そういう部分で、いじめが終わった後も、今度は自分で

克服できるとか、あるいはちょっと心に傷を負った子たちが、それにトラウマになることな

く、今度は自分で頑張って克服するとか、そういうところに私は生きていく基礎とか自発的

な行動というのは、期待を、これを読んだときにはしたんですけれども、そういうところも

目標に入ればよかったかなという気はするんですが、いかがですか。 

○戸村学校教育部次長  委員ご指摘のとおり、いじめが仮に解消したその後、児童・生徒が

今度は人間関係のそういった課題について、自分で解決する力などをつけていくためにも、

道徳教育の充実ですとか、それから自然体験、そういったものをたくさんすることにより、

たくましい心を育成するなどの取り組みは重要だと教育委員会でも認識しております。こち

らのほうについても、これまで以上に充実して取り組んでいきたいと考えております。 

○城下師子委員  私も関連なんですけれども、いじめ防止併せて不登校というところで、前

に不登校の児童・生徒の数を減らしていくというふうな指標が、５次、４次等にあったと思

うんですけれども、いじめと不登校というのはリンクする部分もあるので、この不登校の児

童・生徒を減らすというところでの視点と、それから、不登校の児童・生徒の中からいじめ

が、原因を突き詰めていけばいじめがあったということもわかったケースもあるわけなので、
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その辺はどういう議論があって、今回のこの方針のほうになっているのかご説明いただきた

いと思います。 

○戸村学校教育部次長  もちろん不登校の解消についても、本市の喫緊の課題であると捉え

ております。先ほどもご説明させていただいたとおり、この豊かな心の育成について課題が

さまざまある中で、いろんな検討を重ねさせていただき、この事業目標に掲げさせていただ

くものについては、所沢市の喫緊の課題であるいじめ問題を挙げさせていただいたというこ

とでご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○城下師子委員  そうしますと、解消率ということなので、現状では、例えば29年では

51.2％ということなんですが、実際どれぐらいの件数があって、51％は解消しましたよとい

うふうになっているのか、その辺をお示しいただきたいと思います。 

○戸村学校教育部次長  いじめの認知件数につきましては、小・中学校合わせまして、平成

29年度につきましては、285件のいじめ、そのうち解消としては176件ということになってお

ります。 

○城下師子委員  そうすると、31年度から60、61％とずっと数字がいくわけなんですが、こ

れはあくまでも新規の件数という理解でよろしいんですか。例えば29年度でいけば、当然約

100件ぐらいはまだ解消できていないというところでは、その継続という数値はどういう扱

いになっていくのか、ご説明いただきたいと思います。 

○戸村学校教育部次長  この解消率につきましては、12月現在の数字をもとにしております。

これにつきましては、先ほども石原委員からご指摘あったとおり、いじめの解消については、

３カ月以上、心身の苦痛を感じない状態が続いている場合に解消すると、そういう定義にな

っております。年度をまたぐもの、それから解消していないものについても見届けを続けて

おり、100％解消するように取り組みを進めているところでございます。 

○城下師子委員  じゃ、それも含めて解消率が60％とか61％とかというふうに捉えていると

いうことでよろしいですか。 

○戸村学校教育部次長  その61％という数については、今後も解消を目指し、年度末あるい

は定期的な取り組み、定期的な見届けを行いながら100％を目指すということであり、ここ

に掲げさせていただいている数字については、あくまで12月現在の数値ということで捉えて

おります。 

○城下師子委員  すみません、私の聞き方がまずかったんだと思うんですけれども、要する

に解消されなくて継続していく件数と新たに発生する件数は、この中に入っているんですか

というのを聞いているので、よろしくお願いいたします。 

○戸村学校教育部次長  申し訳ありません。この数につきましては、継続のものも若干数は

含まれておりますが、多くの場合、新規のものというふうに捉えております。この12月現在
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のものについても、年度内に何とか解消するように努力はしているところでございます。 

○赤川洋二委員  ２－５－５の学校環境整備の推進のところなんですが、校舎内木質化のこ

とでちょっと聞きたいんですけれども、先ほど担当課長答弁では、中央中学校の木質化、こ

れについて検証はまだ途中であり、これからやっていくということだったと思うんですけれ

ども、検証はまだ終わっていないということでいいですか。これちょっと、担当課長、お願

いします。 

○森田教育施設課長  検証が終わったかどうかということですが、まだ中央中のほうは検証

はこれから進めていく中でまとめていく予定でございます。 

○赤川洋二委員  ということは、終わっていないということだと思うんですけれども、今ま

で木質化の議論の中で、先ほど２年前の予算特別委員会の付帯決議の話が出まして、重んじ

ているということで、そのときもかなり議論したんですが、やはり、１校やってみて、十分

検証した後、今後については、方針も含めて定めていくような、ずっとそういう答弁をして

いたわけですよね。 

  しかし、この間の５次総の総括のときも、経営企画課のほうも総括は終わっていないとい

うことで、今、担当課長も終わっていないということで、まだ総括していないのに、こうい

う形で今回入れ込んできたということなんですけれども、これについて、今までの流れの中

からどういう説明をいたしますか。よろしくお願いします。 

○森田教育施設課長  まだ総括はされていない状況ではございますが、先ほども答弁をした

とおり、部長のほうからも言われていますが、規模の大小を問わず、有効性を感じておりま

すので、小さな内部の改修、修繕なども含めて、そういう部分でやっていきたいというとこ

ろ、大きさに限ってはあれですけれども、そういう考え方もありますので、今回は６次のほ

うに載せさせていただいたということでご理解をいただきたいと思います。 

○赤川洋二委員  それで、先ほどエアコンの工事の話が出たわけで、かなりスピード感を持

ってやらなくちゃいけないということで、当然予算もかかわっていくわけですけれども、こ

れについての関係ですね。エアコン工事との関係、手法はどういう手法であろうが、恐らく

前期の間においても、かなりの投資というか、出費が見込まれるわけでして、その辺の優先

順位についてどういうふうに考えているのか。多分、部長のほうがいいんですかね。 

○美甘教育総務部長  優先順位ということで申しますと、学校環境整備全般に、やはり施設

の老朽化等もありますから、バランス感覚を持ちながら、やはり配分していくことも必要か

なというふうにも思っておりますし、また一方で、災害が起きまして、山口中学校の擁壁崩

壊と、そんなような課題もございます。一概にどれを先にということではございませんけれ

ども、そういったバランスを見ながら、考慮しながら対応していくということが必要だとは

いうふうに思っております。 
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  また、先ほどちょっと木質化の検証の話が出ましたけれども、いわゆる温度、湿度のそう

いったエビデンス的なものについては、これからデータをまとめておくということはござい

ますけれども、アンケート等を実施したこと、それから、３階、４階、１階、２階、これ全

部が終わるのが、今もう工事のほうは着々と完了しておりますので、全体的な終了をもって、

またアンケートなども実施して、ある程度の総括ということも可能ではないかなというふう

にも考えております。 

○赤川洋二委員  総括というのは、担当課でやるのかどうかわかりませんが、ある程度科学

的な検証だと思うんですよ。単なるイメージ的なものとか、これだったらもうはっきり言っ

て検証する必要なくて、科学的な方法において、やはりきちんと客観的な資料を残していく、

こういうのが検証だと思っているんですよね。だから、今検証終わっていない、かつ、優先

順位は別としても、やはり当面、やらなくちゃいけない事業がもうめじろ押しなわけですよ。

検証がまだ終わっていないところの中で、トイレもありますし、いろいろあります。そうい

う意味において、ここで終わっていない段階で急いでやるような事業じゃないのかなという

ふうに思うんですが、これは、今回どうしても６次総に入れなきゃいけなかったんですか。 

○美甘教育総務部長  先ほども午前中、ご答弁申し上げましたけれども、この木質化につい

ては、例えば指標を持って何年度に何をやるとか、そういう形でこの計画の中でお示しして

いるものではなくて、市全体の、いわゆる環境政策の一環でもございますし、先ほど来お話

ししていますように、持続可能な社会を継続して構築していくためにも、学校現場における

環境教育というものが極めて大切であると。また、エアコンの整備に関しましても、そうい

った意味では、暑さ対策としてできるようなことも、学校サイドでも検討していただくこと

も必要でしょうし、そういったことも含めて、児童・生徒に環境教育の一環、また地域電力

事業においても、電力も再生エネルギーが入ってくるとか、そういった仕組み全般に、学校

現場において、ある程度児童・生徒への環境教育というものもできるというふうに考えてお

ります。 

  そういった意味では、当面すぐこの事業をやるという意味でこの計画の中に掲載したとい

うことではなくて、ご理解いただければというふうに思っております。 

  また、検証についてですけれども、木質化における科学的なデータというのは、いわゆる

各研究機関において、かなり精密なものがもう実際には出ています。そういったことも参考

になるのが一つと、しかしながら、所沢市の木質化については、いわゆる保育園のように木

で建設したものではなくて、木質化ですから、その辺の状況を、やはりどの程度効果がある

のかという意味での数字的なものをはかるという意味では、それがまだ残っているという状

況でございます。 

○赤川洋二委員  ということは、中央中学校みたいに全学校の内装ですね、全て木質化する
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とか、そういう意味の木質化じゃなくて、いろんな意味の部分的な部分を含めて、そういう

ような、ここに入っている木質化というのは、そういう意味なんでしょうか。それはどうで

すかね。要はこれからどんどん同じように、中央中学校みたいに学校全体をやっていくとい

うような、そういう木質化ではないというふうに考えていいんでしょうか。 

○美甘教育総務部長  今後、中央中学校のような木質化を、じゃこれからはやらないのかと

いうと、その辺については、現時点では申し上げることもできませんし、財政状況とか、例

えば学校のそれぞれの環境ですとか、老朽度ですとか、そういったものも含めて考えていく

ようになるというふうには思っています。 

○福原浩昭委員  学校教育の中になるかわからないんですけれども、空き教室の利活用です

ね。先ほど統廃合の話題も出ましたけれども、教室の空き教室についての協議、この６次総

の中でどこかに含まれているんであれば、場所をお示しください。 

○美甘教育総務部長  転用可能教室の活用ということで、基本目標とか基本方針の中に特に

明記した場所はございません。先ほど来ご答弁申し上げていますように、公共施設マネジメ

ントの推進といった部分では、そういった転用可能教室の活用なども、もちろん入ってくる

のかなというふうには思っております。 

○森田青少年課長  青少年課のほうでは、放課後児童クラブの整備の部分で、２－３－３に

なりますけれども、放課後児童クラブの施設整備という部分の中には、やはり、学校施設の

活用というものも視野に入れて、教育委員会とも連携をしながら、今後とも整備のほうを進

めていきたいと考えております。 

○福原浩昭委員  その辺がまだ庁内で調整がなかなかとれていないのかなということがちょ

っとわかりました。この学校の教室の空き教室の関係は、教育委員会の視点とあとは市長部

局の関係と、どうしても差が出ているのかなと。やっぱり大事なことは、学校というのは、

地域との連携も非常に大事になりますし、あとは子どもたちの安心・安全、さまざまな角度

からも大変重要な拠点が学校であると捉えております。 

  そういった意味では、具体的に文言が出ていないところは寂しいんですけれども、その空

き教室に関する協議というのは、ぜひ６次総の中に盛り込んでいただいてやっていただけれ

ばいいなと思っておりますけれども、改めて教育委員会のほうと青少年課のほうの答弁をお

願いしたいと思います。 

○美甘教育総務部長  転用可能教室の活用につきましては、一般質問でも時々ご質問いただ

いておりますけれども、いろいろな意味で、放課後対策事業におきましても、中富小、それ

から泉小についても行いましたし、あるいは学校開放といった観点でも活用していたり、あ

るいはＷＡＳＥＤＡ Ｃｌｕｂ2000の総合型地域スポーツクラブなどについても、小学校の

空き教室を一部利用したり、あるいは高齢者の関係でも利用しているような状況はございま
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す。そういった部分も含めて、これからも引き続きそういった活動については調整していく

ということと、また、市長部局とも調整をしながら進めていきたいというふうには考えてお

ります。 

○森田青少年課長  こども未来部といたしましても、今後の放課後児童対策における児童ク

ラブの整備につきましては、教育委員会と連携を図りながら、転用可能教室の活用等も含め

まして、今後とも検討してまいりたいと考えております。 

○桑畠健也委員  これは平田部長にお聞きしたほうがいいのかもしれないんですが、なぜか

ここの第５節が２－５－４だけ４つも事業目標があるんですよ。これは、こんなに４つもあ

って、やっぱり私なんかだと、残食率だけ残せばいいかなと思うんだけれども、ちょっとこ

の辺のつくりとして、ほかも見てもらえばわかるんだけれども、１つの項目で４つもあって、

しかもすごいいいことが書いてあると思ったら、申し訳ないんだけれども、体力テストにお

ける上位ランクの児童の割合とか、制度の割合って、これは評価の項目としても私はいかが

なものかと正直思っていて、これはどういう経緯で２－５－４だけ４つもあるんですか。 

○市川経営企画課長  確かにこの事業目標につきましては、基本的には基本方針１つに対し

て、少なくとも１つを設定していくというような方向性で、各所管とも調整をしながら進め

てきたところでございます。その中で、項目につきましては、健やかな体の育成というとこ

ろで、給食の部分とまた子どもの体力、体のつくりというような部分で、それぞれの指標、

いずれも捨てがたいというようなところで、調整の中でこの４項目、少々多いかとは思いま

したけれども、残したというような経緯がございます。 

○桑畠健也委員  申し訳ないんだけれども、この体力テストと健やかな体というんであれば、

やっぱり何で冷房のこの事業目標がないのか。やっぱり空調設備は、まさに健やかな体に一

番関係しますよ。こんな体力テストがどうのこうのなんて、そんなことよりも、確実に冷房

のほうが命にかかわるわけじゃないですか。しかも、さっきから話があるように、市長は

2020年度までにやると言っている。ところが、担当課は、私は担当部門のほうが見解が正し

いと思うけれども、資材調達とかわからないわけだから、これはちょっとおかしいんじゃな

いの。 

  ましてやそういうような、市長がああいう発言をした以上、確かに教育委員会、一定の独

立があるとはいえ、ちょっとこれはおかしいよ。やっぱり基本方針の２－５－４か２－５－

５の中に、空調設備のこの整備の事業目標、額で考えてくださいよ。幾らかけるのよ。まず、

幾らかかる予定なのよ、全部入れたら。市長は78億円とビラまいたんですよ。78億円の事業

が事業目標にこの10年間入ってこないという話はないでしょう。どうなっているんですか。 

○市川経営企画課長  事業費がどういう形で計上されていくかにつきましては、今後、財務

部門とも調整をしながら進めるものではございますけれども、この事業目標につきましては、
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所管との調整の中でこのような形になった状況でございます。 

○桑畠健也委員  だめなんですよ、そういういいかげんなことをしてちゃ。だから、あると

ころでは、こんなに４つも、私から見れば、こんな４つも入れておきながら、最低１つで、

どこにありますか、基本方針、４つもあるの。そんなものは４つもあるけれども、肝心の空

調設備、これについて事業目標を新たに出し直すつもりないですか。出せないようじゃ困り

ますよ、これ。市長は78億円だっけ、73億円だっけ、全部整備するとね。ビラ、ばらまいた

わけでしょう。それだけの大きな事業がこの事業目標になくて、これは認められませんよ、

これ。今からでもつくって出し直したほうがいいんじゃないですか。 

○平田経営企画部長  予算規模からして、重要性は確かに認識しているところでございます

が、こちらの議案の提出時期との兼ね合いもございましてこのような形にはなっております

が、ご意見につきましては、出し直しということは考えてはおりませんが、ご質問の趣旨に

つきましては十分理解しております。 

○桑畠健也委員  このままじゃ、こんなのは通せませんよ。だって、11月に中間報告があっ

て、どのぐらいの総額かも出るわけでしょう。まず、その11月の中間報告になったら、ある

程度の額の総額ベースは出るということでよろしいんですか。 

○美甘教育総務部長  中間報告をもって、さまざまな検討課題はございますけれども、ある

程度の金額のめども出せればいいなとは思っていますが、設計を行ってみないと具体的な金

額というのは出てこないですね。ですから、いわゆる中間報告の段階で、例えば学校ごとに

どの程度、どこの教室につけていくのかとか、そういったことも全部積算して金額を出すと

いうのは、教育委員会としてはちょっと難しいかなというふうに感じております。 

  また、先ほど来、確かにこの計画の中の指標としては出ていないんですけれども、教育委

員会も教育振興基本計画とともに、教育行政推進施策ですね、具体的な年度ごとの、いわゆ

る予算に基づいた施策というのを立ち上げていますので、これを事業が予算化されて行うと

いうことになった場合には、速やかにこちらのほうに記載をして、市民の皆さんも含めてご

案内できるというふうには考えております。 

○桑畠健也委員  とにかく総合計画というものは、いろんな考え方があります。ただ、やっ

ぱりある程度予算総額が大きいものに関しては、やっぱりしっかりと記述していくというこ

とを基本方針にしていかなければ、この総合計画というものは、昔、荒川委員がすばらしい

質問をされていたことがあって、じゃ、この総合計画に書いてあることの総額は幾らぐらい

なんですかと言ったら、実は1,000億円いかないですよみたいな、ですよね。やっぱりこの

総合計画の中では、いろんな定性的な評価も構わないんだけれども、やっぱり額として大き

いものが見込まれるものというのは、事業目標に優先的に載せるという、そういう方針じゃ

ないんですか。どうなんですか。 
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○平田経営企画部長  実際に、ご質問の趣旨のとおり、重大な事業だったり予算規模の大き

な事業につきましては、できるだけこれからの方向性や目標の数値等も含めまして記載する

ような方向では調整は図っているところでございます。 

  しかしながら、空調整備ということで、エアコンの整備に関しましては、今回、その規模

などにつきましても、どういった方法を持って整備をすることになるのかも含めて、まだこ

の議案提出をさせていただいた時点では明確になっていなかったものですから、今回の議案

の中では記述をしていないところでございます。今後、実施計画に落とし込んでいく中で、

明確な数字やスケジュール等も表記をしまして、こちらのほうで整えてまいりたいと考えて

おります。 

○桑畠健也委員  そんなこと言うけれども、実際、住民投票の前には、全部整備したら78億

円というビラが配られたじゃないですか。概算ぐらいは出るんじゃないですか。ちょっとや

ってちゃんと明確に、今、持ってきてもいいですよ、そのビラ。そういうことをちゃんと一

方の当事者は書いていて、総額ベースぐらい出るんじゃないですか。じゃ、あのチラシは間

違っているんですか、大問題ですよ、ああいうチラシばらまかれて、住民投票の前に。それ

で今額が出ないって、どういうことですか、それは。そんなに、この５年なり、６年で技術

の進歩があったり、コストが安くなったりしたんですか。だから、ある程度の、今時点での

概算は出ないんですか。出ないって、じゃ、あのチラシはなんだったんですか。皆さんのト

ップの関係者がばらまいたチラシですよ。ちょっとその辺は、リース方式にしたら安くなる

かもしれないけれども、今時点で、ある程度そのリース方式がどうだとか、概算みたいなも

のはないんですか。だって、このままじゃあれですよ、ある程度の概算が出るまで、出てか

ら直すという話じゃ、これはこんな大きな話、しかも、市長は宣言しちゃったわけだから、

2020年度までに全部入れるという。その辺の見通しも立たないのに、はい、そうですかと、

申し訳ないけれども、総合計画というのは、もうきょう、あした、すぐに議決しなきゃ、予

算と違って困るという性質のものがないんだから、やっぱりはそれはもうある程度明確なも

のが出るまでは、なかなかはい、そうですね、議決とならないと思うんですよ、これ、はっ

きり言わせてもらって。 

  だから、その辺はやっぱり、それで一方において、そうやって大事なものは載せないけれ

ども、基本方針２－５－４のように４つも出しているというのを見ると、どういう考え方に

基づいてこういう事業目標を立てているのか。ほかにもいろいろ不満があるけれども、中身

はともあれ、数において４つも出す、これちょっと出し直しする気はないですか、こんなに

４つも出して、だらしない。２－５－４、４つもあるけれども、少し減らしてください、そ

ちらから出し直しで。 

○岩間学校教育部長  学校教育部に関わる基本方針は、学校給食センターにかかわる２つの
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方針になると思います。いずれも重要なことだと思っておりますので、基本的には事業目標

として、そのまま生かしたいというふうに考えております。 

○平田経営企画部長  現時点で、こちらのほうを変更する考えはございません。 

○赤川洋二委員  すみません、先ほどちょっと聞き漏らした、ちょっと採決に関わることな

ので、教育総務部長に聞きたいんですけれども、１点だけです。 

  木質化の件で、先ほどずっと聞いた中で、結果的に、今回６次総の前期にこの木質化を入

れたということになると、中央中学校レベルのああいう全体の木質化ということも、この６

次総の前期の中でやる可能性はあるのかないのか、これだけちょっとお願いします。 

○美甘教育総務部長  先ほどもご答弁申し上げておりますように、そのときの状況とか財政

状況とか優先順位とか、そういったもので可能性があるとかないとか、そういったお話につ

いてはここではできないというふうに考えております。 

○赤川洋二委員  ある、ないというか、そうしたら、これ入れる必要ないんじゃないですか、

もしないんであれば。今、ないかもしれないという判断であれば、入れる必要がないし、だ

から、要は可能性はゼロじゃないということだと思うんですよね。それだけちょっと確認さ

せてもらいたいんですよ。そういうことだと思うんですよ。 

○美甘教育総務部長  いわゆる適切な範囲で木質化を行うという部分も、先ほどもご答弁申

し上げております。可能性があるとかないとか、中央中学校の規模のものをやるかやらない

か、その辺については、ここではちょっと、推測になってしまいますので申し上げられませ

ん。 

○赤川洋二委員  はい、わかりました。 

○大石健一委員長  ほかに。よろしいですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○越阪部征衛委員  この第２章で、子供を大切にするまちでということでありますけれども、

今、いろいろとたくさんの取り組みをご披露していただいたんですけれども、この中で、本

当に重点施策というか、重点的に取り組めることということになると、ベストスリーといっ

てはあれなんですけれども、３つとか５つとか、これ、まとめていただくと、どういうこと

になるんでしょうか。 

○本田こども未来部長  リーディングプロジェクトのほうに戻っていただくのが一番わかり

やすいかと思いますけれども、子どもについては、まずは子どもが健やかに地域で育てるよ

うな環境づくりということとともに、これには区分がなかなかできないんですが、未就学児

もそうですし、放課後児童もそうでございますが、そういったことが１点でございます。そ

れと、学校と地域との連携、３つ目が学校教育、その中での子どもの支援、教育、私が言う

と支援になってしまいますが、教育と支援ということが大きな３つの柱だと思っております。 
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休  憩（午後１時４１分） 

（説明員交代） 

再  開（午後１時４４分） 

○大石健一委員長  次に、第３章、健幸長寿のまちについて審査を行います。 

○桑畠健也委員  すみません、ちょっとこの現状と課題とか、施策の方向性ということでや

る前に、考え方の整理として、行政部門が住民の健康を管理するというか、それは行政の守

備範囲として、医療費抑制のためにやるという動機はよくわかるんです。それから、国保財

政の健全運営に資するためにやるというのはわかるんだけれども、例えばみんなが健康で長

生きする幸せな世界、社会はあったほうがいいよね、それは同意しますけれども、行政が予

算をかけてやる意味って何なのかなと。これは、よくうちの会派でも議論をするんですけれ

ども、これはフーコーという人が、生権力というそういうような考え方を提示していて、な

るべく国民の健康を管理するということの権力を持つということについて、フーコーという

人は批判的だったわけだけれども、一体その、私も別に反対しているわけではないんだけれ

ども、常々思うのは、行政の守備範囲として、なぜ住民が健康で長生きするということをや

らなければいけないのかと。それは、個人に帰する問題ではないのかと。 

  もっと言うと、これはベンサムという人が愚行権ということで表現しているわけですけれ

ども、人には人に迷惑をかけない範囲でたばこを吸ったり、酒飲んで暴れたり、ギャンブル

に身をやつしたり、不健康に暮らす権利というのはあるわけですよ。そこというのは、国保

財政と医療保険財政の保険者として、それは困るからやるということなのか、それともおせ

っかいに、みんな健康で長生きしたいでしょう、頑張りましょうねということなのか、ある

いは健康で長生きすることによって、介護保険財政が健全になるからやっているのかと。こ

れは非常に全体にわたる本質的な問題なんですね。 

  例えば国の法律において、どこの部分に、国民の健康、健康で文化的な最低限の生活は維

持する義務が憲法で保障されているんだけれども、より健康に生きるということを行政の守

備範囲として本当にやっていいのかなという疑問が常々あるので、まずはそこの部分につい

て、財政的な要請についてはわかりますけれども、もし本当にそうだとしたら、もし本当に

やるんであれば、この敷地から一切喫煙所は廃止してほしいんですね、本当にやるとするな

らば。いまだに喫煙所があるわけでしょう。 

  ですから、その辺については、いろいろいいながら、そうはいってもたばこ税はとってく

るわけですよ。だから、もし健康長寿をやるなら、たばこ税を100倍にすべきだし、その辺

の基本的な考え方と、それから法律上の、例えばある法律の目的の中で、条例でもいいです

けれども、住民の健康を維持するということが、行政が関与するということについて、明確

に書いてあるところはどこにあるのかなということ、まずこの議論に入る前に確認をしたい
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と思います。よろしくお願いします。 

○須田保健センター長  桑畠委員おっしゃるように、行政がどこまで市民の健康に関与すべ

きなのかということは確かにあると思います。ご自分で健康管理ができている人もいれば、

なかなかそこに手が届かないような方たちもたくさんいらっしゃいます。ただ、昨今健康に

焦点が当たってきているというのは、やはり、日本の国全体として社会保障制度を維持して

いく、それが根本にあるのかなというふうに思っています。それと、やはり健康であれば、

自分の好きなこともできますし、幸せを感じることもできる、そういった意味で、国が今、

骨太の方針に健康寿命の延伸を盛り込んだり、埼玉県においても、埼玉県健康長寿計画の中

で健康寿命の延伸を盛り込んだり、本市におきましても、所沢市保健医療計画で健康寿命の

延伸を盛り込んでいるということになってくるのかなと考えております。 

○桑畠健也委員  だから、結局、財政的な要請としてやっているんだけれども、表向きはみ

んなのためにもいいからやろうという、そういう予想を持っていると思うんですね。百歩譲

って、その健康政策を本格的にもし取り組むという姿勢があるならば、この中には出てこな

いからここで聞いちゃいますけれども、何で保健所を持たないんですかという議論になるん

ですよ、中途半端なことをやって。なぜ保健所を持たないんですか。 

  やっぱり保健所というのは、まさに地域医療とか地域保健の中核的な組織じゃないですか。

だから、ここの中にも出てきませんよね。中途半端なんですよ。やるならやればいいし、か

といって保健所は持ちません、じゃ、何ですかということの疑問がすごく解けないわけです

ね。私も健幸マイレージをやって楽しんではいますけれども、ちょっとその辺の考え方が非

常に、行政の使命は、これから2040年の総務省の報告書を見てもわかるとおり、相当できる

範囲が限られている中で、ちょっと厳しいんじゃないかな。やるなら保健所まで持つべきだ

し、やらないなら、いや、保健財政のためということで割り切るべきだし、やるなら喫煙は

明らかに健康に被害があるということがわかっているんだから、やっぱり解消すべきなんじ

ゃないですか。公共施設ですよ。その辺について、まず保健所について、それから喫煙所に

ついて、２つお聞きします。 

○須田保健センター長  保健所を持つか否かというお話なんですけれども、確かに保健所を

持つことによって、権限を持つことになり、医療のコントロールとか、そういった部分がで

きるという側面はございます。ただ、過去においての保健所を所沢市に誘致するかという議

論の中では、２回ほどの議論の中で、所沢市にメリットがないというところで保健所を持つ

ということは判断されてこなかったというふうに考えております。 

○青木健康推進部長  受動喫煙防止の関係ですね。確かに一番最初に委員さんがおっしゃっ

たような、それぞれの人生の中でどういう選択をしていくかというところは、それは本当に

一つとしては我々もきちんと認識した上でやっていかなくちゃいけないところだと思ってお
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ります。そういった中で、公共のところにどこまで求められてくるかという、その都度の段

階において、少しずつではありますが、国ですとか、県の動向なんかを十分意識しながらも、

少しずつではあるかもしれませんが、進めていきたいというふうに考えております。やっぱ

り一足飛びになかなかできないという難しいいろんな背景があるとは考えております。 

○平田経営企画部長  保健所政令市の考え方であったり、中核市への移行の考え方であった

りにつきましては、これまでも議論を重ねてきたことがございますけれども、当面、そちら

の中核市移行などにつきましては、今のところ進めていくというふうな考えでは、今現在で

はおりません。 

  こういった中で、保健所の設置に関しましても、もちろんその中での議論のことというこ

とで、これまでも財政的なことであったり、人的な配置の関係とか、そういったことも含め

まして検討をしてきたところでございますけれども、引き続き、先ほどもありました児童相

談所の件であったり、あるいは産廃などに関するいろいろな手続などもございまして、そう

いったところも含めまして、総合的に中核市への移行あるいは保健所政令市への移行などに

つきましても、また、６次総の中で、期間中の中で検討などは進めていきたいと考えており

ます。 

○大石健一委員長  第１節、健康づくりについて質疑をお願いします。 

○谷口雅典委員  まず、評価指標の関連で確認したいんですが、健康寿命の順位ということ

で、現状、平成29年ですね。埼玉県内での順位が出ているんですが、全国ではどのぐらいの

順位かというのは把握しているのか。把握しているんだったら、所沢は何位ぐらいなのかと

いうのをまず確認させてください。 

○野上健康づくり支援課長  全国の順位ということでございますけれども、全国のほうでは

市町村別の順位は出ておりませんで、埼玉県の順位になります。厚生労働省が発表した2016

年の都道府県別の健康寿命におきましては、埼玉県の健康寿命の順位は全国の中でも男性が

２位、それから女性が29位に位置しております。 

○谷口雅典委員  そうすると、所沢は全国の市町村レベルでの順位というのは、なかなか出

しようがないと、そもそも。こういう理解でよろしいんでしょうか。 

○野上健康づくり支援課長  そのとおりでございます。 

○大石健一委員長  第２節、早期発見疾病予防につきましてお伺いいたします。 

○桑畠健也委員  これも立場を異にするところがありますけれども、子宮頸がんワクチンの

勧奨が出ていませんけれども、やらないんですか。これは学術的には子宮頸がんワクチンは

基本的にはやったほうがいいという、もちろん健康被害はあると思いますけれども、これは

いつまで勧奨停止にする、世界の中ではこんなのはほとんどありませんよ。 

○越智健康管理課長  国のほうで積極的勧奨を控えるというふうな知らせが来ていますので、
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こちらのほうで解除というか、国のほうからそれをやめますということになれば、また勧奨

を続けていきたいと思っております。 

○桑畠健也委員  もちろん国は国の方針だけれども、地方自治法の中で、この一地方公共団

体というのは、相互性を発揮して独自に見解を持ってやっていくことを別に否定されている

わけではないですよね。 

  積極勧奨を国がやるなと言ったけれども、所沢市では積極的に勧奨するということが可能

なのかということと、ほかにそういう冒険をしている自治体はあるかどうかというのを確認

したいと思います。 

○越智健康管理課長  すみません、国のほうで定期接種として行っている事業ですので、所

沢市独自で積極的勧奨を行っていくということは今のところ考えておりません。他の自治体

でやっているところも、定期接種としてはないと思います。 

○桑畠健也委員  さらに２つ確認したいと思います。 

  １つは、子宮頸がんワクチンは、積極的な勧奨はしないけれども、今でも希望者は無料で

接種の対象になっているかということと、２つ目は、これは十分に争議できることだと私は

思っていますけれども、疫学的な調査が行われた結果、積極勧奨を行わなかったことによる

子宮頸がんの数がふえたことによる、行政の不作為の裁判というのを起こされたときに、所

沢市は本当に責任を持てるんですかという見解。それは、国に聞けと言われるかもしれませ

んけれども、一応、確認のため聞いておきたいと思います。 

○越智健康管理課長  子宮頸がんワクチンの接種については、ご希望される方がいらっしゃ

れば、今でも無料で受けることはできます。 

  あと、裁判についてですけれども、責任持てるかということでございますが、今、国で決

めている定期接種でやっておりますので、その中で予防接種のほうをやっていることですけ

れども、それを積極的勧奨をやらなかったことについての裁判が起こされるということにつ

いては、ちょっと今、判断がしかねます。 

○谷口雅典委員  課題の一番下のところで、自殺防止に関するところの課題が出ていて、こ

の自殺防止対策ということでいろいろ相談、そして、自殺防止施策の推進を図りますという

ことを書いているんですが、いわゆる自殺、みずから命を絶つことをどうやって防ぐかとい

うところで、ある程度の年齢がいった方は、例えば病気を持っていたりとか経済的な事情か

らということなんですが、いわゆる若い世代の方々への自殺防止対策、この辺の課題につい

ては、どういうふうにまず認識しているのかというのをお答えください。 

○山﨑健康管理課主幹  課題といたしまして、相談の窓口ですとか、啓発の関係が必要では

ないかと考えております。 

○谷口雅典委員  この若い世代の方々の自殺防止を全国的にもいろんなこと言われていて、
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例えば、ネットでの相談、具体的に言うと足立区あたりは、昨年度あたりから少しそういっ

た仕組みをつくって、先進的な取り組みをやっているとか、このあたりは今議論、どういう

ような形で先進的な自治体を参考にして、何かやっていこうというような、その辺の議論と

いうのはどうなんでしょうか、今回の総合計画の中の議論の中では。 

○山﨑健康管理課主幹  現実といたしまして、こちらに書いてある思春期のこころの健康相

談ですとか、あと、高校生を対象に、こちらのほうから市内の高校のほうにご案内をいたし

まして、いろいろご相談ある場合について、相談の窓口、こころの健康支援室のほうでご相

談等お受けするということで、ご案内はさせていただいております。 

  その辺、今後につきましても引き続き行っていきたいと考えております。 

○谷口雅典委員  今の答弁からすると、いわゆるネットというのは、若い方というのはそち

らのほうが相談しやすいとか、いろんな悩みを聞いていただける、非常に敷居の低い部分な

んで、そのあたりをしっかり、最近のネットをうまく使うような対策も今後考えますよと、

こういう理解でよろしいでしょうか。 

○山﨑健康管理課主幹  メールでの相談というのも、一応、現在お受けしておりまして、そ

の中で、いろいろ年間100件近く、若い方だけではないですけれどもご相談が来ております

ので、そういった中で相談をお受けしたりという形では行っております。 

○福原浩昭委員  評価指標なんですけれども、大腸がん検診の受診率を上げた理由というか、

いろんながんの検診があると思いますけれども、大腸がんを選ばれた理由というのがあれば

お示しください。 

○越智健康管理課長  なぜ、大腸がんの受診率を指標に上げたかということですけれども、

大腸がんにつきましては、全国的にも罹患者数とか死亡数が多いがんでございまして、本市

のがん検診の中でも、集団検診と個別検診が両方実施されております。また、性別に関係が

ないこと、あと、体の負担もなく受診できることから、大腸がん検診の受診率を指標とした

ものでございます。 

○福原浩昭委員  大事な視点だと思うんですけれども、取り組みについて、どのような形で

されていくお考えがあるのか、概要をお示しください。 

○越智健康管理課長  がん検診につきましては、申し込みをとにかくしていただこうという

ことで、さまざまな広報活動や啓発について努力しているところでございます。 

○福原浩昭委員  今までの総括で、長年ずっとがん検診の受診率、皆さん頑張っていただい

ていると思うんですけれども、なかなか数値が上がってこないという部分があると思います。 

  この６次総に向けて、６年間になるわけですけれども、何か新しい取り組みとかさまざま

な形でのお考えがあれば、具体的にちょっとお示しください。 

○越智健康管理課長  毎年、新しいことはさせていただいていまして、昨年度からレディー
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スデーがん検診であるとか、今年度につきましては、年度当初に各協力医療機関全てに、が

ん検診のポスターを掲示していただくお願いですとか、あとは、ほっとメールを配信して、

検診の申し込みをお願いするなど、努力をしているところでございます。 

  引き続き、今後も受診しやすい検診を行ってまいりたいと考えております。 

○福原浩昭委員  今の取り組み、努力は評価できるんですけれども、なかなかちょっと改善

には弱いのかなと感じております。 

  具体的になぜ、そこまでやっても受診が上がらないのか、なぜ申し込みがないのか、そう

いった視点からの検討というのもしてもいいんじゃないかなというふうには考えております。

いろんな方への、例えばアンケートというか声を聞く機会、そういったものを取り組むこと

によって、ぜひ、新しい取り組みに生かすべきと思いますけれども、改めてお考えをお示し

ください。 

○越智健康管理課長  受診率が上がらない原因というか理由なんですけれども、平成27年度

に行いました、がん検診に関するアンケートの結果で、がん検診未受診者のうち、25％が職

場で検診しているからという理由がありましたので、この指標の対象者の中に、職場で受診

されている方も入っているというふうに認識しております。 

○須田保健センター長  少し補足させていただきます。 

  過去のアンケート結果につきましては、健康管理課長が答弁したとおりなんですけれども、

今、第２期の保健医療計画のアンケート調査を行っております。この中で、がん検診の受診

率が上がらない理由を設問として聞いておりますので、その結果が取りまとまった時点で、

何に問題があるのかを分析し、受診率向上に向けて取り組んでまいりたいと思っております。 

○桑畠健也委員  考えなきゃいけないのは、受けたくないという人がいるのよ。さっき言っ

た愚行権の問題だし、養老孟司という有名な解剖学者なんかも、人間ドックは俺は受けない

と言っているわけ。あの人は東大の医学部の解剖学の先生ですよね。意味がないと言い切っ

ているんだよね。 

  ですから、がん検診も多分、私はなるべくやったほうがいいとは思うけれども、一定程度、

その社会における普及率の頭打ちって必ずあるんですよ。一番わかりやすいのはジェネリッ

クの普及率ですよね。どんなにいいことだとわかっても、いいことだからやりたくないとい

うか、そんなの関係ないという人がやはりあるわけですよ、社会の存在として。 

  何を言いたいかというと、どんどん上げていくという指標も構わないんだけれども、そう

すると、いわゆる限界費用が高まっていくわけ。さらに１人をやるために最初は500円で済

んだものが1,000円になり、１万円になり、最後の１人をふやすために10万円になったりと

かね。ですから、こういう啓発普及の場合も、もうちょっとその辺の限界費用を、ある程度

見切りというものをする必要があると思うんですよ。ジェネリックでもこういうがん検診で
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も。 

  理想はわかりますよ。みんなわかっているんです。でも、僕なんか食べちゃうわけよ、健

康に悪いと思っても。やはりだからその辺の人間の本質をわきまえた上で、その辺の設定を

していかないと、すごく１単位あたりのコストがどんどん高くなっているんじゃないかな。

その辺の意識とか議論ってどう思っていますか。100％いくわけはないわけで、どういうふ

うに考えているのかなと思うんですよね。 

○青木健康推進部長  おっしゃるとおり、ジェネリックにつきましても100％を目指すとい

うことになりますと、今のような議論といいますか、経費の件とかが出てまいると思います。

当市といたしましては、国のほうで示している数値というのを一つの目安としておりますの

で、必ずしもそこを超えてまでというようなところでは、今は設定していないところでござ

います。 

  こちらのがん検診の受診率につきましても、他市町村において、若干まだ努力的に数値が

上がっていないというところを見据えまして、今回の総合計画においては設定させていただ

くと、そういう考えでございます。 

○大石健一委員長  次に第３節、地域医療について、お願いいたします。 

○桑畠健也委員  大変、運営もご努力されていて、小児医療の拠点としては大変すばらしい

成果を上げていることに改めて敬意を払った上で、ちょっと質問なんですが、私も監査委員

として、ずっと市民医療センターの経営というものを横目で眺めさせてもらったけれども、

基本的に、この我が日本国における医療機関の運営としては、今のままでは構造的にどんな

に頑張っても、入院病床が少ないということから、経営的には絶対、絶対とは言いませんね、

でも絶対と言ってもいいですね、黒字化というのは相当難しくて、多分、規模を拡大するか

規模を縮小するか、今のままとどまれば赤字は覚悟せざるを得ない。 

  それは、住民合意の中で、小児医療の拠点としてもっていくということが合意をとれてい

るから今はいいけれども、だんだん財政が厳しくなってくるこの10年の、この計画期間の中

で、市民医療センターの運営ということで、この地域包括ケア病床ということに期待を持っ

ているかもしれないけれども、今の点数制度の中では、これによって、いわゆる法定外繰入

がなくなるということは到底想像できないんですが。 

  一応お聞きしますけれども、この地域包括ケア病床の利用率が実現すれば、法定外繰入は

ゼロになるぐらい経営は改善するという見通しを立てていますか。 

○小峯総務担当参事  地域包括ケア病床については、これから、今準備を進めておりますの

で、経営にプラスになることは間違いないと思います。 

  ただ、今のところの想定ですと、１床当たり5,000円ほどの収益増、急性期と比べて増と

いうことなので、全ての赤字分を補塡するということは、ちょっと難しいものと考えており
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ます。 

○桑畠健也委員  となると、やはりある程度の小児医療のとりでとしての機能は維持すると

しても、やはりある程度、地域包括ケア病床以外の赤字解消策というものは、どのようにこ

う、いろんなプランを立てているけれども、正直言いまして利益相反の部分、細かいことは

言いません、また文句言われるから、でも、実際には、地域の公立病院でもうかっていると

ころは、簡単に言えば透析やればもうかるわけです。例えば、神奈川県藤沢市の市民病院な

んかは、透析をばっちりやって、その診療報酬が高いから、たしかあれは法定外繰入がない

状態だったと思いますね。ただ、そうなっちゃうと、やはり地域の医療機関のもうけをとる

わけだから、それは厳しいということですよね。 

  ですから、そうなってくると、一体に法定外繰入をさらに減らす手だてというものとして、

どういうものをお考えなのかについて、この10年間で、お聞きしたいことと、それから、私

は個人的にはもう大規模化の道を進むしかないと思っています。これからの医師の研修シス

テムなんかでいっても、やはり研修医が来ない病院というのは相当厳しい状況であるという

ふうに聞いております。そういった意味でいえば、地域包括ケア病床以外の法定外繰入の補

塡策というものと、それから、今後のさらなる方向性について、この議論をどういう議論を

されたかについてお聞きしたいと思います。 

○小峯総務担当参事  私ども、平成29年度からの４年間の第３次所沢市民医療センター改革

プランを立てております。その中では、まずは、今も課題の入院の利用率であります、そこ

を上げていきましょうということで、先ほどお話ししました地域包括ケア病床のほうの改正

をしたわけでございます。 

  こちらのほう、私どもの病院が西部圏域、狭山保健所管内でどういう役目を担っているか

ということで、足りない部分をやるのが公立病院の役割ということで認識しておりますので、

周囲の急患診療はもとより、今、この地域で足りないものが回復期と言われています、その

リハビリテーションができる病床が足りないということでございましたので、今回、計画さ

せていただきました。 

  その状況を見て、この地域包括ケア病床の病床数等を図ったりとか、あるいはこれが呼び

水になって、私どもを利用していただいております消化器患者の、利用していただいていな

いクリニックなんかも、私どもの紹介のほうをふやしていただくとか、そういう努力といい

ますか、そういうのはちょうどいい機会ですので、進めていきたいと考えています。 

  ただ、先ほど言ったように、病床数が49床の小さい病床でございますので、この中ででき

ることというのは、いろいろ限界もあると思います。その中で、なるべく市からの負担が少

なくなるように経営努力というのは、条例の中でも経営努力をしてやるのが公営企業という

ことでなっておりますので、経営努力は進めていきたいとは考えております。 
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○城下師子委員  今、市民医療センターのほうで、医療的ケアを必要とする市民の方も、一

時的に条件が合えば受け入れているという現実がありますよね。結局、ＮＩＣＵもここで稼

働を始めたんですけれども、そこで助かった命が今度地域に来て、その子どもたちが大きく

なって、また、その子たちを大人になったりしたときに受け入れる施設というのは、今、す

ごく不十分なんですね、医療機関も含めて。 

  今後、そういった子どもたちがふえていくということを、国のほうも厚労省も示していま

すので、そういった医療の受け皿というんですか、一時的な受け入れというところも含めて、

今後、所沢市の市民医療センターの課題にもなっていくと思うんですが、その辺は、今回の

計画策定に当たって、議会でもいろいろ提案なんかもありましたから、どういった議論があ

って、この計画にどういう形で包含されているのか、お示しいただきたいと思います。 

○小峯総務担当参事  こちらのほうは、一般質問でも質問等いただいております。子どもた

ちもまず入院に関しては、障害児、お子様の入院が、施設的なもの、また医療スタッフ的な

ものという関係で受け入れできておりません。その他、障害者の方につきましては、私ども

の病院でできる範囲の中で、医療レスパイト入院なども活用して、実際、今現在も受け入れ

ている状況でございます。 

  今後、障害児のほうのこちら受け入れということになりますと、私ども市民医療センター

単独ではなかなか難しいものと考えておりますので、この区域を管轄する狭山保健所、県の

ほうですね、機会あるごとに、こちらのほうからも現状のほうを伝えて、県の中でも一緒に

考えてくれないかということで伝えていきたいとは思っていますし、現実に現在も会議等あ

った際には、ご担当方にはその旨を伝えてきております。 

○赤川洋二委員  私、この地域医療を進めていく上で、ますます重要になってくるのが在宅

医療の問題だと思っております。 

  課題のところに、在宅医療の充実・推進に向けて、多職種の連携と市民の理解と書いてい

ますけれども、この辺の連携と市民の理解を深めるという意味において、今後どういう形で

進めていくのかというのと。 

  あと、評価指標なんですけれども、これは輪番制の病院の実施ということで、輪番制をし

いているということで、これだけで十分という言い方はちょっとあれなんですが、やってい

るということで、市としては一つの指標になっていて、実施して現状維持、こういうのを何

で目標指標にしたのかですね。 

  在宅当番医ですね、これはやはりやっていただくのはありがたいですよ。これを維持する

ということなんでしょうけれども、じゃ、本当にこれで在宅医療を進めていく上において、

これを指標とした理由ですね。現状もやっていて、現状維持と、実施でやっていると、これ

を指標にした理由ですね、これについてお願いします、３つです。 
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○前田保健医療課長  ３点ということでございますが、在宅医療に関しましては、市のみで

できることではございませんので、現在は、在宅医療介護の連携推進というところで、こち

らのほうで、さまざまな多職種の連携等情報共有に努めているというところでございます。 

  あとは、事業目標の中で、在宅当番医制の実施をなぜ入れたのかというところでございま

すが、在宅当番医制というのは、祝祭日及び年末年始の初期救急医療ということで、こちら

所沢市の医師会に運営を委託しているものでして、こちらのほうは、多くの市民の方に安心

していただける医療体制をということで、今現在は年間を通じて安定的に実施ができている

ために、この維持を何としても目指していこうということで、掲げさせていただいたところ

でございます。 

  あと、評価指標の部分でしょうか、こちらの輪番制の部分につきましては、こちらは救急

医療の充実の代表的なものとして、医療圏であります所沢市、狭山市、入間市におきまして、

14の病院が１日に３つから４つの病院が輪番で実施をしておりまして、こちらも休日、夜間

の二次救急が年間を通じて対応できていまして、こちらの維持というのは非常に重要だとい

う認識をしているために、こちらを目指していくということで示したものでございます。 

○赤川洋二委員  私が聞いているのは、在宅医療の多職種の連携と市民の理解ですね、この

市民の理解という意味はちょっと大きいと私は感じております。市民の理解という意味です

ね、これについて説明してください。 

○前田保健医療課長  在宅医療ということにつきましては、やはり市民の皆さんお一人おひ

とりが病気になったときとか、終末期等ですね、どういうふうに過ごしていきたいかという

ことをきちんと考えていただくということが、非常に大事であるということから、医療や介

護の連携の推進委員会等もございますが、そうしたところで、さまざま市民に対する講座の

開催ですとか、いろいろな在宅支援のマップ等をつくったりとか、そういったことで多くの

市民の方にそうしたことがある、どういうふうに考えていくべきかということも知っていた

だきながら、そういうことに協力できる病院はこういうところですよというようなことで、

マップ等もお配りをされているということでございます。 

○赤川洋二委員  そうですね。ですから、指標も今やっている、もちろんありがたいし、目

標指標というのは、やはり今後改善していくということで、ここは維持していくということ

が大事だという気持ちはわかるんですが、仕様としては例えば先ほどの、市民に理解をして

もらうためにいろいろな説明会、今、おっしゃったこととか、あと、在宅医療を実施してい

る病院というか医院ありますよね。しかし、いろんな壁が、どこの壁とはちょっとここじゃ

言えませんが、壁があってなかなかできないという状況があります。そういう中で、市とし

てそれをサポートしていくという意味で、例えば、在宅医療を実施している医院の数とか、

それもちょっとレベルはあるんですけれども、そういうものを指標にしていったほうが、市
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民から見ると、逆に在宅医療を実施していく啓発にもなりますし、普及にもつながっていく

と思うんですよね。だから、そういうようなものを仕様にしていくべきだと思っているんで

すが、その辺について議論があったかどうなのかお聞きいたします。 

○前田保健医療課長  ２次救急に関しましては、主体が県でやっておるところから、保健所

を中心にいろいろ調整会議等を進めているところでございます。 

  また、指標をどういうものをということで、議論があったかということでございますが、

多くの市民の方に安心していただけるようにということで、維持に努めていくということを

示させていただいておりますが、個別の細かな部分につきましては、所沢市保健医療計画の

中できめ細やかに、進捗管理、目標を定めてしているところでございます。 

○赤川洋二委員  食い違っていてですね、県がやっているわけですから、市の総合計画を議

論しているわけですよね。そのための指標として、こういうものを出してくるということに

対して、ちょっと疑問を持っているんですけれども、今後、今の私の意見も含めて、いろん

な工夫もしていただきたいと思うんですけれども、これは、課長でいいですかね、部長でも

いいですけれども、お答えください。 

○青木健康推進部長  在宅かかりつけ医というのは、これから市民の方に勧めていかなくて

はいけないという課題は、我々行政も、それから各医師会の方々なども含めて共通に、それ

からいろんな多職種の方々も含めて、共通の認識として進めていかなくてはいけないことだ

とは思っております。 

  この指標につきましても、先ほどの保健所関係の方もそうですけれども、全てそういった

医師の方々等を真ん中にしたようなつながりの一つでございますので、この指標を掲げさせ

ておきながらも、先ほど課長が申しました、次の第２次の保健医療計画の中におきましても

課題を認識して、各施策につきましても、そちらの中でこれから検討してまいりたいと考え

ております。 

休  憩（午後２時２６分） 

再  開（午後２時４０分） 

○大石健一委員長  それでは、次は、第４節、医療保険・医療情報について質疑をお願いい

たします。 

○桑畠健也委員  先ほどの続きということになるんですが、人工透析の新規移行数というか、

人工透析の対策は大変すばらしい取り組みだなと思っておりまして、あと、これは人工透析

は続くということなんですが、ちょっと期待していたのは、人工透析に続くような、こうい

うある種、保険給付を抑制するような、一つの取り組みみたいなものというのはまだないの

かな。ジェネリックもさっき言ったとおり、少し飽和に近づきつつありますので、その辺に

ついての検討があったかどうかについて一つ。 
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  それから、２つ目としては、保険給付がさらにそういった特定の疾病の予防以外に、何か

有効な手段というものが現場で把握されていたら、それについても議論があったのならばお

伝えいただきたいと思います。 

○森田国民健康保険課長  １点目の、生活習慣病、人工透析の新規移行、生活習慣病の糖尿

病の予防ですね、これ以外に何か施策を検討したかというところでございますけれども、今、

ＫＤＢシステムというレセプトシステムの中で、さまざまな情報が出るようになっておりま

して、その中で、本市の国民健康保険被保険者の中で、医療費の高い、医療費が多く出るよ

うな疾病状況等も出るようになっておりますので、それで分析しましたところ、３割の方で

８割の医療費を使っているような状況も見定められました。 

  その３割の方の疾病状況等も分析した上で、新たな何か施策ができるかどうかを検討して

いきたいと。その中では、やはり高血圧とか、その辺の対策も必要になってくるのだと考え

ているところでございます。 

○桑畠健也委員  まさに、そこまでわかっているなら、私が答えみたいなことを言うのも大

変恐縮なんですけれども、本来であればやはり塩摂取量については、非常にこれからやはり

次の、これは腎臓病にも影響する要素でもありますしね。少しやはり塩摂取の抑制というも

のを本格的に取り組んでいくということが、本来であればここで出てくるのかなと期待して

いたわけですけれども、その辺については議論がなかったかということですね。それについ

て確認をしたいと思います。 

○森田国民健康保険課長  塩分の摂取、過剰摂取になるかと思いますが、データヘルス計画

をつくる際に、いろいろ所沢市の分析を行ったところ、所沢市の住民の方と被保険者の方に

つきましては、塩分摂取量が若干多いという結果が出ているのは確認しております。 

  その辺も議論したところでございますが、今回の特に計画の指標にはしなかったところで

ございますけれども、今後その辺のところも、いろいろと研究していきたいと考えておりま

す。 

○城下師子委員  ５次総は第５節、社会保障というふうに位置づけて、その中に国民健康保

険から低所得者世帯への支援ということで、基本方針がそれぞれ掲げられていたと思います

が、特に、国保については医療費の部分ということで、医療費を適正医療という視点から見

ても、やはり病気の早期発見、早期治療というのは大事な課題にもなってくると思うんです

が、その辺がどういうふうに議論されたのかをまずお聞きしたいと思います。それで、その

部分がどこに含まれているのかお願いします。 

○森田国民健康保険課長  今回の計画の中では、全ての指標、施策において、根本にあるの

が早期発見、例えば特定健診の実施率等、これにつきましても生活習慣病に特化した健診で

ございますので、それの早期発見によりまして透析を防ぐとか、糖尿病を防ぐとか、そうい
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うことにつながるということでございますので、全体的なところで病気の早期発見につきま

しては、全部含まれているものと考えております。 

○城下師子委員  それで、以前、議会の中でも低所得者、いわゆる生活保護までいかないけ

れども、なかなか生活が大変ということで、ぐあいが悪くなっても病院になかなか行けない

とか、そういったいろいろな事情を持っている市民もいらっしゃるわけで、そういった方た

ちが、早目に受診をして、早目に病気を発見して、治療するというところでは、低額診療な

んかも周知すべきじゃないかという話も出ていたと思うんですが、その辺は、６次総策定に

当たってはどういう議論がされたのか、まずお聞きしたいと思います。 

○森田国民健康保険課長  まず、診療を受けるに当たりましては、低額医療をやっている病

院もございますので、そちらにつきましては、把握しているところでございますが、本計画

を策定に当たりましては、その辺の話は出なかったということでございます。 

○谷口雅典委員  基本方針のところの３－４－１の保険給付の適正化の後ろのほうですね。

またというところで、第三者行為求償事務についても、これまで以上に適切に対処しますと

いうことで、書きぶり的にはかなり強調している書き方なんですけれども、この辺について

の現実的な何か課題というのが、これがあったら説明していただけますでしょうか。 

○森田国民健康保険課長  こちら第三者行為の求償事務につきましては、国のほうでも強く

進めている事務でございまして、こちらにつきましては、具体的に申し上げますと、交通事

故等で第三者の行為によって疾病、主にけがを負ったと、それで保険を使ったというケース

でございまして、こちらにつきましては、加害者のほうに請求をして保険給付費を払ってい

ただくと、こういうような事務でございますが、これにつきまして課題でございますけれど

も、まず、これレセプト情報から第三者行為に当たるようなけがですね、傷病等を発見する

んですが、レセプトのところに第三者行為と書いて出していただける医療機関もあるんです

が、それを書いていただけない医療機関もあると。その中で、レセプトを点検する中で、例

えば、外傷による腰椎捻挫とかそういうものを見つけまして、そこから求償までつなげてい

くと、その辺がちょっと難しいところと感じているところでございます。 

○谷口雅典委員  そうなると、そこで本来はほかからお金が出るところを国保財政から支給

しているという、大きな問題があるということなんですが、その医者の診断で、書く医者と

そうじゃない方がいるということは、これ逆に医者のほうにこういうふうに書いてください

と、こういうケースはしっかり書いてくださいと、その辺の依頼状況とか、このあたりとい

うのは、今現状どうなっていて、今後どういうふうにしていくのかと、これについてはどう

でしょうか。 

○森田国民健康保険課長  まず、国のほうでは、各医療機関に、この第三者行為が疑われる

ようなケースにつきましては必ず報告をするようにと、保険者のほうに報告するようにとい
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う指示が出ております。また、それでも守らないような医療機関もございますので、そちら

につきましては、保険者のほうからも病院ごとにお願いをするとか、そういうことが必要に

なると考えているところでございます。 

○谷口雅典委員  守らない病院もいるという、ここは実態状況というのは、お話しできる状

況でいいんですけれども、どういうことなんですか。 

○森田国民健康保険課長  病院名につきましては、ちょっと個人情報になりますので申し上

げられませんけれども、そういうところを記載していただけないところは把握しているとこ

ろでございます。 

○谷口雅典委員  手続上、非常に患者が面倒なことをかけるから、そこを医者がある意味、

患者の方からそういうふうな依頼というか、あるいはその分をそんたくするとか、そういっ

た実態があるということなんでしょうか。 

○森田国民健康保険課長  医療機関のほうが、患者にいろいろどういうことがあったかと聞

くことはないので、例えば、先ほど申し上げましたように、外傷性の腰椎捻挫とか、あとは

犬にかまれたとか、そういうケースがございますので、それで判断をしまして、レセプトに

第三者行為の疑いというか、可能性がありということで明記することになっておりまして、

保険者のほうでそれを見て、まず医療機関に確認をするのと、本人にそういう事実があった

かどうかを確認して、そこから求償につなげると、そういうような事務の流れでございます。 

○大石健一委員長  それでは、次は、第５節、スポーツ推進、質疑お願いいたします。 

○石原 昂委員  昨日の審査の中でもちょっとお伺いしたんですが、これからちょっとスポ

ーツの分野を教育委員会のほうから市長部局のほうへ移管の可能性ですね、そこを質問した

つもりだったんですけれども、ちょっとこのタイミングでの議論はなかったということです

けれども、もう一度確認していいですか。 

○師岡教育総務部次長  確かに、スポーツに関しては市長部局というふうなことも以前から

聞いております。ただ、学校体育等の関係などを考えると、連携を考えると、教育委員会に

あるほうが連携としては望ましいかなというふうな形があるかと思います。 

○石原 昂委員  健康づくりという章ですから、学校とかに限らず、地域であるとか、高齢

者であるとか、そういうところで、こういう時代に対応したことができるようにということ

で、そういう議論になっていると思うんですね。 

  過去の一般質問でも、ちょっと議論としては、総合計画をつくるときに、機構の見直しも

含めて検討していくというようなご答弁も出たことがあるんですけれども、それを受けての

議論というのは、今回、本当になかったんでしょうか。 

○平田経営企画部長  以前から、文化とかスポーツの市長部局への移管ということにつきま

しては、議論ということで進めてきたところでございますけれども、特にスポーツ分野につ
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きましては、議論の中でも教育委員会に残す必要のあるスポーツ分野と、市長部局に移管で

きる分野ということで、多少切り分けも必要なこともありまして、組織とか体制、あとは職

員の配置なども含めますと、なかなか今のところ具体的に落とし込めていないというのは現

状でございまして、現時点におきましては、議論は進めてまいりましたけれども、実施の方

向で、かなり詰められた状態ではないというようなことで、ご理解いただければと思います。 

○石原 昂委員  せっかくの総合計画のタイミングですので、平成28年12月定例会のことで

した。これ、大石委員の質問だったんですけれども、当時の経営企画部長のご答弁では、平

成27年から、文化芸術に関することについて、教育委員会から市長部局へ移管したところで

ございますが、スポーツに関しては、第６次総合計画の策定作業の中で、組織機構の見直し

も含めて検討していく考えでございますというところで、ご答弁がありました。 

  これを踏まえた中で、どこまでの議論、このせっかくのタイミングでの議論と、この答弁

を踏まえての見解というのはいかがですか。 

○平田経営企画部長  現時点で、第６次総合計画のスタート時点での、今のスポーツに関す

る組織の変更に関しましては、まだまとまった状態で落とし込めていないというような現実

がございますので、引き続き、課題としては捉えておりますので、また６次の計画期間の中

で、そういったことも具体的に落とし込める時期があるかもしれませんが、いずれにいたし

ましても、今はまずかなり課題ということも含めまして、組織、あるいは人的な問題も含め

まして検討中ということでございます。 

○大石健一委員長  昨日の議論の中で、スポーツの市長部局への移管は検討していないとい

う答弁だったんですけれども、じゃ、それは、検討していないじゃなくて、議論はしてきた

けれども落とし込めていないという説明で、きのうの発言は、ちょっと言い過ぎちゃったと

いうことでよろしいでしょうか。 

○平田経営企画部長  そうですね。昨日の、ニュアンス的にもしかしたらそういう答え方を

してしまったかもしれませんけれども、おっしゃるとおりで、実際に検討というのは引き続

きずっと、これまでもしてきておりますけれども、具体的に分けるというか、市長部局のほ

うに移管することについては、まとまることができなかったというんですかね、方向性とし

てはそういうことでございます。 

○桑畠健也委員  スポーツを健幸長寿の第３章に移されたということで、わからないでもな

いんだけれども、スポーツというものは、でも健康づくりのためだけにやるという感じもち

ょっと違和感があります。私はやりませんけれども、ゴルフなんかやると大体、体を壊す人

が多いですよね。だから肩を、何か特定の筋肉しか使わないので。 

  だから、スポーツは健康づくりというのもあるけれども、むしろそれを言い出すとスポー

ツというのはある種、実は一番テーマコミュニティ形成の大きな動力源で、スポーツの団体
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というか、いわゆる社会集団の分類でいえばアソシエーションということになるわけですよ。 

  だから、どこかには入れなきゃいけないんだけれども、その辺どうなんですか。健康づく

りとしてのスポーツで、もう所沢市はスポーツというのは健康づくりの手段というふうに割

り切るのか。もっと言うと、実は所沢市の基礎的な人間関係の絆をつくっている大きなもの

というのはスポーツの団体だと思うんですよ。いろんなのがありますよね。ちょっとそこは

どういう議論があったのかな、ここまで見切ってしまった議論ということです。 

  そうすると、楽しくないと思うんですよ。スポーツというのは別に健康づくりでやってい

る人もいるけれども、楽しくてやっている人もいるわけだし、そうすると生涯学習かなとい

う気もするし、もしこの辺の決断をされたならそれで構わないんだけれども、ちょっと議論

の展開というか、経過などもお聞かせ願えればと思います。 

○市川経営企画課長  そうですね、スポーツ推進の項目について、この項目につけていくと

いうような作業の中では、やはり教育委員会とも、果たしてここの項目でよろしいのかどう

かというようなところは意見の交換も結構ございまして、今回この項目のところに寄せさせ

ていただくような話を起こしたきっかけとしては、スポーツ振興計画という国の計画の中に、

スポーツを通じた健康づくりというような項目が示されておりましたことから、まずは健康

の分野と関連づけて考えていくのはいかがだろうかというようなところで、提案をさせてい

ただいたところでございます。 

  委員のご指摘どおり、スポーツの活動自体が地域のコミュニティづくりに貢献している部

分というのも十分わかってはいたところでございますが、第６次においてはこの項目でまず

は設定させていただいたというところでございます。 

○海老沢スポーツ振興課長  ただいまスポーツ振興課でも、第２次スポーツ推進計画という

のを策定中でございまして、これは国のスポーツ基本計画に基づいて、参酌して作成してい

るわけですけれども、その中にも参酌して、今回、市民の誰もがいつでもどこでもいつまで

も体を動かしたくなるまちということで、健康づくりのほうも、市におきまして競技スポー

ツだけでなく健康づくりの一助も担えるというようなところから、計画を立てているところ

でございます。 

○桑畠健也委員  わかりました。 

  続いて、ここまで言うとちょっと先走りかもしれませんけれども、ただ、現実はすごい勢

いで進むので聞きたいと思うんですが、スポーツということで、ｅスポーツというのがあり

ますよね。まあゲームです。これはすごい市場規模も出てきて、今度アジア大会の正式種目

採用になりましたよね。まさに世の中は泥んこで遊ぶ時代と対極を進んでいるといういい例

だと思うんですけれども、ｅスポーツはどうしようかな、取り扱おうかなというような、ま

さにｅスポーツというのは、私も微妙に違和感はあるんだけれども、多分今までスポーツに
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親しんでいる人たちとはまた違うような層の人たちの、一つのカテゴリーになってくると思

うんですけれども、その辺はｅスポーツについて検討されなかったのかということを、そこ

をお聞きしたいと思います。 

○市川経営企画課長  ｅスポーツ、スポーツとは入っておりますけれども、確かにさまざま

社会の中でもどういうふうに取り扱っていくかというところは、議論になっているところか

とは認識しております。いわゆるチェスとか将棋のようなマインドスポーツというような言

い方をする場合もございますし、アジア大会などでは今回エキシビジョンのような形でしょ

うか、競技の中に取り込まれたりとかということもある中で、選手団としては取り扱わない

とかというようなところで、なかなか認識が確定していかないところでは、ちょっと市の施

策の中で取り扱っていく位置づけは難しかったというのがまずございます。 

  ただし、ただいまＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＦＯＲＥＳＴ構想の中で、株式会社ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡと共同で進めていく中では、恐らくサクラタウンなどではｅスポーツが行われたりと

かという、そういう状況が今後恐らくはやってくることも考えられますので、その状況を見

ながらまた市の中での位置づけというものは考えていきたいと考えております。 

○海老沢スポーツ振興課長  このｅスポーツにつきましては、最近テレビやいろんな番組で

も取り上げられておりまして、若者を中心に人気があるということは認識しております。 

  ただ、この計画の中では、このｅスポーツが健康寿命につながるか、また、体を動かすこ

とにつながるかということの視点からはちょっと外れているかなということで、今回は載せ

てございません。 

○桑畠健也委員  これからだからということで載せないのはわかるんだが、今、市川課長も

おっしゃられたように、ｅスポーツを日本で推進したのはニコ動なんですよ。まさにＫＡＤ

ＯＫＡＷＡなんですよ。 

  ですから、そういった意味ではブランド価値の測定方法もわからないのかもしれないけれ

ども、ここに入れるか入れないかは別にして、やっぱりせっかくＣＯＯＬ ＪＡＰＡＮ Ｆ

ＯＲＥＳＴの関係でＫＡＤＯＫＡＷＡ、ニコニコ動画という連想でいえば、やっぱりむしろ

ブランド価値のところにｅスポーツの振興みたいなものも入ってくれば、まだ自治体では誰

もやっていないわけですから、総合計画に載せるのかどうかは別にしても、議論もあったと

いうことで少し安心しましたけれども、やっぱり何か新しいことを先進的に取り組んでいく

ということをしないと、やっぱり泥んこ遊びばかりしていてもだめなんですよ。ｅスポーツ

はもう泥と対極ですから。 

  そういうことで、例えばそういう、これ以外のところでも少し扱おうかという議論があっ

たかについて、もう一度確認したいと思います。 

○市川経営企画課長  そうですね、ｅスポーツを今回の計画の中で、何らかの表記で表現し
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ていくかというところについては、そこまで深めた議論にはありませんでしたが、そういっ

た状況が今後起こるだろうねというようなところは、意見としてはあったところでございま

す。 

休  憩（午後３時５分） 

（説明員交代） 

再  開（午後３時９分） 

○大石健一委員長  再開いたします。 

  次に、第４章、みどりあふれる持続可能なエコタウンについて審査を行います。 

  理事者側から補足説明はありますか。 

○桑畠健也委員  このみどりという言葉を安易に使っていますよね。みどりあふれるという

と、何となく情緒的にああと思うけれども、一体みどりというのはどういうふうに定義され

て使っているんですか、このみどりという言葉。 

○奥村みどり自然課長  みどりは一般的には漢字で緑と書くんですけれども、この場合、樹

木や草花といった単なる植物をイメージされるというようなことがありまして、一方、平仮

名でみどりといたしますと、樹木等の植物や水辺地などの自然的環境を有する土地、それか

ら空間並びに野生生物の生息基盤である自然的要素を含めた広い概念として捉えることがで

きるというような思いで、平仮名のみどりとしております。 

○桑畠健也委員  私の記憶が確かなら、前回も同じようないちゃもんをつけて、たしか注釈

をつけてもらった記憶があるんだけれども、入っていなかったかな、総合計画のみどりのと

ころに。 

  やっぱりこのみどりというのは、結構人によっては緑色だし、信号の青だし、やっぱりそ

こまで深く緑という概念を理解している人というのはそんなに多くないと思うので、関心が

ある人以外は。ちょっと、たしかそれを入れてもらった記憶があるんですけれども、少し、

これは総合計画の冊子のほうの担当をされる方だと思うんですけれども、実はみどり概念と

いうのは、結構、今、課長がすばらしいお答えをされたと思うんですけれども、ちゃんとこ

の辺の言葉は整理をしていかないと、市民の皆さんも同じみどりと言いながら、例えば今、

ビオトープというのを緑町中央公園にあるんだけれども、まことに周りの皆さんの理解がひ

どくて、いろんな剪定枝を捨てられたり、下水路の泥を捨てられたり、やっぱりちょっとみ

どり概念というものについても、しっかりと市民・住民の皆さんの中で共有していくという

ことがなければいけないので、できればこの「みどりあふれる」の下あたりにアスタリスク

とかでちゃんとそういった説明はないですよね、これ。ちょっとそういうのはやってほしい

んですけれども、たしか前にやってもらった記憶があるんだけれどもな、当摩前市長のとき

の。 
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  それの確認と、そういうふうにやったらどうかということについて、いや、そんなことは

やっていられませんよということならそれはそうだし、検討に値するなと、たまにはいいこ

と言うなという、いや、いいこともないんだけれどという、その辺ちょっとご返答いただけ

ればと思います。 

○市川経営企画課長  ただいま、５次のときに、みどりの注釈があったかどうかについて、

ちょっと今、確認はとれておりませんが、今、ご指摘のありましたとおり、捉え方が人によ

ってさまざまあるような事例とかについては、できるだけ注釈などでそういった説明を加え

ながら、よりわかりやすい冊子として作成していきたいと考えております。 

○大石健一委員長  では、次が第１節、低炭素社会です。お願いします。 

○城下師子委員  先日も議案質疑で何点か質疑が出ていたと思うんですけれども、まず、現

状、これまでの主な取り組みということで、創エネという文言が入ってきておりまして、こ

れについて、議案質疑のときには株式会社ところざわ未来電力などということで、たしかご

説明いただいていたと思うんですが、それ以外に創エネに対象する具体的なものがあればお

示しいただきたいというふうに思います。 

○安藤環境政策課主幹  創エネにつきましては、再生可能エネルギーを生み出すということ

で、創出するという意味で創エネという言葉を使っておりまして、これまで市のほうではメ

ガソーラー所沢やフロートソーラー所沢、また、屋根貸しなどの太陽光の設置、さらには市

民や事業者の皆様の太陽光発電の導入の支援など、そういった形で取り組みを今までしてき

たところでございます。 

○城下師子委員  そうすると、今回の未来電力、そこの部分は創エネという位置づけではな

いという理解でいいんですか。それも含めているという理解でよろしいんですか。 

○安藤環境政策課主幹  未来電力を通じてさらに創エネを普及させていくという意味で、そ

ういった取り組みも含まれているものでございます。 

○城下師子委員  あと、評価指標のところなんですけれども、市域における温室効果ガスの

排出量の削減率ということで、これについて東西クリーンセンターも入るのかという質疑に、

含みますという答弁だったと思うんですが、これは何で含むというふうになっていったのか、

まずそこをご説明いただきたいと思います。 

○安藤環境政策課主幹  こちらの評価指標につきましては、市域全体の温室効果ガス排出量

を算定しておりますので、市域全体の中で含まれているということでございます。 

○城下師子委員  それと、新年度予算を審議した際に、未来電力のＣＯ２の削減効果という

ことでいろいろ議論がありましたけれども、今回の削減率の中には未来電力提案時のＣＯ２

の削減数も込みになっているんですか。確認したいと思います。 

○安藤環境政策課主幹  実際に年度別の実績を出す際には、当然使用する電気の量などもご
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ざいますので、そういったところも加味されて実績が出るものと考えております。 

○城下師子委員  たしか予算特別委員会のときには、未来電力の電力については比較的市外

から購入した電力を使用するということで、所沢の市域内で生まれた電力ではないわけです

よね。だから、所沢市のＣＯ２の削減量には値しないんじゃないかという議論があったと思

うんですが、そういう議論を踏まえて入れたという理解でよろしいんですか。 

○安藤環境政策課主幹  こちらに関しましては、市内で使われた電気などのエネルギーの総

数を推計しているところでございますので、当然、排出係数の低い電力が広まることによっ

て削減効果は出てくるものと考えております。 

○大石健一委員長  ほかにございますか。 

○福原浩昭委員  マチごとエコタウン所沢構想の理念はこれからも継続していこう、水面下

にはあるという位置づけだということは、そういうニュアンスのことは、今回の６次総の中

でたしかあったかなと思って記憶しているんですけれども、前回の基本構想の中では少し議

論が出たんですが、例えば４－１－２のエネルギー使用に伴う環境負荷の低減のところの後

半部分で、省エネルギーの推進を図るなど低炭素型のライフスタイルの定着に取り組みます

という感じには出ているんですが、具体的に、例えばエコ通勤とか、公共交通機関の利用促

進とか、自転車の利用促進、カーシェアリング等の促進、こういった項目を前に実際にマチ

ごとエコタウン所沢構想の中に入っておったんですけれども、こういったものというのは特

に今回の６次総の中で具体的に指針の中に入ってこないという考えでよろしいんでしょうか。

改めてお伺いしたいと思います。 

○大舘環境政策課長  その部分につきましては、基本、現在同じように第３期の環境基本計

画を取りまとめている最中でございまして、同様にエコカーの利用、もしくは公共交通機関

の利用等についても、こちらに記載をしている状況になっております。 

  ですので、ここに書かれている低炭素型のライフスタイルの定着等は、非化石燃料を使っ

たこういった取り組みを推進していくということで書かせていただいたところでございます。 

○福原浩昭委員  いわゆる低炭素社会ということですから、評価指標の85ページ、ここには

温室効果ガス排出量の削減率ということで具体的に出ているということは、車を使わずにそ

ういった公共交通を使うとか、自転車の促進とかいうことが入ってくるんじゃないかなと思

うんですが、そういったものは、じゃ、確認ですけれども、特に今回の中には盛り込まれて

いないということでよろしいんですか。 

○大舘環境政策課長  この関係につきましては、法令等に基づきまして、所沢市の地球温暖

化防止実行計画というものを、先ほど申し上げました第３期の環境基本計画の中で策定をし

ております。そちらのほうで具体的な取り組み、事業名等は挙げているところでございます。 

○谷口雅典委員  事業目標のところの基本方針の４－１－１、市の事務事業から発生する温
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室効果ガスの削減率ということで、いろいろ年度別目標を書いているんですが、この中で市

の率先取り組みというようなところで削減状況を示しますよということで、具体的に市の率

先取り組みというのはどういった対策を考えて指すのかと、このあたりを確認させてくださ

い。 

○大舘環境政策課長  今回、市の事務事業編につきましては、大変高い目標を掲げさせてい

ただいておりまして、政府の目標等も踏まえまして、2030年までに40％削減するということ

で、今回、目標年度が2036年になっていますので、28.6％ということで策定をさせていただ

いたものでございます。 

  特に、市の公共施設の改修時における省エネ改修であるとか、そういうものも進めていき

たいということと、先ほどご質問もありました電力使用に伴うＣＯ２の排出を避けるという

ことで、再生可能エネルギーの利用等をふやしていきたいということで計画をしているとこ

ろでございます。 

○赤川洋二委員  先ほどから出ている指標のことなんですけれども、温室ガスの排出量の削

減率ということで、マチごとエコタウン所沢構想というのがあって、非常に高い目標を設定

していまして、近隣他市から比べると高い位置にあるんですよ。いろんな意味の、削減率も

そうですし、これが出てくるやつも、マチエコ関係は。 

  これは、この目標数値というのは、近隣他市じゃなくて、環境モデル都市といいますか、

例えば福岡県北九州市だったり、長野県飯田市だったり、神奈川県横浜市だったり、いろい

ろありますよね、モデル都市とか。そういうところと比べた場合に、この目標数値の設定と

いうのはどの位置にあるのか、もし調べたことがあったらちょっと聞きたいんですけれども、

調べていませんか。 

○大舘環境政策課長  具体的に今、お名前が挙がった都市のところは、はっきりはわからな

いんですけれども、今回数字を挙げさせてもらったものにつきましては、2016年のパリ協定

以降、国が示しております目標値、これに準じておりますので、各都市もこの数値と同様の

数値を掲げているのではないかと思われます。 

○赤川洋二委員  わかりました。 

  それと、雨水の流出抑制のほうなんですけれども、４－１－３で、これは開発時における

雨水流出抑制指導により、施設を設置した事業者の割合ということなんですけれども、この

開発時というのは、開発指導課に出す開発許可の対象になっている開発のことを言っている

んですか。ちょっとこれをお聞きします。 

○高橋河川課長  そのとおりでございます。 

○赤川洋二委員  もしそうであれば、開発の許可を取っている場合というのは、もう市が指

導して、こういう施設をつくらなくちゃいけないとなっているわけでして、また、開発の許
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可の場合、検査もあるわけですから、これは従うのは当たり前でして、100％なんですよ、

これは。もし従わなかったら、開発の許可は出ないわけですから。 

  こういうのを目標数値に設定するというか、これはもうずっと前にさかのぼってもずっと

100％だと思うんですよ。何でこういうところを目標設定数値にしたのかということなんで

すけれども、それについてお伺いします。 

○高橋河川課長  中には特定公園も含んだこともございますので、それに関しましては検査

もないことになっておりますので、努力義務ということも発生しております関係上、そうい

ったものにつきましても100％を目指すということで、今回指標といたしました。 

○赤川洋二委員  そうすると、検査していないやつとか、特定公園も含めて全部チェックし

ているということですか。 

○高橋河川課長  全部はまだチェックには至っておりませんが、今後丁寧な説明をしながら、

開発事業者に対してのご理解とご協力に向けて進めてまいりたいというふうに思っておると

ころでございます。 

○赤川洋二委員  そうなると、これは100％というのはどうやってやっているのかというこ

と。 

  それというのをなぜ聞くかといいますと、もし雨水の流出抑制というか、浸透とかいう仕

様であれば、今、所沢市はいろいろ三ケ島地区が終わったところだと思うんですが、雨水抑

制のためにかなり予算をかけて、浸透の施設の工事をやっているじゃないですか。 

  何かそういう数とか、そういうものを指標にしたほうが、一種の特定行為で本当に何件だ

と思うんですよ。100％と書いているから、100％を書くために全部やっぱりチェックしない

と100％と言えないと思うんですけれども、そういうことを考えると、指標の工夫がもうち

ょっとほしかったなと思うんですが、その辺の議論があったかどうか、お願いします。 

○埜澤建設部次長  こちらの100％の指標というのは、もう一度お話しさせていただきます

と、こちら、街づくり条例によります開発行為の中で、開発行為をされた事業の中で、雨水

の流出抑制の指導をしたときの、努力義務の中で指導をした中の設置していただく割合にな

ってございます。 

  この抑制指導をしたものについては、特定行為ということではなく、通常の開発の指導に

なりますので、完了検査が伴います。完了検査をした中で100％きちんとそういった施設の

設置をしていただいたものでございます。 

  今、委員がおっしゃられた質問の中で、なぜもっといろいろな多方面のそういった指標と

してなるようなものがある中、開発事業の中の枠の中で行える指標にそれをしたんだという

お話だったかと思うんですけれども、やはり一つの開発事業というところで、我々も知るべ

き数字を把握できる部分がなかなかもっと大きい部分で、個人の住宅ですとかそういうとこ
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ろでも把握できればいいんですけれども、我々が知り得る中での指標となり得るようなデー

タとして捉えられるのが、この街づくり条例の中の開発行為に伴う完了検査の努力義務の中

で、どれだけ従っていただいて施設を整備していただけるかという、そういうところだった

もので、これを指標とさせていただいたものです。 

○赤川洋二委員  もしそれであれば、多分実際にほんのわずかですよね。たとえそれが、効

果的には。細かいチェックで何件かわからない。そこをやるということを考えると、実際に

把握できるのは、先ほど私が言った、本年度予算でもう工事が終わりましたけれども、雨水

抑制のための浸透施設というか、もう工事をやっているじゃないですか。そういう数という

のは、当然何個設置したとかわかるわけですから、数は把握できると思うんですよ。そちら

のほうが結構大きな効果の指標として、市民から見ていてこういうのがふえてきているんだ

なということがわかると思うんですけれども。 

  今後はその辺のところを、その指標も使っていったらいいかなと思うんですけれども、ご

検討いただけないかどうかお聞きします。 

○埜澤建設部次長  まず、この件数が年間100件前後で推移していますので、それなりの一

定の効果があるものというふうに認識しております。 

  こちらについては、河川に対する抑制、あと地下水の涵養、そういった側面もありつつ、

あと下水道の雨水管渠が整備されているところにつきましては、下水道の管渠の流れを確保

していくという、そういう側面もございますので、まずはこの件数、それからそういった多

様性というんでしょうか、そういったところを踏まえまして、こちらの指標をまずはこの６

次前期基本計画では使わせていただきたいというふうに考えております。 

○桑畠健也委員  基本的にはこれだけの猛暑を経験しますと、本当に低炭素社会に向けた取

り組みというのはすばらしいし、ぜひとも進めていただきたいし、電力会社も反対しました

けれども頑張ってほしいなと思うわけですけれども、さて、それで、今回評価指標として排

出量の削減率ということで出されていて、それは一面正しいんだけれども、所沢ぐらい緑地

率が高いと、ある程度緑地が持つＣＯ２の吸収量という問題もあって、多分それと併せてネ

ットで見ていかないと、街のど真ん中で緑地が全然ないところであればそういうことは考え

なくてもいいが、せっかくみどりはみどりで、どんどん里山を買っているわけですから、そ

の辺で、たしかマチごとエコタウンの中で、たしかここに保存されているバイオマスのＣＯ

２吸収量という試算が出ていたような記憶があるんです。 

  だから、一方で排出削減もしなきゃいけないんだけれども、はっきり言ってもうできない

んですよ、削減は。限界があるんです。やっぱりさっきも健康のところでも言ったけれども、

たばこを吸いたい人にやめろとも言えないし、酒を飲みたい人にやめろとも言えないし、冷

房の温度を上げろとも言えないし、暖房を使うなとも言えないし、どうしても車通勤したい
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という市の職員の人もいるし、だから、それはそれで大事なんだけれども、となると、多分

吸収の問題も本当は議論をしないと、多分排出抑制の議論というのは完成しないと思うんで

す。 

  そこで、まず、もう一回確認なんだけれども、たしかマチごとエコタウンの中でバイオマ

ス保存量と、それから二酸化炭素の吸収量みたいなものが出ていたと思うんですよ。それの

確認です。 

  ２つ目としては、実は、今、見ていたんだけれども、意外と、変な話なんだけれども、ト

ウモロコシというのは、ほかの植物に比べて実はＣＯ２の吸収力が多いと言われているんで

すよ。これは別の光合成の回路なので。そうすると、変な話なんだけれども、遊休農地にＣ

Ｏ２吸収のためにトウモロコシを収穫しなくても植えるだけで、結構な量のＣＯ２の吸収力

があるんです。特に夏場の暑いシーズンですから、緑地やこういう極相林に近いような、Ｃ

Ｏ２吸収率は低いんですよ。だって、実際に成長する部分というのは、成長点というのは低

いわけだから、緑がいっぱいあるから吸収しているんだろうと思うかもしれないけれども、

正直そんなに吸収力弱いんです、ある程度伸び切ってしまった。 

  その辺で、何かもうちょっと知恵を使って、吸収の部分も少し議論をされたのかなと。意

外とこれは大きいんですよ。特に所沢は夏場であれだけ平地で何も植えないでやっているわ

けだから、何かそういう吸収の部分の取り組みの試算とか、それから取り組みというものは

なかったのかなということで、議論がなかったのかなということをお聞きしたいと思います。 

○大舘環境政策課長  初めに、マチごとエコタウン所沢構想の策定時に、バイオマスのエネ

ルギー賦存量の調査を実施しておりまして、委員がおっしゃるとおり、森林の成長力に伴う

バイオマスのＣＯ２の吸収量、それと、剪定枝等廃棄物系のバイオマス、こういったものも

賦存量等を調査させていただいております。 

  今回、バイオマス関係につきましては、実質上こちらのほうにはないわけですけれども、

みどりのほうで、みどりの保全といった内容で書かれておりますことと、これから廃棄物系

の基本バイオマスについて検討をしていくというようなこともございまして、こちらのほう

には記載がないんですけれども、この後に少し出てくるのではないかなというふうに思いま

す 

○桑畠健也委員  出てくるというのは、どこにですか。 

  後に書いてあるというんじゃなくて、吸収の話もしたほうがいいんじゃないないのという

ことなの。 

  もっと言うと、要するに出すのを抑制するのも限界があるでしょうという話をしていて、

そうすると吸収する話も入れたらいいんじゃないのという話をしていて、そういう話はなか

ったかということと、もっと言ってしまうと、実はこんな面倒くさいことをする前に、ＣＯ
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２センサーというのも安くなっているんです。 

  今度、ルネサステクノロジというところが、アメリカのＣＯ２センサーの大手を買収する

んだけれども、ＣＯ２センサーというのはすごく安くなっていて、こんな余計なことをする

よりも、今、ｐｐｍとか何かとっているでしょう、大気中の。あれ、たしかＣＯ２は入って

いないはずなのよ。昔はＣＯ２センサーというのは高いし、そんなに意味がなかったから持

っていないんだけれども、極端なことを言うと、ある程度正確に地表1.2メートルぐらいの

ところ、要するに百葉箱があるところの高さで、ＣＯ２センサーを市内にばらまいてやれば、

それが一番正確にこの市における温室効果ガスの、まあＣＯ２ですよ。ＣＯ２濃度測定をす

ればいいんですよ。それは、環境教育にもなるわけ、一番の。それを学校に全部ばらまけば

いいわけ。学校の百葉箱なんかろくなものじゃないんだから、そこに全部ＣＯ２センサーを

置いて、その気候変動を見るだけで、なるほど、この市の全体のＣＯ２の分布とか賦存量が

わかるという、そういうふうにすると環境教育になるけれども、ただ単に吸収も考えないで

削減率を見ても、はっきり言って科学的には意味がないんだよ、正直に言って。 

  大事なのはＣＯ２抑制であって、排出削減じゃないのよ。だって吸収もしているんだから。

その辺でちょっと議論としてはいま一つだなと思っているので、ちゃんとそういう議論をし

てからこれを出したのかなということを聞きたかったんです。 

○大舘環境政策課長  申し訳ありませんでした。 

  先ほど申し上げたとおり、エネルギーに対する賦存量、利用可能量については調査を実施

させていただいておりましたけれども、吸収量について、特段の、今回６次をつくる段階で、

議論はございませんでした。 

○大石健一委員長  次に第２節、みどり・生物、質疑お願いします。 

○桑畠健也委員  これも大変よくやっていただいて、本当に感謝しているところなんです。 

  特に、みどりのサポーターということで、今、市ももう本当にどんどん里山を買っていた

だいてありがたいなと思う反面、里山という以上は、もともとその生態的な環境を維持する

ためにはえらい人手がかかるわけですよ。 

  ですから、ここの中でも、人と自然とのきずなの強化も非常に大事なんだけれども、やっ

ぱり相当な勢いで特定の財団に頼るだけじゃなくて、市としても里山の管理というものにも

っとマンパワーを注げるような、そういう対策というものがないと、買ったばかりで、みん

な里山じゃなくてただの原生林になっちゃいますよ。その辺について言及がないんだけれど

も、どうしてかなと思って。 

  これはもう、これからこれだけ買っちゃうと、確保するのは構わないんだけれども、まさ

に所沢区域におけるみどりというのは、ほっておくみどりではなくて、手を加えるみどりと

いうのが中心になると思うんです。マンパワーとして、今、本当に足りているのかというこ
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とと、今後の養成についてどういうふうに、今やっているのはみどりの何でしたか、やって

いただいているのと、ちょっとその辺をどういうふうに考えているのかな。若干、絆はいい

ですよ、はっきり言って。もう絆は飽きた。じゃなくて、もっとちゃんとしっかりとした実

態に基づくすごい危機感を持っています。 

  これ、造園屋さんに頼むとえらいお金がかかるわけですから、ちょっとその辺についてど

ういう議論があって、なぜそういうところが、理解じゃなくて行動を起こしてほしいんです。

その辺についてどういう議論があって、もうちょっと踏み込んだ議論、方針が出なかったか

なということについてお聞きしたいと思います。 

○奥村 みどり自然課長  おっしゃるとおり、どんどん地域性緑地がふえていく中で、公有

地化されていく中で、その維持管理をどうしていこうかというのは課題と感じております。 

  現状では直営でしたりとか、あとは委託を利用して維持管理をしているんですけれども、

またもう一つに、今、委員のご質問の中にありましたみどりのパートナー、この方々の力が

大きく、非常に樹林地を維持管理していく上で助かっているという現状がございます。 

  したがいまして、今後もみどりのパートナー、だんだん高齢化が進んできて、参加してい

ただける方の増加もそれほど多くは望めないかなという状況もあるんですけれども、今後も

講演会ですとかそういったものを使ってみどりに関心を持っていただいて、パートナーの

方々の団体数であるとか人数をふやしていきたいと、それをもって樹林地の維持保全に当て

ていきたいなというふうに思っております。 

  また、ほかの方法としましても、もっとよい方法、先ほども高齢化が進んでいるというよ

うなお話も申し上げましたけれども、じゃ、もっと若い世代の方々に興味を持っていただく

ためにはどうしたらいいかということについては、今、一生懸命検討しているところでござ

いまして、具体的なところまでに至っていないことから、ちょっと記述がないという状況で

ございます。 

○城下師子委員  関連なんですけれども、５次総のみどりの保全・公園の整備の中で、今後

の方針というところで、みどりのパートナー制度を推進するための支援制度の拡充を図って、

緑地管理のアドバイスを行っていきますというふうに、このように総括の中では書いてある

んですが、そうすると、６次総の中でそういった支援策が、具体的にこういう支援をします

とか、こういったアドバイスをしますとかということが出てくるのかなというふうに思った

んですけれども、余りその辺の部分というのが読み取れなかったんですが、この辺はどうい

うふうに議論があって今度の計画になっているのか。また、どの部分でそういった支援が反

映されているのかについてお示しいただきたいと思います。 

○奥村 みどり自然課長  具体的にパートナーをふやすことに対しての方法というか、実際

には初級講座、中級講座、あと、里山の保全の指導といったことを、実際にはご予算をいた
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だいて行わせていただいているんですけれども、それも継続していくという予定でおります

が、具体的にはその辺に対してちょっと記述はしていなかったというところでございます。 

○城下師子委員  ５次総の総括の中では、６次総に引き継がれる課題というところにこれが

入っていたので、当然反映されてくるのかなというふうに私は思ったんですが、なぜそこが

具体的に反映されなかったのか、お願いいたします。 

○奥村 みどり自然課長  一応、５次総の中で反映させるというような表現をしておりまし

たので、それをもってして６次総のほうも継続という意味で、当然そうした取り組みが継続

されているということを読み取れるというか、ご判断いただけるであろうということから、

ちょっと変えていなかったというところでございます。 

○桑畠健也委員  外来生物、有害鳥獣対策の推進ということで、４－２－２にありますけれ

ども、これは、今はまず現状を確認したいんですが、アライグマ、ハクビシンですか、所沢

における有害鳥獣は。 

○岸 生活環境課長  市内に多く生息しております特定外来生物でいいますと、アライグマ

が生息している状況でございます。 

○桑畠健也委員  ハクビシンもいるでしょう。某議員の屋根裏に随分生息して、大変な思い

をしたという話を聞いていますけれども、ハクビシンも多分農作物被害はないけれども、家

屋被害はあるはずなんですけれども、どうですか。 

○岸 徳夫生活環境課長  特定ではないんですけれども、ハクビシンも外来生物として市内

に生息している状況です。 

○桑畠健也委員  それで、これ、カラスはどうなっていますか。委員長が昔、熱心にやって

おられましたけれども、カラスもたしか有害鳥獣で、狩猟対象ですよね。どうですか。 

○岸 生活環境課長  カラスに関しては、日本古来からいる、外来生物ではございませんの

で、生活被害とか農業被害とかということであれば有害鳥獣に該当するかとは思うんですけ

れども、一般の自然の中にいる場合には有害鳥獣という該当にはならないと考えております。 

○桑畠健也委員  それで、例えばアライグマの場合ですけれども、現状においてはわな猟で

の捕獲ということになりますか。 

○岸 生活環境課長  アライグマに関しては、わな猟において捕獲している状況でございま

す。 

○桑畠健也委員  それで、例えばわな猟を行えるような、いわゆる狩猟免許、わな猟を持っ

た人というは、所沢市はどのぐらいいて、その人たちにどういうような働きかけをしてやっ

ているのかということと、それから、所沢市というのは鳥獣狩猟禁止区域ですよね、原則は。

だから、有害鳥獣指定を受けてから特定のそういう許可を受けてとりに行くということにな

っていると思う。その辺、ちょっともう一回、説明していただけますか。 
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○岸 生活環境課長  現在、わな猟の免許を保有していらっしゃる方の把握はしてはござい

ませんが、捕獲のほうは、市の職員の中にわなの資格を有する者がございまして、直営にお

いて捕獲している状況でございます。 

○桑畠健也委員  それで、できれば有害鳥獣の対策も含めて、これはこういうふうに、わざ

わざ、意外と書かないんですよ、これ。これは何で書かないんだと言ったら、いや、そんな

のはそんなに大きなことじゃないと、意外と、有害鳥獣対策を推進しとありますけれども、

これは書いてあるんですけれども、今後どういうような形での展開を図っていくのかという

ことについてお聞きしたいと思います。 

○岸 生活環境課長  市のほうでは、埼玉県のアライグマの防除実施計画というのを県のほ

うでつくっておりまして、アライグマの生息域はかなり市内限定というわけではなくて、あ

る程度の広範囲でございまして、県の計画に基づいて市のほうも捕獲のほうを多く進めてい

きたいと考えております。 

  最近では、早稲田大学にも、敷地にわなのほうを、市のほうからお伺いして置かせていた

だいて、かなり捕獲数のほうはここ数年ふえている状況でございます。 

○石原 昂委員  これまでの主な取り組みの中で、都市の中にみどりとオープンスペースを

確保するため、コミュニティの拠点となる街区公園の整備を行っていますとありますけれど

も、街区公園の整備はそれとして、オープンスペースの確保とかコミュニティの拠点とかの

ところで、公園の民間への開放とか、公共用地としての公園の利活用というところを伺いた

いんですけれども、今回の６次総においての議論はどのような方向でされてきたか伺います。 

○岩崎公園課長  公園用地の利活用につきましては、公園の中で一応なるべく活用されます

ように、周知をいろんな、例えばカルチャーパークだとかそういったところで広く周知を図

れますように、広報とか、あとはそういったイベントを通して多くの周知が図れるような形

で、活用されるような形で考えておりまして、特にこちらのほうには記述等はございません

が、今後もそういう形で活用を図っていきたいと考えております。 

○石原 昂委員  カルチャーパークも言及いただいたんですけれども、公園整備、ソフトの

面も含めて、ハードだけじゃなくてソフトの面というんですか、そういうものも含めて、で

きるだけ身近なところに、ここにも取り組みでコミュニティの拠点というふうに書いてある

ので、そこをコミュニティや、あるいは民間のイベント等に開放していただければと思うん

ですけれども、６次総の期間の中での展開の仕方のお考えをお聞かせいただければと思いま

す。 

○岩崎公園課長  こちらの活用につきましては、今、公園を活用する場合は、公園内行為と

いう公園使用許可というものを出していただいております。 

  その中で、なるべくイベント、一応市の施策に合致するもの等につきましては、なるべく
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利用を開放していくというような考えで、あと、市の公園でいただいたものについては、利

用を促進して、なるべく利用をさせていければというような考えでございます。 

○埜澤建設部次長  具体的に６次総合計画の中に、公園を民間に開放しまして活性化すると、

そんなような表記までは書いていないんですけれども、この中でやはり、カルチャーパーク

に関してなんですけれども、例えば市民と協働によって樹林地を管理していくというような

表記を書かせていただきましたり、利用促進を進めていきますというのは、その辺の表記は

させていただいております。 

  また、総合計画の中ではないんですが、委員がおっしゃった公園の民間利用開放というと

ころでは、今年度から小手指のほうの公園ですとか、所沢駅東口のほうの公園でマルシェを

やっていただいたような、そんなような地場産業というんでしょうか、地域の食材を使って

いただいた、そういったところの方々に、そういうお店をキッチンカーで展開していただく

と、そんなようなところです。 

  まずはそういうところを足がかりにして、今後さらにそういった一般的な民間との協働し

た活性化に努めてまいりたいと考えております。 

○城下師子委員  私は、水辺のサポーター制度ということでお聞きしたいんですけれども、

現状とこれまでの取り組みの中にも位置づけられていますし、課題の中ではこの制度の活動

団体をふやすということで、高齢化や後継者不足を改善していく必要がありますということ

で、基本方針では４－２－３、ここに平成36年度までに10団体をめざすものですというふう

に位置づけられているんですけれども、そうしますと、加入団体をふやすためにはどういっ

たことをこの計画の中で具体化をしていく予定なんでしょうか。その辺についてお示しいた

だきたいというふうに思います。 

○高橋河川課長  団体の数をふやすことにつきましては、市のホームページとかそういった

ことで周知を図ってまいりたいというふうに考えておるところですが、それと同時に団体の

皆様のご意見を伺いながら、例えば父兄の参加ができるようなイベント等を考えまして、そ

れを利用して小学校・中学校の方たちにも参加をしていただいて、それをきっかけになるよ

うに参加していただきながら、団体の数をふやしていきたいというふうに、取り組んでまい

りたいというふうに思っておるところでございます。 

○城下師子委員  多分、団体の皆さんも、ここにも高齢化、後継者不足というふうに書いて

ありますし、この団体に限らずいろんな団体がそういった部分での悩みをお持ちになってい

らっしゃると思うんです。 

  ですから、やはりどうしたらふえるのかというところも含めて、今、課長がおっしゃった

ように、意見を聞く場の設置というのは非常に大事だというふうに思っていますが、その辺

の具体化というのはこれから出てくると思うんですけれども、やっぱりホームページだけで
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周知というだけではなくて、やっぱりこちらから出ていって意見を聞いていくということが

すごく大事だと思いますので、その辺もやっていくという理解でいいわけですよね、説明で

すよね。 

○高橋河川課長  河川課といたしましても、そういったことで積極的に参加しながら、交流

を図りながらＰＲに努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○赤川洋二委員  私、石原委員からも出ましたように、カルチャーパークに限定してお聞き

したいと思います。 

  ここには課題として早期完成ということで書かれております。６次総の前期の６年間でと

いうことだと思うんですけれども、その辺の完成に向けということで、どこをもって完成と

考えているのか。 

  また、前期の中のスケジュール、これをちょっと確認させてください。今現在の状況です。

お願いします。 

○岩崎公園課長  カルチャーパークにつきましては、平成33年度まで事業認可を取得してお

りまして、その事業認可期間をもって完成というようなことで、今、考えておりまして、そ

れに向けて現在のところ施設の整備を進めているところでございます。 

○赤川洋二委員  そうしますと、前期の中で終わってからまだちょっと時間があるわけです

よね。平成33年と、３年間、３年後ですよね。 

  ここで、この後に計画されてきた、これは私、５次総のときにも聞いたんですけれども、

小手指ケ原公園です。これにつきまして、これは８年前ですか、もう大分たったんですが、

そのときもカルチャーパーク、当時70％ぐらいかな、取得率。もう今も先が見えてきたと。

ちょっと時間がまだ前期の中にあるわけでございますが、３年後となるとまだ３年あるんで

すけれども、ここでもう小手指ケ原公園構想についていろいろ議論するとか、これは石原委

員も一般質問されておりましたが、出てきてもいいのかなと思っていたんですが、全然出て

こないということで、これについて、じゃ、後期に出そうとしているのかとか、それとも時

間を置いてということなのか、今後のこと、これは小手指ケ原公園は３次総に出てきて、カ

ルチャーパークとほぼ同時期に出てきたんですが、国体誘致とか理由があってどんどん後回

しにされてきたということなんですが、そういう意味でもうそろそろということで、多くの

議員からも一般質問されていて、ここに全然何も載ってこないということで、これについて

お聞きします。 

○埜澤建設部次長  小手指ケ原の整備につきましては、今回の６次総の中では、基本方針の

中の水とみどりがつくるネットワークの構築というところの言葉の中に含まれているという

ふうに考えてございます。 

  こちらのネットワークの中の拠点として小手指ケ原公園が位置づけられておりますので、
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詳しいものに関しましてはさらに総合計画に則した形で、今、みどりの基本計画を策定して

いるところですので、さらにそちらのほうに詳しく載るものというふうに考えてございます。 

  小手指ケ原の着手につきましては、やはりカルチャーパークと並ぶ大変大規模な公園整備

というふうに考えてございまして、費用の面からも市の事業全体を見据えた中で考えていく

必要があるというふうに考えてございます。 

  また、その大規模事業に対します市民の方々の理解も必要になりますので、まだここまで

の段階までとは至っておらないものと考えておりまして、水とみどりがつくるネットワーク

という表記にとどめさせていただきました。 

○赤川洋二委員  ということは、要は、確かに予算もかかると思います。ただ、最初に構想

が出てからかなり時間が経過していて、当時の構想づくりに携わった人たちというのは恐ら

くほぼいない状況かなと思っておりまして、そういう意味では構想づくりにはやっぱりかな

り時間がかかるだろうと、市民のいろんな参加とかあると思うんです。 

  ですから、そういう意味で構想づくりについてそんなに予算がかかるわけではないので、

そういう意味で前期の中でみどりの基本計画の中で定めていただいて、前期の中で進められ

る範囲は、カルチャーパークが最初にオープンしてからでもいいんですけれども、オープン

しなくてもできるところはできると思うんですよ、いろんな意味で。 

  それについて、時期的にみどりの基本計画に定めていくというのは大体どの辺の時期なの

か、その準備を進められるところは進めたほうがいいと思うんですけれども、これについて

見解をお聞きします。 

○埜澤建設部次長  小手指ケ原の、具体的にお金が伴う予算の実行というようなものではな

く、何かしら動きが出せないかということですけれども、まず、小手指ケ原公園の基本計画

につきましては、平成11年11月に策定しておりまして、18年が既に経過しておりますので、

計画の再検討の必要性などをまず検討していかなければならないものというふうに考えてお

ります。 

  公園の整備につきましては、カルチャーパークから小手指ケ原公園ということに限らず、

公園面積の目標をなるべく近づけるためにも、切れ目なく公園整備は進めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○赤川洋二委員  進められる範囲においては、みどりの基本計画の中も含めて、この中には

入ってこないけれども、例えば今後、実施計画、あるいはそういう中では入ってくるという

ふうに考えていいんでしょうか。最後です。お願いします。 

○埜澤建設部次長  当然そういった動きの中で、予算づけということになりましたら、実施

計画にも載ってくるものというふうに考えておりますし、まず我々の中で、例えば現場の18

年前とどのような変化が生じているかとか、そういったところから進められるのではないか
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というふうに考えております。 

○谷口雅典委員  事業目標の基本方針の４－２－１というところの、これはみどりのふれあ

いウォークの参加者数を事業目標にしているんですが、この関連で、みどりのふれあいウォ

ークというのは、非常に私も時間がある年は参加させていただいて、狭山丘陵を非常に直接

満喫できて、市の外からも非常に多くの方が来て、西武グループさんとたしか共催しながら、

ゴールが西武ドームの近くで、去年あたり、野球のチケットを少し支給していただいたりと

いうような、うまく連携しているんですが、前期基本計画の間では西武ライオンズがボール

パーク構想ということで、非常にまた、途中で新たなコンテンツというか、野球に興味がな

くてもあのエリアでいろんな楽しみができるということで、みどりのふれあいウォークと、

また新たなボールパーク構想とのコンテンツをうまく組み合わせれば、より新たな方を狭山

丘陵のこういったイベントに呼び込みながら、そして、さらに新しい層を、狭山丘陵のいろ

いろ自然を体験していただいて、みどりということを所沢の一つの売りということで、いろ

んな可能性があると思うんですが、これについて今後どういった戦略というか、新たなボー

ルパーク構想とうまく連携していけばさらに広がる事業なんじゃないかと思うんですが、こ

のあたりは考え方が何かあればお聞かせください。 

○廣川環境クリーン部長  ただいま委員ご指摘のボールパーク構想とのリンクということで

は、具体的にはまだ動いているところではございませんが、今年度事業で行います人道橋の

建設ですとかそういうもので、人の流れですとか検討しながら、みどりのふれあいウォーク

部分のことに関しましては、人をよく呼べるようなＰＲ活動を今後も続けてまいりたいと考

えております。 

○大石健一委員長  続きまして、第３節、循環型社会、お願いします。 

○桑畠健也委員  何を言いたいかわかっているとは思いますけれども、非常に、リデュース

ということですよね、ごみを出さないと。排出抑制に一番やっぱり重要なのは、ごみ袋の有

料化というのが、やっぱりこれがまさに一つの切り札だと思うんですが、書いていないです

ね。 

  機運がなかったのかなということと、やっぱり私はごみ有料化というものも選択肢の一つ

としてしっかりと、やるかやらないかは別にして、ちゃんと検討ぐらいはしておかないと、

さあやりましょうと言ったときにできないということです。 

  それから、やっぱり限られた予算の中で、これからどんどん財政が厳しくなってくると、

ごみ有料化をしなければ収集数を減らすしかなくなるわけですよね。いつか住民の皆さんは、

その選択に迫られるときが来るはずなんです。財政だって潤沢じゃないんだし、その辺につ

いての議論はどういう議論があったのかということと、それから、今は随分とおかげさまで

所沢市も税収がある程度確保されているから、今のような、頻回とまで言わないけれども、
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ある程度、週に２回の燃やせるごみというような体制を組んでいますけれども、これ、本当

に財政が厳しいまちは、どんどん収集数を減らすんですよ、はっきり言って。それを減らし

たくなければごみ有料化と、もう有料化が嫌だったらサービスを減らすしかないという、そ

ういう選択にこれから迫られることは確実なんですけれども、この10年のまさに経過期間の

中で。これ、どういう議論をされたのかなということ、なぜないんですか、記載がというこ

とでお聞きしたいと思います。 

○廣川環境クリーン部長  委員ご指摘の有料化に関しましては、以前より検討はさせていた

だいているところではございますが、具体的な実施時期とか、やる、やらないという部分に

ついてまだ決定していないことから、今回の６次総にはまだ記載していないところでござい

ます。 

○桑畠健也委員  仮定の話だから答えられないのかもしれないけれども、当然ある程度全体

の税収が減っていく。そうすると、それぞれの部門の予算も減っていくということは、やっ

ぱり今ある収集サービスはある程度縮小していかなければいけないというのは事実ですよね。

それだけちょっと確認させてください。 

○廣川環境クリーン部長  委員ご指摘の理論というのも、多分ほかの自治体では現実的にあ

ることかとは考えておりますが、現実的にこの６次総の中ではそこのところがまだ見えてい

ないものですから、今後については、ことしは審議会のほうも開かれるような形になってい

ますので、いろんな議論がされていくものと考えております。 

○城下師子委員  私は何点か聞きたいと思います。 

  事業目標のところなんですが、まず、環境にも財政的にも一番いいことは、ごみを減らし

ていくということがまず最優先の課題だというふうに認識していますが、４－３－２の中で、

ごみ焼却発電による場内電気使用量、これなんですが、今は東部クリーンセンターでの発電

の電力というのは、場内で使って余ったものについては東電に売っているという理解でよろ

しいんですよね。まずちょっとそこを確認したいと思います。 

○古澤東部クリーンセンター施設課長  東部クリーンセンターで発電をしました余剰電力に

つきましては、現在はアーバンエナジー株式会社に売電をしているところでございます。 

○城下師子委員  アーバンエナジーというのは、ＪＦＥの例の会社ですよね。 

○古澤東部クリーンセンター施設課長  そのとおりでございます。 

○城下師子委員  前からそうでしたか。前からアーバンエナジーに売電していましたか。 

○古澤東部クリーンセンター施設課長  平成30年４月１日以降、アーバンエナジー株式会社

に売電をしております。 

○城下師子委員  わかりました。 

  それで、今後この基本方針のほうを見ていくと、ごみ焼却で得られた電気の場内電気使用
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量に対する割合を示す指標ということで、平成31年から徐々にふえていくということでは、

たしかこれは議案質疑のときにも灰溶融炉、これの廃止があるので、その分、使用する電気

がふえますよということだったと思うんですが、そうすると、灰溶融炉の関係で、ちょっと

ここで確認したいんですが、この灰については、以前の議会の中で民間に処理をお願いする

ような説明があったと思いますが、それでよろしいですか。まずここを確認したいと思いま

すけれども。 

○古澤東部クリーンセンター施設課長  民間への資源化等も検討しているところでございま

す。 

○城下師子委員  そうすると、所沢市は、今、第２最終処分場の計画を進めている段階なん

ですが、そこにはそれは埋め立てはしないということでいいんですよね。まずそこを確認し

たいと思います。 

○森澤資源循環推進課主幹  最終処分場につきましては、今、埋め立て容量が約13万立米と

いうことで計画しております。その13万立米につきましては、先ほどもありましたように、

焼却灰等につきましては、資源化技術が進歩をしているということもございますが、災害な

ど諸事情によりまして、民間資源化施設、そういったものから断られることも想定しており

ますので、そうしたリスク面も含めまして、埋め立てるような計画で進めております。 

○城下師子委員  すみません。一応、今は民間に処理をお願いすることで考えているわけで

すよね。埋め立てについては、災害時等の緊急の場合に埋め立てるということで考えている

ということでよろしいですよね。そういう説明ですよね。 

○廣川環境クリーン部長  現段階でまだ最終処分場のほうができ上がっていませんので、計

画段階での計算上は灰を全て埋め立てるような容量の埋め立て量で計画しているというよう

なご説明でございまして、現実的に灰溶融炉が廃止されますのは平成31年からになりますの

で、それらにつきましては民間の処理について考えております。 

  それ以降、最終処分場がいつでき上がるかと、まだ計画段階でございますので、その建設

ができた段階でどういう形で埋め立てるかとか、また民間にお願いするかとか、その時点で

計画を考えていくというふうに考えております。 

○城下師子委員  そこは整理できました。 

  さっきの電力のやつに戻るんですが、平成30年、ことしの４月からアーバンエナジーに電

力を売電しているということでは、当然売電量がふえていくということになるわけですよね。

そうですよね。そこをちょっともう一度確認したいと思います。 

○古澤東部クリーンセンター施設課長  電気の使用量が少なくなるということになりますの

で、売電量もふえるということになります。 

○城下師子委員  わかりました。 
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  それと、現状とこれまでの取り組みの中で、東部クリーンセンターは長期包括業務委託は

スタートしますよね。そのときに、効率的な発電というのもたしか入っていたと思うんです

が、長寿命化工事をした際に売電をふやしますという、たしか説明だったと思うんですが、

そういったふえる売電も含めて、この年度別の先ほどの４－３－２の年度別目標は、そこも

含めて込みでこの数値になっているという理解でよろしいですか。 

○古澤東部クリーンセンター施設課長  工事によります売電量の増加というものも含めてご

ざいます。 

○城下師子委員  わかりました。 

  それと、あと、基本方針の４－３－３なんですが、これは議場でも議案質疑で聞かれてい

たと思うんですが、素案の段階では総ごみ量に対する埋め立て率ということで出ていたんで

すが、案になったときには不法投棄の投棄物の量ということになっていたんですが、もう一

度確認したいと思います。 

  なぜこういうふうな基本方針が変わったのか。まずそこをもう一度確認したいと思います。 

○池田 資源循環推進課長  ただいまのご質疑でございますが、当初、案の段階でお示しを

させていただいていたのは、ご指摘のとおり埋め立て量の数値になっております。 

  原案のほうでは不法投棄物量というふうに変わっているということでございますが、基本

方針が３つございまして、それぞれの基本方針ごとに、まず事業目標というのを立てるべき

だという議論がございました。なおかつ４－３－３の基本方針のタイトルは、ごみの適正な

処理の推進というタイトルでございますので、これに相反しますものの最たるものが不法投

棄だということから、これまでも不法投棄物の量につきましては計算をしたかったところな

んですが、なかなかきっちりとした数字が出せずに、指標化することが困難でございました

が、このたびこの６次総に備えまして、その辺を整えまして、不法投棄物量というものを把

握することがどうも可能になったということがございましたものですから、４の３の３のタ

イトルに、相反する不法投棄物というのを減らしていくということが最もここをあらわす指

標になるということで、当初案のほうから原案では変わっているというようなことでござい

ます。 

○城下師子委員  先ほど前段でいろいろなところの審議をしたときに、場所によっては基本

方針が幾つも出てくるところもあるわけなんですよ。私、不法投棄をなくすというのも、こ

れも大事な取り組みだと思いますし、以前、不法投棄のパトロール事業というのも所沢市は

やっていましたよね。 

  ですから、そういう意味ではこれと併せてやっぱりごみの減量・資源化、埋め立て量を減

らしていくというのも、最終処分場を延命化するというのも、これは一つの大きな課題にな

っていくので、ある意味、総ごみ量に対する埋め立て率というものも併せて併記することも
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可能だったんではないかというふうに考えるんですが、両方出していくという議論はなかっ

たんですか。そこを確認したいと思います。 

○池田 資源循環推進課長  ごみの、いわゆる埋め立て量の関係でございますが、先ほど来

から議論になっております灰溶融炉の停止の関係でありましたり、また、第２処分場の進展

等がございますので、非常に流動的になる可能性があるということがございますものですか

ら、そういった不確定な要因がさまざまあるものを指標とすることはいかがかということで、

今回、不法投棄物量のみ掲載をさせていただいているものでございます。 

○城下師子委員  そうはいっても、とても大事な部分ですよね、この最終処分場。すごく長

い年月をかけて、職員の皆さんも大変労力を使ってここまでこぎつけたということでは、今

後さらにまたこれを延命化していくという、大変大きな課題だと思いますし、当然前期計画

にはこれはもうこういう形で出てきていますので、後期も含めて、後期になればある程度、

もう規模にしろ大分進んでくるわけなので、位置づけることは可能になると思うんですが、

その辺はどうなんですか。そういう検討というのはされたんでしょうか。 

○池田 資源循環推進課長  ご指摘のとおり、数年たちますと相当第２処分場の進展という

のも見込まれてくるというふうに考えておりますので、６次総後期基本計画の中で、その辺

は明らかになってくるというふうに考えております。 

○大石健一委員長  それでは、ページを移りまして、第４節、大気・水環境等、お願いいた

します。 

○城下師子委員  ４－４－５でちょっとお聞きしたいと思います。 

  廃棄物焼却炉に対する規制、それから指導により、ダイオキシン類の対策を推進するとい

うことと、空間放射線量の測定を行うということでこちらには書いてあるんですけれども、

東部クリーンセンターで廃プラ焼却が実施されて数年たっておりますけれども、市民団体の

調査では、東部クリーンセンター周辺のダイオキシンの数値が、焼却する前よりも数値が上

がってきているというような調査報告なんかもあるわけなんですよ。 

  そういう意味では、そういったデータをしっかりと市としても把握するということと、や

っぱり情報提供を図るというところでは、市民への説明責任というのも大事だと思うんです

が、その辺はこの計画を策定するに当たってどういう議論があって、どういう調査をし、ど

ういう情報を市民に提示していく予定なのか、この点についてお尋ねしたいと思います。 

○矢野正和環境対策課長  ダイオキシン類の調査に関しましては、毎年、大気、水、それか

ら土壌と、定期的に測定はしておりまして、ホームページ等を利用しまして公開をさせてい

ただいております。 

  また、先ほど委員からご指摘のございました民間団体、民間の方が測定しているというお

話ですが、そういった方からの申し出によりまして意見交換会なんかも実施しているところ
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でございます。 

休  憩（午後４時２４分） 

（説明員交代） 

再  開（午後４時３５分） 

○大石健一委員長  第５章、魅力・元気・文化を誇れるまち、まず96ページ、こちらから質

疑を始めたいと思います。 

○石原 昂委員  いずれにしても、この分野、まずは2020年を見据えてオリンピックに機会

を捉えて、この分野で目指していくというところだと思うんですけれども、その産業なり、

経済なり、観光というところで、オリンピックが終わった後のところ、計画年度、前期は６

年間続くわけですけれども、そのあたりはどのように見据えて、どのような議論を重ねられ

てこられたのか、そこを伺いたいと思います。 

○村松産業経済部長  まず、前期の基本計画の中では、オリンピックの部分を見据えてとい

うところが、まず一番はあるわけですけれども、当然、そこで得た果実といいますか、そこ

で得た成果を今後に生かしていくために、観光につきましても、商工業につきましても、そ

れをまた特に産業振興ビジョンを我々はここでことし１月につくったわけですけれども、そ

うした中でも、産業振興の推進会議の中でも事業者の方々ともそれを生かしていく、そうい

った施策を展開していきたいと考えております。 

○石原 昂委員  いつも2020年に向かってというところを日々いろいろと伺っていますけれ

ども、2020年終わった後も、２年で終わっちゃいますからね、景気にしろ、それから消費税

にしろ、それから観光のブームにしろ、一旦区切りが来ると思うんです。全国見た自治体の

中では、明らかにちょっとこのブーム頼みの自治体もあるわけですけれども、これに対して

所沢市はじゃどういうところに自分の足腰で2020年以降、立って独自で頑張っていくのかと

いうところ、その取り組み姿勢を教えてください。 

○村松産業経済部長  所沢におきましては、ご承知のとおり、ところざわサクラタウン、Ｃ

ＯＯＬ ＪＡＰＡＮ ＦＯＲＳＴ構想を持っておりますので、こうした中で取り組んでいく

ことにつきましては、当然2020年のオリンピックが一つの大きな契機になりますけれども、

インバウンドにつきましても、その後急速に収束するというようなことは想定はしておりま

せんし、それは国の中でも急速なしぼみということはないというふうにいわれておりますの

で、ですからそういった意味でも所沢では所沢のメリットを生かして、さらに進んでいきた

いというふうに考えております。 

○城下師子委員  部長、そうはおっしゃっても、大体オリンピック終わった後って、どこの

自治体も大変じゃないですか。やっぱりあれだけ、オリンピック開催中は来ますよ、それは。 

  でも、終わった後というのは、どこもやっぱりそれで疲弊していって、大変苦労している
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という、過去のそういった事例もあるわけなんですよね。 

  ですから、それがしぼんでいかないように維持するというより、それなりの裏づけを持っ

ていかなきゃいけないので、そこまで含めていかないと、なかなかこの数値だっていろいろ

出てきていますけれども、その辺の裏づけ、どういうふうに考えているんですか。 

○村松産業経済部長  今ちょっと申し上げましたとおり、所沢の特性といいますか、ＣＯＯ

Ｌ ＪＡＰＡＮ ＦＯＲＳＴ構想もそうですけれども、あとは地域と連携を、他の自治体も

そうですが、連携をして、所沢が一つのハブになって、さらに発展していこうという取り組

みも進めております。 

  そういったことからも、そこでは急速にしぼんでしまわないように、先ほど申し上げまし

たこの産業振興ビジョンを作成するとともに、つくりました推進会議、その事業者の方々も

そういったところでの議論もしながら進めていきたいというふうに考えております。 

○大石健一委員長  じゃ、続きまして97、98、99の第１節、産業基盤お願いします。 

○城下師子委員  97ページの課題というところで、新たな産業用地を創出ということと、ま

たその次に新たな産業を創出しやすい環境、そしてその下もまた新たな産業を創出しやすい

環境形成が必要ということで、新たな産業、所沢市が目指している新たな産業というのは、

どういう分野をまず目指しているんでしょうか。 

○青木産業振興課長  特定の企業ということではなくて、我々は今、所沢が、日本光電工業

がおととし来まして、また株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡが進出すると、そういった立地のよさ

が所沢の魅力ということで、そういう立地を希望する企業がたくさんございます。また、市

内の事業所も拡張を今希望している事業者もたくさんあるんですけれども、こうした立地や

移転を希望する業者に対応するためにも、産業用地を創出して、そこにできるだけ入ってい

ただくということで、特にどういう企業というふうなものは特にはないんですけれども、さ

まざまな地元に貢献できるような企業を誘致をしていきたいというふうに、また拡張につな

げていければというふうに考えております。 

○赤川洋二委員  企業誘致の推進のところでお伺いしたいと思います。 

  これは事業目標も含めてなんですけれども、所沢市で企業立地支援条例を制定した後、施

行した後、新規に誘致できた企業数、あと拡大というんですかね、現状の中でふやしたとか

あると思います。それは分けてというのと。あと、地区的にどの辺の地区だったのかという

か、数と地区的なものとか、その辺のちょっと傾向についてお伺いします。 

○青木産業振興課長  すみません、今、具体的な立地支援条例をつくったあとの企業の数ま

ではちょっと今、手元に資料ないんですけれども、立地支援条例の交付金を出した件数とし

ては13件ございます。 

  それで、いろんな企業が市内の拡張をやった企業とかございますけれども、企業のエリア
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としては特に三ケ島とか、それから東のほう柳瀬、あと北のほうだと下富とか、所沢新町と

か、そういったところもございます。 

○赤川洋二委員  交付金、交付したということは誘致できたということだと思うんですけれ

ども、中には対象じゃなくて、企業誘致されたけれども交付金は交付できなかったとか、そ

の辺もあると思うんですが、その交付金の使い勝手というか、その辺何か課題というか、あ

りましたらお願いします。 

○青木産業振興課長  対象の事業所、今まで製造業、それから自然科学研究所など限定して

いたんですが、ことしから都市型産業といわれているような事業所も、我々のほうでは業種

を拡大しまして、今、立地支援の対象をふやしております。 

○赤川洋二委員  今後、例えば立地の交付金、現状29年、まだ３件ですか、これから１件ず

つふやしていくということなんですけれども、ＰＲについてはいろいろ調査して、かなりＰ

Ｒもしてきた中での成果だと思うんですが、その辺の今後立地を伸ばしていくための方策と

いうか、今もかなり精いっぱいやっているとは思うんですが、その辺のふやしていく見込み、

根拠、どういうことをまた力を入れていこうとしているのか、お聞きします。 

○青木産業振興課長  この企業誘致に関しましては、市内のまず事業者が拡張をしたり、す

る場合には対象となりますので、まずは市内事業者に呼びかけております。メルマガとかい

ろんな広報を通じて徹底をしているところでございます。 

  また、外から来る事業者、新たな事業者につきましては、開発の申請などがございますと、

それに該当する事業者があれば、こちらのほうからご案内をして、こういった奨励金が受け

られますと、そういった案内をしております。 

○赤川洋二委員  今回、先ほどもちょっとふれられていましたけれども、都市型産業の育成

の補助金ということで新たにやられたということで、これも31年５件ということなんでしょ

うけれども、それと立地の違いです。 

  それと、もう１個、先ほどちょっと聞き漏らしちゃったんですけれども、業態、今、新規

の形で地区だけじゃなくて、どういう業種ですかね、誘致できている業種の傾向とか、そう

いうのはありましたら、一緒にお願いします。 

○青木産業振興課長  都市型産業につきましては、所沢のこういった都市にあったような情

報通信だとか、ＩＣＴコンテンツ産業、特にＫＡＤＯＫＡＷＡが２年後に来ますので、それ

に関連したような事業者を今後、そういった企業が来る可能性が強いですので、そういった

ところも意識して、所沢に今後も呼び込んでいきたいと。そういう成長をする、これから産

業を誘致していきたいということで、都市型産業を誘致する事業を組んでおります。 

  ですから、業種としては、そういったやはりこれから都市型産業、情報通信関係とか、そ

れから宿泊施設なども対象に入れておりますので、こちらのほうも市のほうとしては呼び込
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んでいきたいと、誘致していきたいというふうに考えております。 

○赤川洋二委員  最後に、先ほどもちょっと東京オリンピックの話、出ましたけれども、そ

れとの関連ですかね、誘致に関して、先ほどちょっと何か落ち込んでいくんじゃないかとか

ありましたけれども、この誘致というのは特に東京オリンピックとは関係していないと思う

んですけれども、今、ＫＡＤＯＫＡＷＡの話も関連も出ましたけれども、その辺の何かある

んですか、傾向的なものとか。 

○青木産業振興課長  特にオリンピックを意識してはいないんですが、特にＫＡＤＯＫＡＷ

Ａの進出はかなり意識しておりまして、それに関係する子会社だとか、関連企業が来ること

は十分予想されていますので、そういったことをこちらとしてもできれば誘致していきたい

というふうに考えております。 

○福原浩昭委員  農商工連携で少し確認させていただきたい、お聞きしたいんですけれども、

まず現状これまでの主な取り組みの中で、農商工連携の推進により新製品・商品開発及び新

たな流通網の創出なんてあるんですが、具体的な事例をお示しいただければと思います。 

○青木産業振興課長  これは平成23年から農商工連携のきっかけづくり交流会というのを毎

年やっておりまして、これまでに特に大きなのは農家とか、流通、それから販売、レストラ

ンなどが入っているところ産直プロジェクトというプロジェクトを商工会議所などが中心と

なって、農家さんたちが集まった、皆さんが集まって、それを流通させていこうということ

で、そういった事業が取り組まれております。 

  また、お菓子などでは、例えばホウレンソウの粉末のパウダーを使ったトコろんのおやつ

というケーキみたいなもの、それからあと深井醤油などのつくったしょうゆ焼きそばとか、

最近では所沢牛を使ったいろんなレシピなどもあったり、狭山茶の入浴剤などもございます。 

○福原浩昭委員  基本方針の５の１の４に相当する事業目標として、現状、今の課長のお示

しいただいたものが入っているのかなというふうに思いますけれども、ずっと３件、これか

ら頑張ってやっていくということになっております。結構、非常に地道な活動になるとは思

っておるんですけれども、なかなか成果も出しづらい事業とは認識しておりますけれども、

具体的に今まで以上に取り組むべき課題とか、内容について、工夫するものがあればお示し

ください。 

○青木産業振興課長  この農商工連携につきましては、ここ二、三年でかなり参加者がふえ

ておりまして、実際に農家と結びついてレストランが直接野菜を自分の店に提供をしたり、

そういった店もふえてきています。 

  また、いろんな先ほど言ったようなパウダーを使ってやったり、今うちのほうでも所沢ブ

ランド創出の支援事業をやっているんですが、そういった中でも新たなそういう連携という

んですかね、いろんな他業種との連携でおせんべいをつくったり、それからどら焼きをつく
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ったり、新しいお茶をつくったり、そういった形で新しい製品開発が今、ぞくぞくと今生ま

れつつあるというふうに考えていまして、今後すごく希望が持てる事業だなというふうに考

えております。 

○福原浩昭委員  なかなか数字にあらわすのは難しいのかもしれませんけれども、総合計画

の中に入れるということで、やっぱりこういった取り組みというのは、非常にほかの団体と

かいろんなところが注目してくると思うんです。参考にしていきたいという思いになると思

うんですけれども、あえて言わせていただければ、そういう市もしくは市民にとって利益に

なるような具体的な税収見込みとか、売り上げの拡大とか、何か基準になる、目安になるよ

うな数字みたいなもの、目指すものがあれば、お示ししていただければと思います。 

○青木産業振興課長  一つの指標としましては、やはり新しくつくった、そういった先ほど

言ったような商品の売り上げになると思いますので、例えばケーキ屋だとか、和菓子屋など

のそういったところが売り上げふえたり、あるいはレストランで新しい食材やメニューの提

供などによって、売り上げがふえたりとかという形で確認ができるのかなというふうに考え

ております。 

○福原浩昭委員  ぜひ、経済効果みたいなものをこの事業の目標として入れている中で、今

後の計画、推進していく中で、そういう評価の指標になるようなものをぜひ設定いただける

ような、そういった議論というものがあったのかどうか、それを最後に聞きたいと思います。 

○青木産業振興課長  成果としては、やはりこれからそういった参加者が農業、それから商

業、加工業、そういった各事業者の皆さんがたくさんのそういった製品、新しい製品をつく

ったり、そういうのが一つひとつ地元に定着できるように、あるいは所沢のお土産品として

多くの市民に認知されるように、そういったそこが一つの大きな指標として考えられるかな

というふうに考えています。 

○谷口雅典委員  98ページのところの基本方針の５－１－３ということで、いわゆる起業、

創業の促進ということで、いろいろ創業に関する支援のことを記載しているんですが、いわ

ゆる創業支援の中のインキュベーションセンター、やっぱりいろんな情報交換の拠点とか、

新しく事業を立ち上げる方のたまり場的、そしてそこでいろんなノウハウを持ったコーディ

ネーターが適宜アドバイスできるような、やっぱりそういった機能があることによって、い

ろんな相乗効果で新しいビジネスが立ち上がっていくというような、一つのやり方があると

思うんですが、今回この前期基本計画の中では、その辺のインキュベーションセンター的な

機能を新たに所沢として持つのか、あるいは当初、ＫＡＤＯＫＡＷＡが向こうの中に何かつ

くる、つくらないとかという議論があったと思うんですが、そのあたり現状どうなっている

か。 

  あとは、市のインキュベーションセンターという、この機能に対する考え方、これについ
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てお聞かせください。 

○青木産業振興課長  現在のところ、市でインキュベーションセンターを今つくるという計

画は、今のところはございません。 

  ただ、ＫＡＤＯＫＡＷＡのほうでもベンチャー支援のそういったセクションなり、そうい

ったスペースをつくる計画は示されていましたので、まだ具体的にはなっておりませんが、

その辺は協議をしていきたいというふうに考えております。 

○市川経営企画課長  ただいま青木課長からご説明ございましたとおり、ところざわサクラ

タウンの中のオフィススペースなどには、そういったベンチャー支援のブース貸しであると

か、人材育成などに地元産業に協力していきたい、貢献していきたいというような意思を表

明されておりますので、具体的な計画についてはまた改めて明らかになってくるものと考え

ております。 

○谷口雅典委員  今、ＫＡＤＯＫＡＷＡ関連のインキュベーションセンターという話で聞い

たんですが、あと、また一方先ほど、説明あったとおり日本光電工業ですか、あちらのほう

が来て、あちらのほう医療機器周辺のいろいろな技術開発を含めた大きな企業なんですが、

このあたりの広がりの期待というんですか、いわゆる桑畠委員も以前、医療系のビジネスと

いうようなことをたしかいろいろ言っていたと思うんですが、日本光電工業さんをまた一つ

の母体とした広がりというのは、このあたりについてはどのような考え方というか、そのあ

たりについても意見等を聞かせていただければと思います。 

○青木産業振興課長  確かに日本光電工業は大変大企業であるんですが、あそこは研究施設

で、なかなかちょっと地元企業との連携ということは今のところはまだ少ないようです。 

  ただ、所沢市内には医療施設や福祉施設なども多いですので、そういった関係から今後は

やはり連携が組めるような形で、市内の事業者や日本光電とも協議をしていきたいなという

ふうには考えています。 

○城下師子委員  ５－１－４の農商工連携事業ということで、私はとてもこれはいい取り組

みをされているなというふうに私も認識していますし、５－１－３ということでは、総務経

済常任委員会で静岡県藤枝市のエコノミックガーデニング事業へ行ってみまして、非常に取

り組みはよかったです。 

  やっぱり場所は何かＫＡＤＯＫＡＷＡに検討しているというふうに先ほど課長から答弁あ

りましたけれども、そこをつないでいく専門職の方というのは、とても私は大事だと思いま

すし、商工会議所だけに任せるのではなくて、市がその辺というのはしっかりと位置づける

と思うんですが、その辺のこともこの中では議論して、そういう方向性を持っていらっしゃ

るのか、この点を確認したいと思います。 

○青木産業振興課長  創業に関しては、特に我々も商工会議所と常に連携とって、セミナー
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実施したりやっているんですが、今後はそういった今、城下委員がおっしゃられたような企

業へのいろんなバックアップをするためのいろんなそういった専門職の方などについても、

今後必要があれば、そういった専門家を派遣したり、またビジネストという国の中小機構の

そういった専門員の方がおりますので、そういった方を派遣したり、そういうのは考えてお

ります。 

○大石健一委員長  以上で質疑の途中ではありますが、本日はここで一旦質疑を保留いたし

ます。 

  26日は午前９時より第６次所沢市総合計画特別委員会を開き、引き続き議案第80号の審査

を行います。 

  以上をもって本日の審査は終わりました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  長時間大変お疲れさまでした。 

散  会（午後５時０分） 

 


